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（注１）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円換算額は、便宜上、平成25年２月28日現在における株式会社三菱東

京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝92.51円）による。以下同じ。 

（注２）サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は米ドル建てのため、本書の金額表示

は、別段の記載がない限り米ドル貨をもって行う。

（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨

への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従っ

て、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

（注４）本書の中で、計算期間（以下「会計年度」ともいう。）とは、11月１日に始まり翌年の10月31日に終了する１年をいう。

ただし、第１会計年度は、平成22年10月11日から平成23年10月31日までの期間をいう。なお、サブ・ファンドの運用開始

日は、平成22年11月30日である。

（注５）用語の定義については、本書別紙Ａ「定義」を参照のこと。
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第一部【ファンド情報】

 

第１【ファンドの状況】

 

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10－11）（以下「ファンド」または「サブ・ファンド」とい

う。）は、アンブレラ・ファンドであるシティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）（以下「ト

ラスト」という。）のサブ・ファンドである。なお、サブ・ファンドは、トラストの名称を省略して表記

されることがある。現在、トラストは、14個のサブ・ファンドにより構成されている。なお、アンブレラと

は、一つの投資信託を傘と見立て、その傘の下で一または複数の投資信託（サブ・ファンド）を設定で

きる仕組みのものを指す。

 

ａ．ファンドの目的、信託金の限度額

トラストは、受託会社と管理会社の間で2008年10月21日に締結された信託証書に基づき設立された

オープン・エンドのアンブレラ型ユニット・トラストである。

トラストは、アンブレラ型ユニット・トラストとして設立されている。関連するサブ・ファンドに帰

属する資産および債務が適用される個別ポートフォリオまたはサブ・ファンドが設定、設立されること

ができる。各サブ・ファンドに限定的に関係する受益証券が発行される。

サブ・ファンドは、米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10－11）であり、単一の受益証券が発行さ

れる。サブ・ファンドの基準通貨は、米ドルとする。

信託証書は、ケイマン諸島の法律に準拠する。すべての受益者は、信託証書および信託証書を補足する

追補信託証書に定める条項の利益を受ける権利を有し、かかる規定に拘束され、かつかかる規定につい

て通知を受けたとみなされる。（ａ）本書に定める条件と（ｂ）当該サブ・ファンドに関係する信託証

書および追補信託証書に定める条件との間に不一致がある場合は、後者の条件が優先する。

サブ・ファンドの投資目的は、受益者に対し、受益証券が債券満期日を超えて保有されることを条件

として、元本増加の可能性および米ドル建てによる100パーセントの元本確保を提供することである。

サブ・ファンドは、サブ・ファンドの投資期間（約３年）中において、資源国通貨が米ドルに対して

上昇する傾向にあると判断する投資者に対して、元本の増加を提供するとともに、米ドルによる100パー

セントの元本確保という安全性を提供することを目指す。債券満期日より前に買い戻されなかった受益

証券に関して、100パーセントの元本確保が達成される見込みである。サブ・ファンドの受益証券によ

り、投資者は、投資期間を通じて米ドルに対するオーストラリア、ブラジル、インドネシアおよび南アフ

リカの通貨の上昇に対して、これらの通貨のいずれについても個別の下落リスクの影響を受けることな

く、参加することができる。

サブ・ファンドについて、ファンドの信託金の限度額は定められていない。

 

ｂ．ファンドの基本的性格

サブ・ファンドは、信託証書および追補信託証書に基づいて受託会社および管理会社によって設定さ

れた。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、トラストの管理会

社である。管理会社は、信託証書に基づき、各サブ・ファンドの信託財産を構成する投資対象を管理し、

一定のその他の投資管理業務を実行する責任を有する。管理会社はまた、各サブ・ファンドに関して一

定の管理事務業務（受益証券の割当て、発行、譲渡および買戻しの調整を含むが、これらに限られな

い。）を実行する責任を有する。

受託会社は、サブ・ファンドの資産を保管する任務を保管会社に委託している。さらに、受託会社およ

び管理会社は、各サブ・ファンドの管理事務を管理事務代行会社に委託しており、管理事務代行会社は、

各サブ・ファンドに関する管理事務業務を担当し、サブ・ファンドの登録名義書換事務代行を務める。
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管理事務代行会社は、受益証券１口当たり純資産価格を計算し、受益証券の発行および買戻しを円滑化

する責任を負う。

「第一部　ファンド情報、第２　管理及び運営、３　資産管理等の概要、（５）その他、（イ）トラストま

たはサブ・ファンドの終了」の項に定める規定に従い早期に終了する場合を除き、サブ・ファンドは償

還日に終了する予定である。償還日とは、2014年１月10日または「第一部　ファンド情報、第１　ファンド

の状況、２　投資方針、（１）投資方針、サブ・ファンド」の項において定める方法により管理会社が決

定するこれよりも早い日をいう。

受託会社は、各サブ・ファンドの信託財産を、当該サブ・ファンドの信託期間中、当該サブ・ファンド

の受益者の利益のために個別のサブ・ファンドとして、信託証書（関連する追補信託証書を含む。）の

条件において、またその権限および規定に従って、個別の独立した信託としてかつケイマン諸島の信託

法（2011年改正）（以下「信託法」という。）に基づき保有するものとする。

受託会社は（管理会社と協議の上）、サブ・ファンド決議または受益者決議による承認を得ることな

く、大要追補信託証書の様式による共同宣言を行うことにより、随時サブ・ファンドを設定および設立

することができる。当該サブ・ファンドは、信託証書（関連する追補信託証書を含む。）の条項に基づ

き、またその権限および規定に従い行使されるものとする。

各受益証券は無額面とする。

いずれのサブ・ファンドの受益証券も、その保有者に対して、当該サブ・ファンドの信託財産の特定

部分における利益または不可分の持分を付与しないものとする。疑義を避けるため付言すると、あるサ

ブ・ファンドの受益証券の保有者は、当該受益証券を保有していることを理由として、他のサブ・ファ

ンドに対して利益を有さないものとする。

いずれかの信託財産の一部を構成する一切の金銭は、信託証書の規定に従い保有または投資されるも

のとする。

受託会社は、サブ・ファンドに関して、書面による決議をもって、当該サブ・ファンドの受益証券につ

いて１以上の独立したクラスおよび／またはシリーズを参照して、随時受益証券を設定し、指定し、発行

することができ、また受託会社は、管理会社と協議の上、以下に掲げる方法などを含むかかるクラスまた

はシリーズの受益証券を当該サブ・ファンドのその他のクラスまたはシリーズの受益証券と差別化す

るものとする。

（ａ）資産、債務、経費および費用をかかるクラスおよび／またはシリーズ間で割り当てる方法

（ｂ）かかるクラスまたはシリーズの純資産価額を計算する方法

（ｃ）受託会社または管理会社によって選任されたサービス提供者に支払うべき報酬（管理報酬、業績

報酬および買戻手数料などを含むが、これらに限られない。）をかかる各クラスまたはシリーズ

の受益者から徴収し、請求する方法

（ｄ）為替ヘッジに起因する費用および損益をかかる各クラスまたはシリーズの受益証券の保有者か

ら徴収し、請求する方法

（ｅ）当該サブ・ファンドの信託財産に関するその他資産または債務をかかる各クラスまたはシリー

ズに帰属させ、負担させる方法

 

（２）【ファンドの沿革】

昭和46年１月15日　　管理会社設立

平成20年10月21日　　信託証書締結

平成22年10月11日　　追補信託証書締結

平成22年11月４日　　サブ・ファンドの申込開始

平成22年11月30日　　サブ・ファンドの運用開始（設定日）
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（３）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み
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②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

 

名称
ファンドの

運営上の役割
契約等の概要

シティグループ・ファースト

・インベストメント・マネジ

メント・リミテッド

（Citigroup First

Investment Management

Limited）

管理会社 平成20年10月21日付で受託会社との間で信託証書

を、平成22年10月11日付で追補信託証書を締結。管理

会社はサブ・ファンドの資産の運用管理および受益

証券の発行を行う。

CIBC・バンク・アンド・トラ

スト・カンパニー（ケイマ

ン）リミテッド

（CIBC Bank and Trust

Company（Cayman）Limited）

受託会社 平成20年10月21日付で管理会社との間で信託証書

を、平成22年10月11日付で追補信託証書を締結。受託

会社はサブ・ファンドの資産の受託会社としての業

務を提供する。

ＳＭＢＣ日興ルクセンブルク

銀行株式会社

（SMBC Nikko Bank

（Luxembourg）S.A.）

保管会社

管理事務

代行会社

平成20年11月19日付で受託会社との間で保管契約
（注１）

を締結。保管会社は、サブ・ファンドの資産の

保管を行う。

平成20年11月19日付で管理会社および受託会社との

間で管理事務代行契約
（注２）

を締結。サブ・ファン

ドの管理事務代行業務について、委任されている。

シティグループ証券株式会社 代行協会員 平成22年10月15日付で管理会社との間で代行協会員

契約
（注３）

を締結。日本において代行協会員業務を

行う。

シティバンク銀行株式会社 販売会社 平成22年10月15日付で管理会社との間で受益証券販

売・買戻契約
（注４）

を締結。日本において販売・買

戻業務を提供する。

（注１）保管契約とは、受託会社によって資産の保管会社として選任された保管会社が、サブ・ファンドの名義による保管口座

の開設および維持ならびに証券および現金等の保管および管理等の保管業務を行うことを約する契約である。

（注２）管理事務代行契約とは、受託会社がその権限の一部を管理事務代行会社に授権する契約である。

（注３）代行協会員契約とは、代行協会員が受益証券に関する目論見書の配布、受益証券１口当たり純資産価格の公表ならびに

日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等を行うことを

約する契約である。

（注４）受益証券販売・買戻契約とは、受益証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を販売会社

が、日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することおよび受益者からの買戻注文を管理会社に取次ぐことを

約する契約である。

 

③　管理会社の概要

（ⅰ）設立準拠法

　管理会社は、香港の法律に基づき設立された。

（ⅱ）会社の目的

　管理会社の目的は、投資ファンドを運営、管理することである。香港法第571章の証券先物法（以下

「SFO」という。）第116条に従って、管理会社は、SFOの別紙５に定義されるタイプ４および９の規制

対象活動に関して認可を受けている。かかる規制対象活動は、証券および資産運用に関する助言を含

む。

（ⅲ）株主資本の額

　管理会社の資本金は200万200香港ドル（約2,386万円）で、平成25年２月末日現在全額払込済であ

る。なお、１株100香港ドル（約1,193円）の記名式株式２万２株を発行済である。
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　また、管理会社の純資産の額は、平成25年２月末日現在147,210,252香港ドル（約17億5,622万円）で

あった。

（注）香港ドルの円換算額は、便宜上、平成25年２月28日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信

売買相場の仲値（１香港ドル＝11.93円）による。以下同じ。

（ⅳ）会社の沿革

　昭和46年１月15日設立。

　管理会社は、平成19年２月16日香港の証券先物委員会からタイプ４および９の認可を受けた。

（ⅴ）大株主の状況

（平成25年２月末日現在）

名称 住所 所有株式数 比率

シティグループ・グローバル・

マーケッツ・ホンコン・ホール

ディングス・リミテッド

（Citigroup Global Markets

Hong Kong Holdings Limited）

香港、セントラル、ガーデン・ロード３、シ

ティバンク・プラザ、シティバンク・タ

ワー50/Ｆ

（50/F,Citibank Tower, Citibank

Plaza, 3 Garden Road, Central, Hong

Kong）

２万２株 100％

 

（４）【ファンドに係る法制度の概要】

①　準拠法の名称

　トラストは、ケイマン諸島の信託法に基づき設立されている。トラストは、また、ケイマン諸島の

ミューチュアル・ファンド法（2012年改正）（以下「ミューチュアル・ファンド法」という。）によ

り規制される。

②　準拠法の内容

（ⅰ）信託法

　ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの

部分を採用しており、かつ信託に関する英国判例法のほとんどを採用している。さらに、信託法は、

英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、受

益者たる投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託会社は、一般的に保管銀行として

これを保持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。

　受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負う。その機能、義務および

責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。

　大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケイマン諸

島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を、（限られた一定の場合を除き、）受益者とし

ない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出される。

　免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取

得することができる。

　信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。

　免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。

（ⅱ）ミューチュアル・ファンド法

　後記「監督官庁の概要」の記載を参照。

（ⅲ）一般投資家向け投資信託（日本）規則（2007年改正）

　平成15年11月19日に発効した一般投資家向け投資信託（日本）規則（2007年改正）（以下

「ミューチュアル・ファンド規則」という。）は、日本で公衆に向けて販売される一般投資家向け

投資信託に関する新たな法的枠組みを定めたものである。

　ケイマン諸島金融庁（以下「CIMA」という。）が一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免

許には、CIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして、一般投資家向け投資信

託は、ミューチュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばならない。
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　ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れるこ

とを義務づけている。具体的には、証券の募集に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関す

る条件、純資産価額の計算方法および証券の発行価格・買戻価格、証券の発行条件（証券に付され

た権利および制限が変更され得る条件および状況（もしあれば）を含む。）、証券の譲渡または転

換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件、ならびに監査人の任命などが含まれる。

　一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格および買戻価格は、請求に応じて管理事務代行会社

の事務所で無料で入手することができなければならない。

　一般投資家向け投資信託は、会計年度が終了してから６か月以内、または目論見書に定めるそれ以

前の日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらの実現を確保しなければならな

い。年次報告書には、ミューチュアル・ファンド規則に従って作成された当該投資信託の監査済財

務諸表を盛り込まなければならない。

 

（５）【開示制度の概要】

①　ケイマン諸島における開示

（イ）ケイマン諸島金融庁（CIMA）への開示

　トラストは、英文目論見書を発行しなければならない。英文目論見書は、受益証券についてすべて

の重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報

に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載し、またミューチュアル・ファンド規則

の要求する情報を記載しなければならない。英文目論見書は、トラストについての詳細を記載した

申請書とともにCIMAに提出しなければならない。

　トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後６か月以内に監査済会計書類を提出

しなければならない。監査人は、監査の過程において、トラストに以下の事由があると信ずべき理由

があることを知ったときは、CIMAに報告する法的義務を負っている。

・　弁済期に債務を履行できないことまたはできないであろうこと。

・　投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、また

はその旨意図していること。

・　会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しよ

うと意図していること。

・　詐欺的または犯罪的な方法で事業を行い、または行おうとしていること。

・　ミューチュアル・ファンド法もしくはその下位規則、ケイマン諸島の金融庁法（2011年改

正）、マネー・ロンダリング規則（2010年改正）または受託会社の認可条件を遵守せずに事

業を行い、または行おうとしていること。

　トラストの監査人は、ケーピーエムジーケイマン諸島である。サブ・ファンドの会計監査は、ルク

センブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて行われる。

　サブ・ファンドは、毎年４月30日までには前年10月31日に終了する会計年度の監査済会計書類を

CIMAに提出する。

　管理事務代行会社は、(a）サブ・ファンド資産の一部または全部が目論見書に記載された投資目

的および投資制限に従って投資されていないこと、または(b）受託会社もしくは管理会社がその設

立文書または目論見書に定める規定に従って、サブ・ファンドの業務および投資活動を実質的に遂

行していないことを認識した場合、かかる認識後速やかに、(ⅰ）当該事実を受託会社に書面で報告

し、(ⅱ）当該報告書の写しおよび報告に適用ある詳細をCIMAに提出し、その報告書または適切な概

要については、サブ・ファンドの次回の年次報告書、および次回の半期報告書または定期報告書が

次回の年次報告書に先立ち交付される場合には半期報告書または定期報告書に記載されなければ

ならない。

　管理事務代行会社は、(a）サブ・ファンドの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停

止理由、ならびに(b）サブ・ファンドを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やか

に書面でCIMAに通知しなければならない。

　受託会社は、各会計年度末の６か月後から20日以内にCIMAにサブ・ファンドの事業について書面

EDINET提出書類

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

  7/180



で報告書を提出するか、または提出するよう手配しなければならない。当該報告書には、サブ・ファ

ンドに関する以下の事項を記載しなくてはならない。

(a）すべての旧名称を含むサブ・ファンドの名称

(b）投資者により保有されている各組入証券の純資産価額

(c）前報告期間からの純資産価額および各組入証券の変動率

(d）純資産価額

(e）当該報告期間の新規募集口数および価額

(f）当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額

(g）報告期間末における発行済有価証券総数

　受託会社は、(a）受託会社が知る限り、サブ・ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵

守していること、ならびに(b）サブ・ファンドが投資者または債権者の利益を損なうような運営を

していないことを確認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、また

は提出するよう手配しなければならない。

　サブ・ファンドは、管理事務代行会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および管理

事務代行会社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも１か月前に、書面で通知しなければな

らない。

　サブ・ファンドは、保管会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および保管会社以外

の業務提供会社に、当該変更の少なくとも１か月前に、書面で通知しなければならない。

　サブ・ファンドは、管理会社について提案された変更を、CIMA、投資者およびその他の業務提供会

社に、当該変更の少なくとも１か月前に、書面で通知しなければならない。

（ロ）受益者に対する開示

　監査済年次報告書および未監査半期報告書は、決算日から５か月以内および半期（毎年４月末

日）終了時から３か月以内に、それぞれ受益者に送付され、管理会社において、閲覧または入手可能

である。

　サブ・ファンドの会計年度は、毎年10月31日に終了する。

②　日本における開示

（イ）監督官庁に対する開示

（ａ）金融商品取引法上の開示

　管理会社は、日本における１億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務

局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有

価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）等において、これを閲覧

することができる。

　販売会社は、交付目論見書（金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなけ

ればならない目論見書をいう。）を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、請

求目論見書（金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならな

い目論見書をいう。）を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各特定期間終

了後６か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後３か月以内に半期報告書を、さらに、サ

ブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞ

れ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をＥＤＩＮＥＴ等

において閲覧することができる。

（ｂ）投資信託及び投資法人に関する法律上の開示

　管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関す

る法律（以下「投信法」という。）に従い、サブ・ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届

け出なければならない。また、管理会社は、サブ・ファンドの信託証書を変更しようとするとき等

においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さら

に、管理会社は、サブ・ファンドの資産について、サブ・ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、

投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。

（ロ）日本の受益者に対する開示
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　管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合

等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもっ

て通知しなければならない。

　管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本

の受益者に通知される。

　上記のサブ・ファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。

 

（６）【監督官庁の概要】

ミューチュアル・ファンド法

　トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づく投資信託として規制される。CIMAは、ミューチュ

アル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行の権限を有する。ミューチュアル・ファン

ド法に基づく規則は、CIMAに対する年次の所定の事項の報告および監査済年次財務書類の提出を規定

する。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも、受託会社に対し、トラストの財務書類の監査を行

い、同書類をCIMAが指定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができる。これらの

CIMAの指示を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金に服することがあり、また、CIMAは、裁判所にト

ラストの解散を請求することができる。

　規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性

がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解

散を行おうとしている場合、トラストのような免許投資信託の場合、規制された投資信託がミュー

チュアル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場

合、規制された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規制

された投資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場合、

CIMAは、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求すること、受託会社

の適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者

を任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限（その他措置の承認を裁判所に申請する権限を

含む。）を行使することができる。

マネー・ロンダリング防止手続

　マネー・ローンダリングの防止を目的とする法律または規則を遵守するために、受託会社は、マネー

・ロンダリング防止手続を採用し、維持する必要があり、そして申込者に対して、その身元と申込金の

資金源を証明する証拠の提出を要求することができる。許可された場合、一定の条件に基づき、受託会

社はまた、そのマネー・ロンダリング防止手続（デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。）の維

持を適切な者に委託することができる。

　また、受託会社およびその適式に選任された委託先は、申込者の身元および申込金の資金源を証明す

るために必要な情報を請求する権利を留保する。申込者が証明の目的で要求される情報の提出を遅延

するか、または怠った場合、受託会社またはその委託先は、申込の受理を拒絶することができ、その場

合、受領された資金は利息を付することなく、当該資金の送金元口座に返金されるものとする。

　受託会社、管理会社またはこれらの適式に選任された委託先は、その絶対的な裁量において、いずれ

かの受益者に対する買戻代金の支払いをすることによって、関連する法域においていずれかの者がマ

ネー・ロンダリング防止に関する法律に抵触または違反する結果となる疑いがあると判断しもしく

はその旨の助言を受けた場合、またはかかる支払いの拒絶が、受託会社、管理会社またはこれらの適式

に選任された委託先による関連する法域のマネー・ロンダリング防止に関する法律の遵守を確保す

るのに必要である場合、当該受益者に対する買戻しの支払いを拒絶することができる。

　ケイマン諸島の居住者は、他の者が犯罪行為に従事しまたはテロ行為もしくはテロリストの資産に

関与していることを知り、もしくはそのような疑惑を抱き、またはこれらを知り、もしくは疑念を抱く

ことについて合理的な根拠を得た場合、またかかる認識もしくは疑惑に関する情報を規制を受ける部

門における業務の過程で知った場合、当該居住者は、上記の確信または疑惑を、（ａ）その通報が犯罪

行為またはマネー・ロンダリングに関するものである場合はケイマン諸島2008年犯罪収益に関する

法律に基づきケイマン諸島の財務報告当局に、または（ｂ）その通報がテロ行為またはテロリストの
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資金提供および資産への関与に関するものである場合はケイマン諸島のテロリズム法（2011年改

正）に基づき巡査以上の階級の警察官に対して、通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で課せら

れた情報の機密保持または開示制限の違反とはみなされない。
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

サブ・ファンド

サブ・ファンドの投資目的は、受益者に対し、受益証券が債券満期日を超えて保有されることを条件と

して、元本増加の可能性および米ドル建てによる100パーセントの元本確保を提供することである。

サブ・ファンドは、サブ・ファンドの投資期間（約３年）中において、資源国通貨が米ドルに対して上

昇する傾向にあると判断する投資者に対して、元本の増加を提供するとともに、米ドルによる100パーセン

トの元本確保という安全性を提供することを目指す。債券満期日より前に買い戻されなかった受益証券に

関して、100パーセントの元本確保が達成される見込みである。サブ・ファンドの受益証券により、投資者

は、投資期間を通じて米ドルに対するオーストラリア、ブラジル、インドネシアおよび南アフリカの通貨の

上昇に対して、これらの通貨のいずれについても個別の下落リスクの影響を受けることなく、参加するこ

とができる。

サブ・ファンドは、受益証券の発行手取金の全部または実質的に全部を、シティグループ・インクによ

り発行された一定の元本確保の債券（以下「本債券」という。）に投資することにより、サブ・ファンド

の投資目的の達成を追及する。本債券のパフォーマンスは、サブ・ファンドの投資期間中における米ドル

に対するオーストラリア、ブラジル、インドネシアおよび南アフリカの通貨の均等に加重された正の上昇

（もしあれば）に連動する。４通貨のいずれも最終条件決定日において米ドルに対して正のパフォーマン

スとならなかった場合、本債券は、債券満期日において、その元本金額の100パーセントにより償還される。

受益証券を債券満期日より後まで保有する受益者は、当該受益証券について、以下に記載するとおり、サ

ブ・ファンドの計算において保有される本債券の満期における払戻金の比例按分分を受領する。

 

0.01米ドル＋0.01米ドル×連動率×

 

上記の計算式における用語の意味は以下のとおりであり、すべて計算代理人によって算定される。

「最終為替水準（ｉ）」とは、投資先通貨（ⅰ）に関するFXFINをいう。

「当初為替水準（ｉ）」とは、投資先通貨（ⅰ）に関するFX0をいう。

「連動率」とは、当初条件決定日において計算代理人によって決定された割合（90％）をいう。

「FX0」とは、当初条件決定日の関連する外国為替相場決定時間において関連する外国為替ページに提

示された相場に基づき、計算代理人によって決定され、投資先通貨（ⅰ）１単位当たりの米ドルの数とし

て表示された、（ａ）ブラジル・レアルを除く各投資先通貨（ⅰ）に関して、米ドルと関連する投資先通

貨（ⅰ）の外国為替直物相場の仲値（買い相場と売り相場との相加平均）をいい、（ｂ）ブラジル・レア

ルに関して、米ドルと関連する投資先通貨（ⅰ）の外国為替直物相場の売り相場をいう。

「FXFIN」とは、関連する最終条件決定日の関連する外国為替相場決定時間において関連する外国為替

ページに提示された相場に基づき、計算代理人によって決定され、投資先通貨（ⅰ）１単位当たりの米ド

ルの数として表示される、（ａ）ブラジル・レアルを除く各投資先通貨（ⅰ）に関して、米ドルと関連す

る投資先通貨（ⅰ）の外国為替直物相場の仲値（買い相場と売り相場との相加平均）をいい、（ｂ）ブラ

ジル・レアルに関して、米ドルと関連する投資先通貨（ⅰ）の外国為替直物相場の売り相場をいう。

関連する予定最終条件決定日におけるある投資先通貨（ⅰ）のFXFINの算定に関して、関連する外国為替

ページにおいて関連する為替相場が理由を問わず入手可能ではない場合、（ａ）投資先通貨（ⅰ）が豪ド

ルまたは南アフリカ・ランドである場合、計算代理人は、計算代理人が関連があると誠実にみなす利用可

能な情報を斟酌して、米ドルに対する投資先通貨（ⅰ）の為替相場を算定し、かつ、これをもってかかる日

における投資先通貨（ⅰ）のFXFINであるとみなすものとし、また（ｂ）関連する投資先通貨（ⅰ）がブラ

ジル・レアルまたはインドネシア・ルピアである場合、最終条件決定日は予定外休日であるとみなされる

ものとし、かつ、最終条件決定日は、後記「最終条件決定日」の定義において定めるところにより、延期さ

れる。

「外国為替営業日」とは、ブラジル・レアルおよびインドネシア・ルピアを除くある投資先通貨（ⅰ）

に関して、ロンドンで商業銀行が業務（外国為替市場の市場慣行に従った外国為替の取引を含む。）を
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行っている日をいい、またブラジル・レアルに関しては、サンパウロおよびニューヨークで商業銀行が業

務（外国為替市場の市場慣行に従った外国為替の取引を含む。）を行っている日をいい、またインドネシ

ア・ルピアに関しては、ジャカルタ、シンガポールおよびニューヨークで商業銀行が業務（外国為替市場

の市場慣行に従った外国為替の取引を含む。）を行っている日をいう。

「外国為替ページ」とは、各投資先通貨（ⅰ）に関して、後記「投資先」の定義の表の「外国為替ペー

ジ」欄に記載されたロイター・モニター・マネー・レート・サービス・スクリーン・ページ（または計

算代理人が決定するかかるサービスの当該ページの代わりとなる他のページ）をいう。

「外国為替相場決定時間」とは、ある投資先通貨（ⅰ）に関して、後記「投資先」の定義の表の「外国

為替相場決定時間」欄に記載された時間をいう。

「最終条件決定日」とは、ある投資先通貨（ⅰ）に関して、2013年11月25日をいい、かかる日がかかる投

資先通貨（ⅰ）に関する予定外国為替営業日ではない場合には、かかる投資先通貨（ⅰ）に関する外国為

替営業日である直前の日をいうが（それぞれについて、以下、投資先通貨（ⅰ）の「予定最終条件決定

日」という。）、予定最終条件決定日において予定外休日が発生した場合、投資先通貨（ⅰ）に関する最終

条件決定日は、かかる投資先通貨（ⅰ）に関する翌外国為替営業日に延期されるものとするが、（ａ）予

定最終条件決定日後の投資先通貨（ⅰ）に関する８予定外国為替営業日目および（ｂ）2013年12月９日

のうちいずれか早い方（いずれかの場合について、以下「最終延期日」という。）以前に当該外国為替営

業日が存在しない場合にはこの限りではない。かかる場合において、最終延期日は、（その日が外国為替営

業日ではないという事実にかかわらず）投資先通貨（ⅰ）に係る最終条件決定日であるものとみなされ、

また計算代理人は、投資先通貨（ⅰ）に係る関連するFXFINを、計算代理人が関連があると誠実にみなす利

用可能な情報を斟酌して、かかる日において算定するものとする。

「予定外国為替営業日」とは、各投資先通貨（ⅰ）に関して、（かかる日が結果的に投資先通貨（ⅰ）

に関する予定外休日になることがあるという事実にかかわらず）かかる投資先通貨（ⅰ）に関する外国

為替営業日であることが予定されていた日をいう。

「投資先」とは、下記の表の「投資先通貨（ⅰ）」の欄に記載された各通貨（以下、それぞれを「投資

先通貨」という。）をいう。

ⅰ＝ 投資先通貨（ⅰ） 外国為替ページ 外国為替相場決定時間

１ 豪ドル FXBench14時（東京時間）

２ ブラジル・レアル BRFR およそ18時（サンパウロ時間）

３ インドネシア・ルピア ABSIRFIX0111時（シンガポール時間）

４ 南アフリカ・ランド FXBench15時（ロンドン時間）

「予定外休日」とは、ある投資先通貨に関して、かかる投資先通貨に関する外国為替営業日ではなく、か

つ関連する日のかかる投資先通貨に関する２予定外国為替営業日前の日において、ロンドン（豪ドルまた

は南アフリカ・ランドについて）またはサンパウロ（ブラジル・レアルについて）もしくはジャカルタ

およびシンガポール（インドネシア・ルピアについて）の現地時間午前９時より後の時間までに、市場が

当該事実について（公衆への告知によって、またはその他の公に利用可能な情報を参照することによって

は）知らなかった日をいう。

本債券は、シティグループ・ファンディング・インクにより発行されていた無担保非劣後債務証券のシ

リーズの一部を成し、その支払いは、シティグループ・インクにより全額かつ無条件に保証されていた。本

債券は、発行会社のすべてのその他の無担保かつ非劣後の債務と同順位であり、本債券に基づき期日が到

来した支払いの保証は、シティグループ・インクのすべてのその他の無担保かつ非劣後の債務と同順位で

あった。2012年12月31日午後11時58分（米国東部標準時）（以下、「合併効力発生時間」という。）を効力

発生時間として、シティグループ・インクの直接の完全子会社であるシティグループ・ファンディング・

インクは、シティグループ・インクに吸収合併された。この合併の結果、効力発生時間をもって、（ⅰ）シ

ティグループ・ファンディング・インクは消滅し、(ⅱ)以前よりシティグループ・ファンディング・イン

クの全支払債務を保証していたシティグループ・インクは、本債券を含むシティグループ・ファンディン

グ・インクの既存の未払債務を承継した。合併により、利率、支払日および／もしくは受渡日（もしあれ

ば）または償還日等のシティグループ・ファンディング・インクの債務の条件に変更はない。この合併

は、現在進行中であるシティグループおよびその子会社の資本市場事業の一元化のための、企業の簡素化
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プロセスの一環である。したがって、本書における「発行会社」に対する言及は、シティグループに対する

言及であると解釈されるものとし、合併効力発生時間以降は、本債券に対する保証会社は存在しない。2013

年２月末日現在、シティグループ・インクの非劣後債の格付は、Baa2（ムーディーズ・インベスターズ・

サービス・インク）およびA-（スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ）である。（ムー

ディーズ・インベスターズ・サービス・インクおよびスタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サー

ビシズは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者

として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等

の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情

報の公表も義務付けられていない。）したがって、投資者は発行会社であるシティグループ・インク（以

下「発行会社」という。）の信用リスクの影響を受ける。

「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、３　投資リスク、（１）リスク要因、本債券に対する投

資、本債券は、本債券１口当たり0.01米ドルを下回る金額で早期に償還される場合がある。」の項において

記載される状況を含む、本債券が債券満期日より前に償還された場合において、管理会社は、管理会社が決

定した日においてサブ・ファンドを終了させることを決定する場合がある。

償還日より前に保有する受益証券の買戻しを行うことを選択しなかった受益者は、当該償還日後実務上

可能な限り速やかに、当該時点における受益証券１口当たり純資産価格に相当する比例按分の分配を受領

する。
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本債券

以下は、本債券の要項の概要である。

１．（ａ）発行会社： シティグループ・ファンディング・インク
(注)

 

（ｂ）保証会社： シティグループ・インク
(注)

 

（注）2012年12月31日午後11時58分（米国東部標準時）（以下、「合併効力発生時間」という。）を効力発

生時間として、シティグループ・インクの直接の完全子会社であるシティグループ・ファンディン

グ・インクは、シティグループ・インクに吸収合併された。この合併の結果、効力発生時間をもって、

（ⅰ）シティグループ・ファンディング・インクは消滅し、(ⅱ)以前よりシティグループ・ファン

ディング・インクの全支払債務を保証していたシティグループ・インクは、本債券を含むシティグ

ループ・ファンディング・インクの既存の未払債務を承継した。合併により、利率、支払日および／

もしくは受渡日（もしあれば）または償還日等のシティグループ・ファンディング・インクの債務

の条件に変更はない。この合併は、現在進行中であるシティグループおよびその子会社の資本市場事

業の一元化のための、企業の簡素化プロセスの一環である。したがって、本書における「発行会社」

に対する言及は、シティグループに対する言及であると解釈されるものとし、合併効力発生時間以降

は、本債券に対する保証会社は存在しない。

  

２．（ａ）指定債券額面金額： 0.01米ドル

 

（ｂ）計算金額： 0.01米ドル

 

３．債券発行日： 2010年12月10日

 

４．債券満期日： 2013年12月10日（ただし、かかる日が支払日ではない場合、

債券満期日は翌支払日とする。）

 

５．利息基準： 年率0.67パーセントとし、毎月後払いで支払われる。

 

６．（ａ）本債券の地位： 非劣後

 

（ｂ）保証の地位： 非劣後

 

７．利息 いずれかの利払日における利息の金額は、いずれかの計算

期間において利率を本債券の未償還の元本残高の総額に対

して適用し、その金額に日割数を乗じた計算結果を0.01米

ドル単位まで四捨五入（0.005米ドルは切り上げ）するこ

とにより計算される。「計算期間」とは、ある利払日（当日

を含む。）から翌利払日（当日を含まない。）までの各期間

をいうものとする。
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（ａ）利率： 年率0.67パーセントとし、毎月後払いで支払われる。

 

（ｂ）利払日： 2011年１月10日（当日を含む。）から債券満期日（当日を

含む。）までの各暦月の10日（ただし、かかる日が支払日で

はない場合には、利払日は翌支払日とする。）

 

（ｃ）日割数： 実日数／年365日（固定）

 

８．各本債券の償還金額： 以下に定める償還金額

 

９．償還金額： 本債券が早期に償還されまたは買入消却された場合を除

き、各指定債券額面金額に関する償還金額は、以下に掲げる

計算式に従い計算代理人によって算定され、計算結果の金

額は１米ドルの100分の１単位まで四捨五入される（0.005

米ドルは切り上げられる。）。ただし、本債券が大券面に

よって表章されている限り、償還金額は、本債券の未償還の

元本残高の総額に関して計算式中の「0.01米ドル」を当該

総額に読み替えることにより計算されるものとする。

0.01米ドル＋0.01米ドル×連動率 ×

 上記の計算式における用語の意味は以下のとおりであり、

すべて計算代理人によって算定される。

最終為替水準（ｉ） 投資先通貨（ⅰ）に関するFXFINをいう。

当初為替水準（ｉ） 投資先通貨（ⅰ）に関するFX0をいう。

連動率 当初条件決定日において計算代理人によって決定された割

合（90％）をいう。

FX0 当初条件決定日の関連する外国為替相場決定時間において

関連する外国為替ページに提示された相場に基づき、計算

代理人によって決定され、投資先通貨（ⅰ）１単位当たり

の米ドルの数として表示される、（ａ）ブラジル・レアル

を除く各投資先通貨（ⅰ）に関して、米ドルと関連する投

資先通貨（ⅰ）の外国為替直物相場の仲値（買い相場と売

り相場との相加平均）をいい、（ｂ）ブラジル・レアルに

関して、米ドルと関連する投資先通貨（ⅰ）の外国為替直

物相場の売り相場をいう。
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FXFIN 関連する最終条件決定日の関連する外国為替相場決定時間

において関連する外国為替ページに提示された相場に基づ

き、計算代理人によって決定され、投資先通貨（ⅰ）１単位

当たりの米ドルの数として表示される、（ａ）ブラジル・

レアルを除く各投資先通貨（ⅰ）に関して、米ドルと関連

する投資先通貨（ⅰ）の外国為替直物相場の仲値（買い相

場と売り相場との相加平均）をいい、（ｂ）ブラジル・レ

アルに関して、米ドルと関連する投資先通貨（ⅰ）の外国

為替直物相場の売り相場をいう。

 関連する予定最終条件決定日におけるある投資先通貨

（ⅰ）のFXFINの算定に関して、関連する外国為替ページに

おいて関連する為替相場が理由を問わず入手可能ではない

場合、（ａ）投資先通貨（ⅰ）が豪ドルまたは南アフリカ

・ランドである場合、計算代理人は、計算代理人が関連があ

ると誠実にみなす利用可能な情報を斟酌して、米ドルに対

する投資先通貨（ⅰ）の為替相場を算定し、かつ、これを

もってかかる日における投資先通貨（ⅰ）のFXFINであると

みなすものとし、また（ｂ）関連する投資先通貨（ⅰ）が

ブラジル・レアルまたはインドネシア・ルピアである場

合、最終条件決定日は予定外休日であるとみなされるもの

とし、かつ、最終条件決定日は、後記「最終条件決定日」の

定義において定めるところにより、延期される。

外国為替営業日 豪ドルまたは南アフリカ・ランドに関して、ロンドンで商

業銀行が業務（外国為替市場の市場慣行に従った外国為替

の取引を含む。）を行っている日をいい、またブラジル・レ

アルに関しては、サンパウロおよびニューヨークで商業銀

行が業務（外国為替市場の市場慣行に従った外国為替の取

引を含む。）を行っている日をいい、またインドネシア・ル

ピアに関しては、ジャカルタ、シンガポールおよびニュー

ヨークで商業銀行が業務（外国為替市場の市場慣行に従っ

た外国為替の取引を含む。）を行っている日をいう。

外国為替ページ 各投資先通貨（ⅰ）に関して、後記「投資先」の定義の表

の「外国為替ページ」欄に記載されたロイター・モニター

・マネー・レート・サービス・スクリーン・ページ（また

は計算代理人が決定するかかるサービスの当該ページの代

わりとなる他のページ）をいう。

外国為替相場決定時間 ある投資先通貨（ⅰ）に関して、後記「投資先」の定義の

表の「外国為替相場決定時間」欄に記載された時間をい

う。
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最終条件決定日 ある投資先通貨（ⅰ）に関して、2013年11月25日をいい、か

かる日がかかる投資先通貨（ⅰ）に関する予定外国為替営

業日ではない場合には、かかる投資先通貨（ⅰ）に関する

外国為替営業日である直前の日をいうが（それぞれについ

て、以下、投資先通貨（ⅰ）の「予定最終条件決定日」とい

う。）、予定最終条件決定日において予定外休日が発生した

場合、投資先通貨（ⅰ）に関する最終条件決定日は、かかる

投資先通貨（ⅰ）に関する翌外国為替営業日に延期される

ものとするが、（ａ）予定最終条件決定日後の投資先通貨

（ⅰ）に関する８予定外国為替営業日目および（ｂ）2013

年12月９日のうちいずれか早い方（いずれかの場合につい

て、以下「最終延期日」という。）以前に当該外国為替営業

日が存在しない場合にはこの限りではない。かかる場合に

おいて、最終延期日は、（その日が外国為替営業日ではない

という事実にかかわらず）投資先通貨（ⅰ）に係る最終条

件決定日であるものとみなされ、また計算代理人は、投資先

通貨（ⅰ）に係る関連するFXFINを、計算代理人が関連があ

ると誠実にみなす利用可能な情報を斟酌して、かかる日に

おいて算定するものとする。

予定外国為替営業日 各投資先通貨（ⅰ）に関して、（かかる日が結果的に投資

先通貨（ⅰ）に関する予定外休日になることがあるという

事実にかかわらず）かかる投資先通貨（ⅰ）に関する外国

為替営業日であることが予定されていた日をいう。

投資先 下記の表の「投資先通貨（ⅰ）」の欄に記載された各通貨

（以下、それぞれを「投資先通貨」という。）をいう。

 
 ⅰ＝ 投資先通貨（ⅰ） 外国為替ページ 外国為替相場決定時間

 １ 豪ドル FXBench14時（東京時間）

 ２ ブラジル・レアル BRFR およそ18時（サンパウロ時間）

 ３ インドネシア・ルピア ABSIRFIX0111時（シンガポール時間）

 ４ 南アフリカ・ランド FXBench15時（ロンドン時間）

 
予定外休日 ある投資先通貨（ⅰ）に関して外国為替営業日ではなく、

かつ関連する日のかかる投資先通貨（ⅰ）に関する２予定

外国為替営業日前の日において、ロンドン（豪ドルまたは

南アフリカ・ランドについて）またはサンパウロ（ブラジ

ル・レアルについて）もしくはジャカルタおよびシンガ

ポール（インドネシア・ルピアについて）の現地時間午前

９時より後の時間までに、市場が当該事実について（公衆

への告知によって、またはその他の公に利用可能な情報を

参照することによっては）知らなかった日をいう。

 

EDINET提出書類

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

 17/180



10．（ａ）税務上の理由、違法性もしく

は（本債券の要項に基づく）

債務不履行による償還の場合

に支払われる早期償還金額お

よび／またはその計算方法：

各指定債券額面金額に関して、発行会社によって選定され

た日において当該指定債券額面金額の公正市場価値（関連

する非合法性、違法性または禁止を考慮しない。）から、

（債務不履行による早期償還の場合を除き）本債券に関し

て投資対象となっており、および／または関連するヘッジ

取引および資金調達取引を手仕舞いする発行会社および／

またはその関連会社の経費の比例部分を控除した金額を表

示し、計算代理人によって算定される金額とし、また債務不

履行による早期償還の場合において、本債券に関する債務

を完全に履行することができると推定されている発行会社

の財政状態は、一切斟酌されない。ただし、本債券が大券面

によって表章されている限り、早期償還金額は、本債券の未

償還の元本残高の総額に関して計算されるものとする。

 

（ｂ）早期償還金額には未払利息に

係る金額：

含まれる。未払利息に関して追加の金額は支払われない。

 

11．本債券の形態： 記名式債券：

名義人としてのユーロクリアおよびクリアストリーム・ル

クセンブルクの名義において登録され、大券に記載される

例外的な状況において正式券面と交換することができる大

券面。

 

12．計算代理人： 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号　新丸の内ビルディ

ングに所在するシティグループ証券株式会社

 

シティグループ証券株式会社は、各営業日において、買呼値（関連する時点における本債券の市場価額

に基づき、シティグループ証券株式会社が本債券を買付ける用意のある買付価格）を提示することにより

本債券の流通市場を形成するために合理的な努力をすることを約している。

サブ・ファンドの投資目的が達成されるとの保証はない。
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（２）【投資対象】

前記「（１）投資方針」の項を参照のこと。

 

（３）【運用体制】

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、トラストの管理会社

である。管理会社は、信託証書に基づき、各サブ・ファンドの信託財産を構成する投資対象を運用する責任

を有する。

管理会社は、管理会社が受託会社に対して当該委託が生ずる前または当該委託が生じた後合理的な期間

内に当該委託について通知することを条件に、受託会社の事前の書面による承認を得ることなく、管理会

社が決定する１以上の個人、団体または法人に対して、その権利、特典、権能、義務および裁量の全部または

一部ならびに信託証書に基づくそのいずれかの職務の履行を（関連するサブ・ファンドの費用で）委託

する権能および権限を有する。ただし、以下に掲げる事項をその条件とする。

（ａ）管理会社は、各委託先が信託証書の規定（適用ある範囲において）を遵守することを確保するため

に、あらゆる合理的な努力をする。

（ｂ）適用ある法律によって要求される限りにおいて、管理会社は、当該委託先の作為または不作為につ

いてかかる作為または不作為が管理会社自身のものであるかのように責任を負うが、その他当該委

託先またはその再委託先の行為を監督することを義務付けられず、かつ、かかる損失が管理会社の

現実の詐欺または故意の不履行の結果として発生した場合を除き、委託先または再委託先の作為ま

たは不作為を理由としてトラスト（いずれかのサブ・ファンドを含む。）が被った損失について一

切責任を負わない。

（ｃ）当該者との書面による合意は、個別的に受託会社に対してではなく、関連するサブ・ファンドの信

託財産のみに対して当該合意に基づく求償を制限する条項を含む。

管理会社は、いかなる場合または理由においても、信託財産またはそのいずれか一部が被ったまたはそ

の収益について生じた損失または損害につき責任を負わない。ただし、かかる損失または損害が管理会社

の現実の詐欺または故意の不履行により生じたものである場合はこの限りではない。

管理会社は、トラストに関する潜在的債権者との取引においても、当該債権者に対して支払義務を負う

もしくは将来その可能性がある債務、義務または負債を満足させるために、当該債権者が関連するサブ・

ファンドの資産に対してのみ求償を有することを確保する。

管理会社は、関連するサブ・ファンドの管理会社として負担しまたは当事者となった訴訟、訴訟手続、債

務、経費、請求、損害、費用（すべての合理的な弁護士費用、専門家費用およびその他の類似費用を含む。）

または要求の全部もしくは一部に対して、当該サブ・ファンドの信託財産より補償される。上記にかかわ

らず、

（ａ）管理会社は、あるサブ・ファンドの信託財産から、他のサブ・ファンドに関して被った債務に対し

て補償を受ける権利を有さない。

（ｂ）管理会社は、管理会社が被った訴訟、訴訟手続、債務、経費、請求、損害、費用または要求で、ケイマン

諸島の裁判所によって管理会社またはその関連会社およびこれらの取締役、役員もしくは従業員の

現実の詐欺または故意の不履行より生じたものであることが認定されたものに関しては、いかなる

補償も受けることができない。

管理会社は、受託会社に対して90日前（または受託会社が合意するより短い期間）の書面による通知を

行うことにより退任することができる。管理会社が退任の意思を示した通知を行ってから60日以内に承継

管理者が任命されていない場合、すべてのサブ・ファンドが終了する。

管理会社は、受託会社が信託証書に基づくその義務の重大な違反を行い、かつ（当該違反が治癒可能で

ある場合に）当該違反の治癒を要求する管理会社による通知の受領から30日以内にこれを是正しない場

合、受託会社に対して書面による通知を行うことにより、いつでも信託証書に基づくその任務から退く権

利を有する。

管理会社が退任するかまたは解任された場合であって、かつかかる退任または解任の後受託会社が決定

する期間内にあらゆる点において管理会社に代わる者として相応しい者であると受託会社が決定する後

任の管理会社を受託会社が特定することができない場合、受託会社は、直ちに全受益者による集会を招集
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する。当該受益者集会において、受益者は、受益者決議をもって管理会社の任務を受諾する意思のある他の

者、団体または会社を受益者の望む後任の管理会社として指名することができ、受益者は、受託会社に対し

て、その旨を書面により通知するものとする。当該通知後直ちに、受託会社は、追補信託証書により、望まし

い後任の管理会社を管理会社として選任する。受益者が管理会社の任務を受諾する意思のある他の者、団

体または会社を受益者の望む後任の管理会社として指名しなかった場合、受託会社は、トラストを終了さ

せることができる。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、香港で設立された会

社であり、シティグループ・インクの間接完全子会社であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・

ホンコン・ホールディングス・リミテッドの完全子会社である。香港法第571章の証券先物法（以下

「SFO」という。）第116条に従って、管理会社は、SFOの別紙５に定義されるタイプ４および９の規制対象

活動に関して認可を受けている。かかる規制対象活動は、証券および資産運用に関する助言を含む。

管理会社の取締役は以下のとおりである。

ジェレミー・デイビッド・コラード氏は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・アジア・リミ

テッドのマネージング・ディレクターである。コラード氏は、シティグループのアジア・パシフィック・

ストラクチャード商品デスクのストラクチャラーであり、アジア太平洋の資産家および機関投資向けの広

範囲な株式仕組商品の開発および締結に関与した。コラード氏は、2001年に地域的な株式デリバティブ顧

問としてシティグループ・グローバル・マーケッツ・アジア・リミテッドに入社し、2003年に現在のスト

ラクチャリング職に就いた。2001年のシティグループ入社以前、コラード氏は、リンクレイターズの金融市

場およびデリバティブの分野における弁護士であり、デリバティブ、ストラクチャード商品および金融市

場規則に関する広範囲な取引および顧問業務に従事した。コラード氏は、ブリストル大学の経済および政

治理学士号を有し、英国およびウェールズならびに香港で登録された事務弁護士（ソリシター）である。

シリル・トルブレウィッチ氏は、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメントのア

ジア・パシフィック地域の取締役兼アジア・パシフィック・マルチ・アセット・グループの長である。マ

ルチ・アセット・グループは、資産家、個人、企業および機関顧客に対する投資商品および投資ソリュー

ションの販売の考案、組成および手配を行う地域的投資ソリューションの基盤となる組織である。トルブ

レウィッチ氏は、グループ長の職務に就くまで、アジアの機関顧客および販売パートナーに対する新商品

戦略の指揮をとり、受賞歴のある幅広いソリューション開発を監督していた。トルブレウィッチ氏は、2003

年にロンドンのシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドにマルチ・アセット・デリバ

ティブ・ストラクチャラーとして入社し、2007年にアジアに異動した。

ソン・リ氏は、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメントのアジア・パシフィッ

ク地域の取締役兼ポートフォリオ・マネジメント部門の長である。シティグループ・ファースト・インベ

ストメント・マネジメントのアジア・パシフィック地域におけるリ氏の主な職務は、新規戦略および商品

開発ならびにシティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメントの様々なファンドが投資

しているポートフォリオの運用を日々監督することである。リ氏は、ウォール・ストリートおよびアジア

において18年以上の投資経験を有する。シティグループに入社する前は、ニューヨークおよび最近では香

港のアライアンス・バーンスタイン・アセット・マネジメントにおいて、少数の主力商品で1,600億米ド

ルにのぼる運用資産額を監督するブレンド・ソリューション・チームでシニア・ポートフォリオ・マネ

ジャーを務めた。アライアンス・バーンスタインに勤務する前は、ニューヨークのドイチェ・アセット・

マネジメントおよびシティ・グループ・アセット・マネジメントでポートフォリオ管理および研究に関

する様々な職務に携わっていた。

 

（４）【分配方針】

サブ・ファンドは、受益者に対して、分配を行わない方針である。

 

（５）【投資制限】

投資制限

管理会社は、直近の純資産価額の50パーセント以上を金融商品取引法に定義される「有価証券」（社

債、国債、コマーシャル・ペーパー、証券投資信託の受益証券およびミューチュアル・ファンドの投資証券
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など）（金融商品取引法第２条第２項後段の規定により有価証券とみなされる権利を除く。）およびかか

る有価証券に関連するデリバティブに対して投資する。

管理会社は、サブ・ファンドのために以下に掲げることを行わない。

（ａ）自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと

（ｂ）管理会社、または受益者以外の者の利益を図る目的で取引を行うこと

（ｃ）株式関連の有価証券を取得し、または株式投資を行うこと

（ｄ）空売りの結果、サブ・ファンドのために空売りされる有価証券の価額の総額が直近の純資産価額を

超える場合に、空売りを行うこと

（ｅ）（ⅰ）株式関連の有価証券に投資し、もしくは株式投資を行う契約型投資ファンド、または（ⅱ）

会社型投資ファンドに対して投資すること

（ｆ）サブ・ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投

資対象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、かかる取得の直後に直近の純資産価額の15

パーセントを超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することが

できない投資対象を取得すること

サブ・ファンドが保有する投資対象の価格の変動、再構成または合併、サブ・ファンドの資産からの支

払いまたは受益証券の買戻しなどの結果として上記の制限を超えた場合、管理会社は直ちに投資対象を売

却する義務はない。しかしながら、違反が確認された後、合理的な期間内に、上記の制限を遵守するために、

受益者の利益に配慮しつつ、合理的に実行可能な措置を講じるものとする。

借入れ

サブ・ファンドに関していかなる借入れも行われない。
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３【投資リスク】

（１）リスク要因

投資者は、受益証券の価値が上昇することもあれば下落する可能性があることを認識すべきである。サ

ブ・ファンドへの投資には重大なリスクが伴う。受益証券に流通市場が存在する可能性は低い。投資者は、

サブ・ファンドにおけるその投資の重大な一部または全部を損失する場合もある。従って、各投資者は、サ

ブ・ファンドへの投資のリスクに耐えることができるか否かを慎重に考慮すべきである。以下に掲げるリ

スク要因の記載は、サブ・ファンドへの投資に伴うリスクの完全な説明を意図するものではない。

流通市場の不在

受益証券に関して流通市場が形成されることは予定されない。従って、受益者は、後記「第一部　ファン

ド情報、第２　管理及び運営、２　買戻し手続等、（１）海外における買戻し」の項に定める手続および制限

に基づく買戻方法によってのみその受益証券を処分することができる場合もありうる。関連する買戻通知

の日付から関連する買戻日までの期間中にその受益証券の買戻しを請求する受益者によって保有される

受益証券に帰属する純資産価額の減少に関するリスクは、買戻しを請求する受益者が被る。

投資目的および取引リスク

サブ・ファンドの投資ポートフォリオが、いずれかの期間（とりわけ短期）において、元本の成長を達

成するとの保証はない。

投資者は、受益証券の価値が上昇することもあれば下落する可能性があることを認識すべきである。

サブ・ファンドへの投資には重大なリスクが伴う。管理会社は、潜在的な損失を最小限に抑えるよう企

図された戦略を実行する予定であるが、当該戦略が成功するとの保証はない。

受益証券１口当たり純資産価格

当初費用および固定費引当金は、払込日（当日を含まない。）から2011年12月16日までの期間を通じて

償却された。かかる償却の結果、受益証券１口当たり純資産価格は減少された。

純資産価額は、債券満期日または管理会社が「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、３　投資リ

スク、（１）リスク要因、本債券に対する投資、本債券は、本債券１口当たり0.01米ドルを下回る金額で早

期に償還される場合がある。」の項において記載される本債券が発行会社によって全額償還される日の後

に決定する債券満期日よりも早い日（以下「終了日」という。）において、終了日（当日を含む。）までに

発生した一切の固定費を計上した後の信託財産に残存する固定費引当金（もしあれば）に等しい金額

（以下「未使用引当金」という。）が増加される。かかる未使用引当金は、終了日の時点において発行済の

受益証券間で配分される。終了日よりも前に受益証券の買戻しを行った受益者は、かかる未使用引当金に

対する持分を受け取ることはなく、また仮にその保有する受益証券が終了日以後に買い戻されたとすれば

受益者が負担するであろう分よりも過度に高い比率の固定費引当金を負担する。

本債券の買呼値の上昇の結果として受益証券１口当たり純資産価格が上昇するとの保証は一切ない。同

様に、本債券の価額もしくは買呼値の上昇（または下落）の割合に相当する割合により受益証券１口当た

り純資産価格が上昇（または下落）するとの保証は一切ない。

外国為替レートの変動

サブ・ファンドの基準通貨が米ドルであるため、金融資産が米ドル以外の通貨で評価される投資者は、

外国為替相場の変動の影響を受ける。よって、ある受益者による受益証券の保有の価値は、米ドル建てによ

る受益証券１口当たり純資産価格が上昇した場合であっても、当該受益者の金融資産が評価される通貨へ

換算された際に下落することがある。

早期買戻し

受益証券１口当たり純資産価格は、サブ・ファンドの存続期間中において10米ドルを下回る場合があ

り、したがって、2014年１月10日より前に買い戻される受益証券の買戻価格は、10米ドルを下回る場合があ

る。さらに、2011年12月16日より前に行われる受益証券の買戻しについては、「第一部　ファンド情報、第２

　管理及び運営、２　買戻し手続等、（１）海外における買戻し」の項に定める臨時費用が課せられる。

政治および規制上のリスク

サブ・ファンドの資産の価額は、政治的不安、政府政策および課税の変更、外国投資および通貨の本国送

金の制限ならびに適用ある法律および規制における他の動向などの不確実性の影響を受ける場合がある。

信用リスク
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サブ・ファンドは、支払不能、破産またはその他の要因のいずれによるものかにかかわらず、本債券に関

する発行会社の義務の履行不能に関するリスクの影響を受ける。投資者は、金融およびビジネスに関する

事項についての知識および経験ならびに信用リスクを評価する専門的知見を有しなければならず、またシ

ティグループ・インクに関連する信用リスクを含む本債券に対する投資の長所、リスクおよび適合性を評

価する能力を持たなければならない。また、シティグループ・インクの知れている信用の質の悪化は、本債

券の市場価額に対して負の影響を与えることがある。

サブ・ファンドの実績の欠如

サブ・ファンドは、その投資プログラムを開始するところであり、運用歴または実績記録を有さない。管

理会社が運用する投資ファンドの過去の実績は、必ずしもサブ・ファンドの将来の結果を予示するもので

はない。

各投資家は、投資アドバイザー、銀行または証券会社から独立した投資助言を受けるべきである。

これらのリスク要因は、投資アドバイザーまたは投資家の銀行による独立した助言に代わるものではな

く、これらの助言はいかなる場合においても買付けの決定前に得るべきである。本書に含まれる情報は、投

資家の要件、投資目的、経験、知識および状況に合わせてなされる独立した助言に代わるべきものとはなり

得ないため、投資決定は、これらのリスク要因のみに依拠して行われるべきではない。

本債券に対する投資

本債券は、デリバティブを組み込んだ仕組み商品であり、サブ・ファンドによる本債券に対する投資は

リスクを伴う。投資リスクに関する以下の記載は、本債券に対する投資に関連するすべてのリスクを網羅

した説明を目的とするものではない。

本債券は、適合的な投資対象ではない場合がある。

本債券に対する投資は、以下のすべてを満たす投資者が適合する。

（ａ）本債券に対する投資の利点およびリスクを評価するため、金融および事業に関する事項について必

要な知識と経験を有している投資者

（ｂ）３年に及ぶ期間中、本債券に対する投資による経済的リスクを負担することができる投資者

（ｃ）自己の財務状態において、本債券に対する投資によるリスクを引受ける用意のある投資者

投資予定者は、各自の固有の状況において、本債券に対する投資が適切なものか否かを判断しなければ

ならず、また本債券に対する投資の結果を判断するため各自の法律、ビジネスおよび税務に関する専門家

と相談すべきである。
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債券満期日より前の本債券の評価

本債券の価額およびその価格においてシティグループ証券株式会社が本債券を買付ける用意のある対

応する買呼値は、各投資先通貨の米ドルに対する為替相場および米ドル金利を含む（ただし、これらに限

られない。）数多くの考慮要素に基づく。

本債券の価額は、投資先通貨の価値や、償還金額の算定には明示的に用いられていない要素（例として、

米ドル金利）を含む数多くの要素により変動が激しくなることがある。これら様々な要素の相互作用によ

り、本債券の価額は、予測困難な態様で変動することがある。さらに、１つの要素の変化が持つ本債券に対

する正の効果が他の要素の変化による負の効果によって減殺されることがある。

債券満期日より前において、本債券の価額または本債券の買呼値がいずれかの時点において、（ⅰ）米

ドルに対するオーストラリア・ドル、ブラジル・レアル、インドネシア・ルピアおよび南アフリカ・ラン

ドの為替相場による均等に加重された正の増加（もしあれば）の連動率を乗じた実勢増加割合に等しい

割合により、本債券の元本金額を上回り、または（ⅱ）当該為替相場による均等に加重された正のリター

ン（もしあれば）の上昇（または下落）に伴って上昇（または下落）するとの保証はない。

最終条件決定日において、本債券は、本債券１口当たり0.01米ドルを上回る償還ができない場合がある。

最終条件決定日において、米ドルに対するオーストラリア・ドル、ブラジル・レアル、インドネシア・ル

ピアおよび南アフリカ・ランドの為替相場のいずれもが当初条件決定日時点におけるそれぞれの価額と

比較して上回ることができなかった場合、たとえ本債券の期間中においてこれらの為替相場いずれかまた

はそのすべてが当初条件決定日時点におけるそれぞれの価額と比較して上回ったとしても、債券満期日に

おいて支払われる金額は0.01米ドルに留まる。

本債券のリターンは、同等の信用および満期を有する標準的な債務証券のリターンを下回る場合がある。

本債券の満期時の支払いは、市況に応じて変動する投資先の為替相場に連動する。その結果、本債券の実

効利回りは、類似の信用格付を有し、満期を同じくする通常の固定利付債務証券について支払われる実効

利回りを下回る場合がある。

本債券の売却により実現される金額は、本債券１口当たり0.01米ドルを下回る場合がある。

管理会社が、受益証券の買戻しの資金を調達する目的で、債券満期日前に本債券を売却する場合、当該売

却により受領される金額は本債券１口当たり0.01米ドルを下回る場合がある。とりわけ、その他のすべて

の状況が一定であるとの前提の上で、特定の要因の変動による本債券の市場価格に及ぼすべき影響として

管理会社が予測している事項が以下の項目において記載されている。

投資先通貨の為替相場

他の一切の条件が同じである場合、各投資先通貨に対する米ドルの上昇の結果、本債券の価額が下落す

ることになる可能性がある。

金利

管理会社は、本債券の市場価格が米ドルの金利の変動により影響を受けると予測している。他の一切の

条件が同一である場合において、関連する米ドルの金利が上昇すると、本債券の価額は下落する。米ドルお

よび／またはある投資先通貨の金利は、米ドルに対する投資先通貨の為替相場にも影響を及ぼすことがあ

り、それが（上記の理由のため）本債券の価額にも影響を及ぼす可能性がある。

米ドルの関連する金利の上昇等の上記のいずれかの要因による影響が、米ドルに対するある投資先通貨

の上昇等他の要因による本債券の価額における変動の一部またはすべてを相殺する場合があることを理

解することは重要である。

外国為替相場に影響する要因

投資者は、投資先通貨の為替相場および外国為替相場一般について精通しているべきである。投資者は、

とりわけ世界的および地域的な経済、金融および政治の動向が投資先通貨の為替相場に重大な影響を及ぼ

し得ることを理解するべきである。

本債券は、本債券１口当たり0.01米ドルを下回る金額で早期に償還される場合がある。

本債券は、以下の二つの状況において早期償還の対象となる。

（ａ）課税上の理由または違法性による早期償還

（ｂ）債務不履行事由
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これらの状況において、本債券は当初の投資全額の返還を行わない場合がある。本債券がこのように早

期償還される場合、発行会社は、各本債券の保有者に対して、各本債券に関して、計算代理人によって算定

されるところにより、当該本債券の公正な市場価格に等しい金額から発行会社および／またはその関係会

社の投資対象となっている関連するヘッジ取引の手仕舞いに係る比例経費を控除した金額を支払う。投資

者に返還される金額がサブ・ファンドによる関連する本債券への当初の投資以上になるとの保証はない。

本債券は、流動性に欠ける投資対象であり、本債券を債券満期日まで保有する用意のある投資者のみにし

か適合しない。受益証券の買戻代金の支払いは、本債券の買付けのための約束を履行するシティグループ

証券株式会社に依拠することがある。

本書において開示されているものを除き、本債券の流通市場の存在について、表明は一切行われていな

い。シティグループ証券株式会社は、各営業日において、買呼値（関連する時点における本債券の市場価額

に基づき、シティグループ証券株式会社が本債券を買付ける用意のある買付価格）を提示することにより

本債券の流通市場を形成するために合理的な努力をすることを約している。本債券に関して他には買い手

がいない場合もある。提示される買呼値（もしあれば）は、本債券の残存期間および元本金額の残高、外国

為替相場、金利ならびに信用スプレッドを含む（ただし、これらに限られない。）多くの要因により影響を

受ける。

本債券は、利益相反の対象となる。

本債券は、シティグループ証券株式会社が本債券について計算代理人として行為し、また、かかるサービ

スおよび本債券に関連して提供するその他のサービスに対する報酬を受領するという事実を含む（ただ

し、これらに限られない。）利益相反の対象となる。

計算代理人の裁量

計算代理人は、本債券の要項に定める計算を実行することおよび本債券に係る一定の決定を行うことに

つき単独かつ絶対的な裁量を有する。計算代理人は、誠実に行為するという一般的な業務を負ってはいる

が、本債券の要項においては計算代理人に対して本債券の投資者の最良の利益を考慮して行為することに

ついて何らの明示的な契約上の義務も課してはおらず、投資者は、計算代理人によりなされる決定が本債

券の財務上のリターンに対して予期しない悪影響を及ぼすおそれがあることを認識すべきである。計算代

理人によって行使されたかかる裁量またはこれによって行われた計算は、（明白な誤りがない限り）発行

会社および本債券の投資者に対して拘束力を有する。

本債券の要項の概要

本書に記載される本債券の要項の概要は、概要に過ぎない。本書に記載される本債券の要項の概要と、本

債券の要項との間に相違がある場合、本債券の要項が優先する。

以上のリスク要因の記載は、サブ・ファンドへの投資に伴うリスクの完全な説明を意図するものではな

い。投資予定者は、サブ・ファンドへの投資を行うか否かを決定する前に、本書をすべて読了すべきであ

る。
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（２）リスクに対する管理体制

リスク管理、投資運用の査定および法務管理

管理会社は、定期的にサブ・ファンドのポートフォリオのリスク要因を討論し、サブ・ファンドが過度

なリスクにさらされていないかを検討するためにポートフォリオを検討する委員会を開催する。サブ・

ファンドの投資哲学および投資方針に関する事項は、サブ・ファンドの投資運用に関する目論見書の他の

一切の関連する事項とともに、管理会社およびサブ・ファンドの管理事務代行会社であるＳＭＢＣ日興ル

クセンブルク銀行株式会社によって常に監視され、かつ統制されている。

 

リスクの管理体制

サブ・ファンドに固有のリスクは、管理会社の取締役会によって管理される。とりわけサブ・ファンド

の唯一の投資対象である本債券の発行会社の財政状態については、本債券の発行会社であるシティグルー

プ・インクに関し公表され入手可能な情報（財務書類および年次報告書、プレス・リリースおよびメディ

アで報道されるニュースならびに各種機関によって公表されるアナリスト・リポートを含むがこれに限

定されない。）に基づき定期的に精査される。

規制および投資制限の遵守はまた、管理事務代行契約に基づきサブ・ファンドに対して一般的な管理事

務（会計および評価サービスならびに年次報告書および半期報告書の作成を含む。）を提供する管理事務

代行会社の協力を得て、管理会社の取締役会によって監督される。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

①　海外における申込手数料

該当事項なし。

②　日本国内における申込手数料

各投資者からの申込金額に加えて、販売会社は、各投資者から受領する申込金額に基づき、各投資者か

ら受領する当該申込金額に対する2.10パーセント（税抜2.00パーセント）の割合による申込手数料を

徴収する。

（注）管理会社と販売会社が随時合意することによりこれと異なる取り決めを行うことができる。

 

（２）【買戻し手数料】

①　海外における買戻手数料

払込日後から最初の買戻日（2011年12月16日）前までに到来する債券買取日であるいずれかの日に

おいて行われる受益証券の買戻しについては、管理会社によって誠実に計算される臨時費用が課せられ

る。ただし、かかる臨時費用は、買い戻される各受益証券の１口当たり申込価格の２パーセントを超えて

はならず、当該費用は、関連する受益証券に係る未償却の当初費用の比例按分分を計上するために用い

られる。

本書の日付現在、日本の消費税は、臨時費用には課されない。

 

②　日本国内における買戻手数料

払込日後から最初の買戻日（2011年12月16日）前までに到来する債券買取日であるいずれかの日に

おいて行われる受益証券の買戻しについては、管理会社によって誠実に計算される臨時費用が課せられ

る。ただし、かかる臨時費用は、買い戻される各受益証券の１口当たり申込価格の２パーセントを超えて

はならず、当該費用は、関連する受益証券に係る未償却の当初費用の比例按分分を計上するために用い

られる。

本書の日付現在、日本の消費税は、臨時費用には課されない。

 

（３）【管理報酬等】

①　受託会社の報酬

受託会社は、サブ・ファンドの信託財産から、払込日（当日を含まない。）から償還日（当日を含まな

い。）までの期間中、年額１万米ドルの受託報酬を受領する権利を有し、毎四半期に後払いで支払われ

る。

平成24年10月31日に終了した会計年度中の上記受託会社報酬は、3,858.29米ドルであった。

②　サブ・ファンド特別報酬および管理会社の報酬

管理会社は、10米ドルに債券満期日または「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、３　投資リ

スク、（１）リスク要因、本債券に対する投資、本債券は、本債券１口当たり0.01米ドルを下回る金額で

早期に償還される場合がある。」の項において記載される本債券が発行会社によって全額償還されるこ

れよりも早い日（いずれか早い方）までのサブ・ファンドの存続期間中の各暦日における発行済受益

証券の口数を乗じた積の払込日（当日を含まない。）から債券満期日（当日を含まない。）まで年率

0.67パーセントに相当する金額の報酬をサブ・ファンドから受領することができる（以下「サブ・

ファンド特別報酬」という。）。

平成24年10月31日に終了した会計年度中の上記サブ・ファンド特別報酬はなかった。

管理会社は、サブ・ファンド特別報酬から、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または「第一

部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、３　投資リスク、（１）リスク要因、本債券に対する投資、本債

券は、本債券１口当たり0.01米ドルを下回る金額で早期に償還される場合がある。」の項において記載

される本債券が発行会社によって全額償還されるこれよりも早い日（いずれか早い方）（当日を含ま

ない。）までの期間中、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われる、10米ドルに発行済受益証券の口

数を乗じた合計金額に対する年率0.3パーセントの料率による管理会社報酬を留保する権利を有する。
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平成24年10月31日に終了した会計年度中の上記管理会社報酬は、131,289.32米ドルであった。

管理会社が受領するサブ・ファンド特別報酬の残額は、サブ・ファンドが負担し、またはサブ・ファ

ンドのために負担される以下に記載の報酬および費用に充当するため用いられる。

③　管理事務代行会社の報酬

管理事務代行会社は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または「第一部　ファンド情報、第

１　ファンドの状況、３　投資リスク、（１）リスク要因、本債券に対する投資、本債券は、本債券１口当た

り0.01米ドルを下回る金額で早期に償還される場合がある。」の項において記載される本債券が発行会

社によって全額償還されるこれよりも早い日（いずれか早い方）（当日を含まない。）までの期間中、

毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われる、10米ドルに発行済受益証券の口数を乗じた合計金額に

対する年率0.09パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有する。管理事務代行会社の報酬は、管

理会社に対して支払われるサブ・ファンド特別報酬から支払われる。

平成24年10月31日に終了した会計年度中の上記管理事務代行会社の報酬は、39,384.10米ドルであっ

た。

④　保管会社の報酬

保管会社は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または「第一部　ファンド情報、第１　ファン

ドの状況、３　投資リスク、（１）リスク要因、本債券に対する投資、本債券は、本債券１口当たり0.01米

ドルを下回る金額で早期に償還される場合がある。」の項において記載される本債券が発行会社によっ

て全額償還されるこれよりも早い日（いずれか早い方）（当日を含まない。）までの期間中、毎日計算

され、発生し、毎月後払いで支払われる、10米ドルに発行済受益証券の口数を乗じた合計金額に対する年

率0.01パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有する。保管会社の報酬は、管理会社に対して支

払われるサブ・ファンド特別報酬から支払われる。

平成24年10月31日に終了した会計年度中の上記保管会社の報酬は、4,376.46米ドルであった。

⑤　代行協会員の報酬

代行協会員は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または「第一部　ファンド情報、第１　ファ

ンドの状況、３　投資リスク、（１）リスク要因、本債券に対する投資、本債券は、本債券１口当たり0.01

米ドルを下回る金額で早期に償還される場合がある。」の項において記載される本債券が発行会社に

よって全額償還されるこれよりも早い日（いずれか早い方）（当日を含まない。）までの期間中、毎日

計算され、発生し、毎月後払いで支払われる、10米ドルに発行済受益証券の口数を乗じた合計金額に対す

る年率0.03パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有する。代行協会員の報酬は、管理会社に対

して支払われるサブ・ファンド特別報酬から支払われる。

平成24年10月31日に終了した会計年度中の上記代行協会員の報酬は、13,129.38米ドルであった。

⑥　販売会社の報酬

販売会社は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または「第一部　ファンド情報、第１　ファン

ドの状況、３　投資リスク、（１）リスク要因、本債券に対する投資、本債券は、本債券１口当たり0.01米

ドルを下回る金額で早期に償還される場合がある。」の項において記載される本債券が発行会社によっ

て全額償還されるこれよりも早い日（いずれか早い方）（当日を含まない。）までの期間中、毎日計算

され、発生し、毎月後払いで支払われる、10米ドルに発行済受益証券の口数を乗じた合計金額に対する年

率0.24パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有する。販売会社の報酬は、管理会社に対して支

払われるサブ・ファンド特別報酬から支払われる。

平成24年10月31日に終了した会計年度中の上記販売会社の報酬は、105,031.54米ドルであった。

 

（４）【その他の手数料等】

①　設立費用

サブ・ファンドの設立および受益証券の募集に関する経費および費用（以下「当初費用」という。）

は、９万米ドルであり、これは2011年12月16日までに費用計上された。サブ・ファンドの継続的な運営に

関連する知れている将来の反復する固定費のための引当金（以下「固定費引当金」という。）も2011年

12月16日までにかかる経費を計上するために計上され、かかる経費は発生するごとに支払われた。かか

る固定費引当金では上記の反復する固定費のすべてをまかなうのに不十分な場合に限り、管理会社は不
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足額を支払う。サブ・ファンドが2014年１月10日以前に終了した場合、純資産価額は、未使用引当金（も

しあれば）の金額が調整され、かつ増額される。

②　その他の費用

受託会社は、関連するサブ・ファンドの信託財産からのみ、受託会社、管理会社またはその他により負

担される、以下のいずれか（またはすべて）を含むがこれらに限定されない当該サブ・ファンドの設

立、運用、管理および維持に関するすべての費用を支払い、またはその支払いを確保することができる。

（ａ）当該サブ・ファンドの設立、登録または存続に関して受託会社または管理会社が負担するすべて

の正当な経費および費用、（ｂ）すべての合理的な法律、監査、会計および税務費用ならびに当該サブ・

ファンドに関して提供されたサービスに関するすべてのその他の専門家およびその他の手数料、（ｃ）

受託会社および／または管理会社と当該サブ・ファンドの受益者との関係より発生するすべての経費

および費用（当該サブ・ファンドの受益証券の名義書換ならびに当該サブ・ファンドの受益者に対す

る通達および通知を含むがこれに限定されない。）ならびに受託会社および／または管理会社と第三者

との関係より発生するすべての経費および費用、（ｄ）当該サブ・ファンドに関する年次報告書および

半期の未監査報告書ならびにそれに添付される報告書または文書ならびに受託会社または管理会社が

当該サブ・ファンドの受益者に対して行うその他の通信の作成、印刷および郵送またはその他発送にお

いて正当に発生しまたこれに付帯するすべての合理的な費用、（ｅ）英文目論見書または当該サブ・

ファンドの受益証券の公募に関する英文目論見書の関連する補遺または当該サブ・ファンドに関する

情報を投資予定者に提供する内容説明書または類似文書の作成および印刷において発生する経費、

（ｆ）当該サブ・ファンドの純資産価額の計算および詳細の提供に関する費用、（ｇ）受益者集会の招

集および開催において発生するすべての費用、（ｈ）ファンドもしくは当該サブ・ファンドまたは当該

サブ・ファンドのいずれかの投資対象に対する権原証書の安全な保管に関する追補信託証書、契約書ま

たはその他の文書に関して、またはこれらの作成において発生するすべての費用、（ｉ）当該サブ・

ファンドに関する預金または貸付におけるもしくはこれに付帯するあらゆる性質のすべての合理的な

費用、（ｊ）当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の取得または換金に関して支払うべき印紙およ

びその他の課徴金、税金、政府の課税、仲介手数料、譲渡手数料、登録料ならびにその他の手数料、（ｋ）

当該サブ・ファンドまたはその代理人によるすべての借入に係る利息ならびに当該借入の手配に関す

るまたこれより発生する手数料および費用、（ｌ）当該サブ・ファンドがいずれかの法域の政府もしく

はその他の当局またはその機関に対して支払うべきすべての税金および法人手数料、（ｍ）宣伝または

広告費用（もしあれば）、（ｎ）郵便、電話およびファックスに係る経費ならびにその他のすべての運

営費用、（ｏ）当該サブ・ファンドの運営、管理または宣伝に関して選任されたサービス提供者（管理

事務代行会社、保管会社または販売会社を含むがこれらに限られない。）に対して受託会社または管理

会社のいずれかが支払義務を負うすべてのもしくはいずれかの報酬、経費または費用、（ｐ）当該サブ

・ファンドの投資対象の取得、保有および／または処分に関して発生する債務、経費および費用（手数

料、謝礼、運用コンサルタントの報酬または類似の支払いを含むがこれらに限られない。）、（ｑ）当該

サブ・ファンドの通常業務および／または運用一般に関して発生する債務、経費および費用、（ｒ）関

連する信託財産の清算においてもしくはこれに関してまたはその他当該サブ・ファンドの終了におい

て発生する債務、経費および費用、および（ｓ）受託会社または管理会社が信託証書に基づくそれぞれ

の義務に関してトラストに関して正当に負担するいずれかの支出または立替費用。特定のサブ・ファン

ドのみに帰属するものではないと管理会社が判断するいずれかの上記の費用は、通常、各サブ・ファン

ドの当該時の純資産価額に基づきまたは管理会社が随時特定の場合に決定するその他の基準において

サブ・ファンドの信託財産間で配分される。

平成24年10月31日に終了した会計年度中の上記①および②に記載された費用、経費、手数料、報酬の合

計は、39,017.38米ドルであった。

（注）サブ・ファンドは、その継続運用に関連して、サブ・ファンドの存続期間にわたって将来経常的に発生することが

判明している固定費に対する引当金を計上した。毎日の純資産価額の計算上、管理事務代行会社は、これらの費用

を計上している。また、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠し、これらの費用は財務書

類上に表示される純資産価額から除外されている。また、上記の報酬額は、正式に公表された純資産価額に基づき

計算されている。管理事務代行会社によって報告された純資産価額と財務書類上の純資産価額との調整は、純資産
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計算書に含まれている。従って、上記「(3）管理報酬等」および「(4）その他の手数料等」に記載される報酬額

は、財務書類の数値とは一致していない。

 

（５）【課税上の取扱い】

　投資者は、適用ある法域の関連の法律に基づく受益証券の取得、保有、買戻しの請求、譲渡または売却が当

該投資者に与える効果（税務上および規制上の効果ならびに為替管理規制を含む。）に関して、各自の専

門家の顧問と相談すべきである。投資者に対する当該効果（適用可能性を含む。）および税金控除の金額

は、投資者の国籍、住所、本籍または設立を有する国の法律および慣行ならびに各自の個人的な状況によっ

て異なる。

　ケイマン諸島の課税に関する以下の記載は、本書の日付の時点においてケイマン諸島で有効な法律およ

び慣行に関して管理会社が受けた助言に基づくものである。投資者は、課税の水準および基準が変動する

場合があり、また税金控除の金額が納税者の個人的な状況に依拠する旨を認識すべきである。

（Ａ）日本

　平成25年２月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

Ⅰ　サブ・ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合

(1)　サブ・ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。

(2)　日本の個人受益者が支払いを受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本

相当額との差益を含む。)については、源泉分離課税となり、20.315％(所得税15.315％、住民税

５％)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、課税関係は終了する（平成50年１月１日以後は

20％(所得税15％、住民税５％)の税率となる。）。この場合支払調書は提出されない。

(3)　日本の法人受益者が支払いを受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本

相当額との差益を含む。)については、20.315％(所得税15.315％、住民税５％)の税率による源泉徴

収が日本国内で行われ、一定の場合支払調書が税務署長に提出される（平成50年１月１日以後は

20％(所得税15％、住民税５％)の税率となる。）。なお、益金不算入の適用は認められない。

(4)　受益証券の売買および買戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様に取り

扱われ、個人の受益者の売買益については課税されない。

(注)　日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしく

は恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切

ない。

Ⅱ　サブ・ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合

(1)　受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。

(2)　サブ・ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。

(3)　日本の個人受益者についてのサブ・ファンドの分配金は、上場株式等（租税特別措置法に定める

上場株式等をいう。以下同じ。）に係る配当課税の対象とされ、10.147％(所得税7.147％、住民税

３％)の税率による源泉徴収が行われる（平成26年１月１日以後は20.315％(所得税15.315％、住

民税５％)、平成50年１月１日以後は20％(所得税15％、住民税５％)の税率となる。）。

　日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることが

できるが（申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。）、確定申告不要

を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。

　申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたサブ・ファンドの分配金に

ついて、上場株式等の譲渡損失（繰越損失を含む。）との損益通算が可能である。

(4)　日本の法人受益者については、サブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当

額との差益を含む。)に対して、所得税のみ7.147％の税率による源泉徴収が行われる(平成26年１

月１日以後は15.315％、平成50年１月１日以後は15％の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は

認められない。

(5)　日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課

税の対象とされ、受益証券の譲渡損益（譲渡価額から取得価額等を控除した金額（邦貨換算額）

をいう。以下同じ。）に対して、源泉徴収選択口座において、10.147％(所得税7.147％、住民税３％)
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の税率による源泉徴収が行われる（平成26年１月１日以後は20.315％(所得税15.315％、住民税

５％)、平成50年１月１日以後は20％（所得税15％、住民税5％）の税率となる。）。受益証券の譲渡

損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税の対象となり、その場合の税率は源泉徴収税率と

同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。

　譲渡損益は、他の株式等の譲渡損益（上場株式等以外との損益通算については、受益証券の譲渡

損益につき確定申告を行った場合に限る。）および上場株式等の配当所得（受益証券の譲渡損益

につき確定申告を行った場合または源泉徴収選択口座に受け入れたサブ・ファンドの分配金に限

る。）との損益通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降３年間の繰越も

可能である。

(6)　サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱いとなる。

(7)　日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、

支払調書が税務署長に提出される。

(注)　日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしく

は恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切

ない。

Ⅲ　平成25年２月末日現在では、サブ・ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われ

る。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。

Ⅳ　税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。

　税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。

 

（Ｂ）ケイマン諸島

　現行法に基づいて、ケイマン諸島政府はトラスト、サブ・ファンドまたは受益者に対して所得税、法人

税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を賦課しない。またケイマン諸島が

当事者となっているトラストに関する支払いに適用されるいかなる国との間の二重課税防止条約はな

い。本書の日付の時点において、ケイマン諸島には為替管理が存在しない。

　トラストは、信託法第81条に従って、ケイマン諸島総督より保証書を受領している。かかる保証書には、

トラストの設定の日付から向こう50年間にケイマン諸島でその後制定された所得、資本資産、資本利得

またはキャピタル・ゲインに租税を課す法律および相続税的な性格を有する租税を課す法律は、トラス

トを構成する資産もしくはトラストに帰因する所得、またはかかる資産もしくは所得に関連して受益会

社または受益者には適用されないことが明記されている。ケイマン諸島において、受益証券の譲渡また

は買戻しに印紙税は課されない。

 

（Ｃ）香港

　管理会社の活動を理由としてトラストが香港において恒久的施設を有するとみなされる場合がある

が、トラストが営業地を香港に置くことは想定されていない。かかる事実により、トラストがケイマン諸

島の法律に基づき、同法に準拠して設定されるにもかかわらず香港歳入庁によって香港の収益税の課税

対象に該当するとはみなされない旨の保証が付与されているとはいうことができない。香港の収益税の

潜在的負担を最小化する方法により、トラストの活動が実行され、および管理されることが想定されて

いる。

　香港は、（ａ）香港に源泉を有し、および（ｂ）香港において実行された取引、事業または職務に帰せ

られる収益に対して、16.5パーセントの固定税率による収益税を課す。投資対象の売却により生じた

キャピタル・ゲインは、原則として香港の課税目的において収益とはみなされず、それゆえ香港の課税

の対象とはならない。しかしながら、単純な投資活動とは対照的に、香港において実行される取引活動に

よって生じたとみなされる収益は、潜在的に香港の収益税の課税対象となる。

　歳入（オフショア・ファンドについての収益税免除）規則（以下「規則」という。）は、2006年３月10

日に発効した。規則に基づき、トラストは、規則に基づく特定の要件を満たすことを条件として、一定の

取引に関する潜在的な収益税の義務を免除されることになる。
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（Ｄ）米国の課税

　受益証券を買付けることにより、各投資者は、各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人では

ないことおよび各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人に対して受益証券を譲渡しないこ

とを表明する。
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５【運用状況】

（１）【投資状況】

資産別および地域別の投資状況

  （平成25年２月末日現在）

資産の種類 国名
時価合計
（米ドル）

投資比率
（％）

ミディアム・ターム・ノート アメリカ合衆国 41,829,048.3099.62

現金・その他の資産（負債控除後） 161,629.010.38

合計
（純資産総額）

41,990,677.31
（約3,885百万円）

100.00

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

（注２）サブ・ファンドは、その継続運用に関連して、サブ・ファンドの存続期間にわたって将来経常的に発生することが判明

している固定費に対する引当金を計上した。毎日の純資産価額の計算上、管理事務代行会社は、これらの費用を計上して

いる。また、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠し、これらの費用は財務書類上に表示される

純資産価額から除外されている。管理事務代行会社によって報告された純資産価額と財務書類上の純資産価額との調整

は、純資産計算書に含まれている。従って、本「５　運用状況」に記載される純資産総額および１口当たり純資産価格は、

財務書類の数値とは一致していない。

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

       （平成25年２月末日現在）

順
位

銘柄 発行地 種類
利率
（％）

償還日
簿価

（米ドル）
額面

（米ドル）
時価

（米ドル）

投資
比率
（％）

１
CITIGROUP FD
INC FX LKD
10DEC13 S13

アメリカ
合衆国

ミディア
ム・ター
ム・ノー
ト

0.672013/12/1042,318,213.2642,621,814.0441,829,048.3099.62

 

②【投資不動産物件】

該当事項なし（平成25年２月末日現在）。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項なし（平成25年２月末日現在）。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記会計年度末および平成25年２月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、次の通りであ

る。

 純資産総額 １口当たり純資産価格

 （米ドル） （百万円） （米ドル） （円）

第１会計年度末
（平成23年10月末日）

43,809,172.614,053 9.84 910

第２会計年度末
（平成24年10月末日）

42,486,136.083,930 9.78 905 

平成24年３月末日 42,265,327.733,910 9.64 892

４月末日 42,030,508.483,888 9.61 889

５月末日 41,774,025.153,865 9.55 883

６月末日 41,965,105.403,882 9.60 888

７月末日 42,287,898.823,912 9.68 895

８月末日 42,231,444.623,907 9.68 895

９月末日 42,607,016.623,942 9.78 905

10月末日 42,486,136.083,930 9.78 905

11月末日 42,154,998.803,900 9.77 904

12月末日 42,217,614.073,906 9.80 907

平成25年１月末日 42,058,216.463,891 9.79 906

２月末日 41,990,677.313,885 9.81 908

 

②【分配の推移】

該当事項なし。

 

③【収益率の推移】

計算期間 収益率
（注）

第１会計年度 －1.60％

第２会計年度 －0.61％

（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ

ａ＝各会計年度末現在の１口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金（税引き前）の合計額を加えた額）

ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配落の額）（第１会計年度の場合、当初発行価格であ

る10米ドル）
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（４）【販売及び買戻しの実績】

下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は以下

のとおりである。

 販売口数 買戻口数 発行済口数

第１会計年度
4,451,720.966
（4,451,720.966）

（0.000）
4,451,720.966
（4,451,720.966）

第２会計年度
0
（0）

108,690.622
（108,690.622）

4,343,030.344
（4,343,030.344）

（注１）（　）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。

（注２）上記「（４）販売及び買戻しの実績」における第２会計年度の買戻口数および発行済口数の数値は財務書類と異なる。

財務書類の基準時点が平成24年10月31日であるのに対し、上記数値の基準時点は平成24年10月26日であるためである。
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第２【管理及び運営】

 

１【申込（販売）手続等】

（１）海外における販売

受益証券の当初募集後、追加募集は行われない。

受益証券の様式

すべての受益証券は、記名式受益証券である。受益者の権原は、受益証券の券面ではなく、受益者名簿へ

の記載により証明される。

 

（２）日本における販売

日本においては、平成22年10月19日付有価証券届出書「第一部　証券情報、（７）申込期間」に記載され

る申込期間中の日本における営業日に、同「第一部　証券情報」に従い、受益証券の申込みが行われた。そ

の後、申込みの取扱いは行われない。

 

２【買戻し手続等】

（１）海外における買戻し

以下に定めるところに従い、受益証券は、各買戻日において受益者の任意により買い戻されることがで

きる。

疑義を避けるため付言すると、受益証券は、受益者の任意により2011年12月16日より前に買い戻される

ことはない。

受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済の買戻通知または管理事務代行会社が随時決定するその

他の通知を、関連する買戻日に関する買戻申込日の午後６時（東京時間）までに管理事務代行会社によっ

て受領されるように送付しなければならない。最後の買戻申込日は、最後の買戻日（2014年１月９日以前

の最後の営業日となる。）の３営業日前となる。

原則として、受益者は、各買戻日においてのみその受益証券の買戻しを請求することができるが、受益証

券の買戻しは、当該受益証券の関連する受益者または実質保有者に関して以下に掲げるいずれかの事由が

発生した場合、債券買取日であるいずれかの日において認められる場合がある。

（ａ）当該受益者または実質保有者の死亡

（ｂ）当該受益者または実質保有者の資産の重大な一部が自然災害または不可抗力により損失した場合

（ｃ）当該受益者または実質保有者について破産手続が開始された場合

（ｄ）当該受益者または実質保有者が疾病により生計を維持できない場合

（ｅ）上記（ａ）から（ｄ）に定める事由に類似すると管理会社が判断するその他の事由（火災、事故ま

たは失業等）が発生した場合

（ｆ）当該受益者または実質保有者が法人または機関である場合に、重大な事由（破産、クレジット・デ

フォルトまたは類似の事由など）が発生したと管理会社が判断した場合

払込日後から最初の買戻日（2011年12月16日）前までに到来する債券買取日であるいずれかの日にお

いて行われる受益証券の買戻しについては、管理会社によって誠実に計算される臨時費用が課せられる。

ただし、かかる臨時費用は、買い戻される各受益証券の１口当たり申込価格の２パーセントを超えてはな

らず、当該費用は、関連する受益証券に係る未償却の当初費用の比例按分分を計上するために用いられる。

いずれの受益者も、管理会社または管理事務代行会社が別段に同意しない限り、一旦提出した買戻通知

を撤回することはできない。

受益者がいずれかの買戻日に買い戻すことのできる受益証券の最小口数は、１口以上1,000分の１口単

位である。ただし、受益者が保有する受益証券の総計が１口に満たない場合、保有者はその全部を買戻しに

供することができる。

受託会社、管理会社または管理事務代行会社は、その絶対的な裁量において、いずれかの受益者に対する

買戻代金の支払いによって、関連する法域においていずれかの者がマネー・ロンダリング防止に関する法

律に抵触または違反する結果となる疑いがあると判断しもしくはその旨の助言を受けた場合、またはかか
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る支払いの拒絶が、受託会社、管理会社または管理事務代行会社による関連する法域のマネー・ロンダリ

ング防止に関する法律の遵守を確保するのに必要である場合、当該受益者に対する買戻しの支払いを拒絶

することができる。

買戻価格

買戻しが行われるいずれかの受益証券の受益証券１口当たりの買戻価格は、関連する買戻日における受

益証券１口当たり純資産価格から上記の臨時費用を控除した金額とする。

本書の日付現在、日本の消費税は、臨時費用には課されない。

決済

管理事務代行会社は、適用ある本債券の売却代金が受領されることを条件として、通常、買戻代金（送金

費用の控除後）を、関連する買戻日から４営業日以内に基準通貨により受益者の指図に応じて電信送金す

る。受託会社または管理会社のいずれも、かかる手続に従った結果として発生する損失につき責任を負わ

ない。買戻代金は、関連する買戻日から実際の支払いまでの期間に関して利息を付されない。

一時停止

受託会社は、管理会社と協議の上、「第一部　ファンド情報、第２　管理及び運営、３　資産管理等の概要、

（１）資産の評価、（ロ）純資産価額の算定の一時停止」の項に記載される一定の状況において、受益証

券の買戻しを停止することができる。いずれの受益証券も、かかる停止期間中に買い戻されることはない。

強制買戻しおよび譲渡

受託会社は、いつでも影響を受ける受益者に対して事前の書面による通知を行うことにより、適用ある

買戻価格（送金費用の控除後）により、関連する買戻日において、当該受益者によって保有されるすべて

のまたはいずれかの受益証券を買い戻すことができる。かかる強制買戻しは、以下に掲げる状況において

行われることができる。

（ａ）受益証券が、直接または実質的に以下の者によって所有されていると受託会社もしくは管理会社が

認識し、またはそのように認識することについて理由がある場合。

（ｉ）いずれかの国、政府、司法または財務当局の法律、規制または法的拘束力を有する要件に違反する

者

（ⅱ）関連するサブ・ファンドについて適格投資家でない者、または関連するサブ・ファンドに関する

適格投資家でない者の利益のために受益証券を取得した者

（ⅲ）受託会社または管理会社の意見において関連するサブ・ファンドの信託財産、受託会社または管

理会社が本来であれば負うはずのない納税責任を負い、または法律上、金銭上、規制上もしくは重

大な運営上、結果的に不利益を被ることになると受託会社または管理会社が判断する状況下にあ

る者

（ｂ）受益証券が、受益者に対して、前記「第一部　ファンド情報、第４　外国投資信託受益証券事務の概

要、（ハ）受益者に対する特典、譲渡制限」の項に要約される信託証書の適用ある規定に違反して

譲渡された場合。
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（２）日本における買戻し

「買戻日」とは、（ⅰ）2011年12月16日（当日を含む。）から2013年11月22日（当日を含む。）までの毎

金曜日（かかる日が債券買取日ではない場合、買戻日は債券買取日である直後の日となる。）および

（ⅱ）債券満期日（当日を含む。）から2014年１月９日（当日を含む。）までの各営業日をいう。

受益証券は、以下に定める手続に従って、各買戻日に、かかる買戻日現在の受益証券１口当たり純資産価

格で買い戻すことができる（2011年12月16日より前に受益証券を買い戻す場合、前記「（１）海外におけ

る買戻し、買戻価格」の項に記載の臨時費用が控除される。）。

受益者がいずれかの買戻日に買い戻すことのできる受益証券の最小口数は、１口以上1,000分の１口単

位である。ただし、受益者が保有する受益証券の総計が１口に満たない場合、保有者はその全部を買戻しに

供することができる。

日本の受益者は、関連する買戻日の３営業日前（買戻申込期限）の午後３時（東京時間）まで（半日営

業日の場合は午前11時（東京時間）まで）に販売会社に通知を行うことにより、受益証券の買戻しを請求

することができる。買戻請求は当該買戻申込日の午後６時（東京時間）までに管理事務代行会社に申込ま

なければならない。

販売会社が買戻しの注文を確認した日を日本における約定日といい、通常、買戻日の翌々営業日である。

日本の投資者に対する買戻代金の支払いは、通常、日本における約定日（同日を含む。）からの２営業日

後の日本における２営業日後の日に行われる（日本における受渡日）。したがって、関連する買戻日から

２週間程度で受益者の口座へ入金される予定である。

買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従って、米ドルにより行われるものとす

る。

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

（イ）純資産価額の算定

管理事務代行会社は、純資産価額および受益証券１口当たり純資産価格を、サブ・ファンドの基準通

貨により、各評価日の営業終了時に計算する。管理事務代行会社は、当該受益証券１口当たり純資産価格

を翌営業日に公表する。

純資産価額および受益証券１口当たり純資産価格の算定において、管理事務代行会社は、以下の評価

方針および手続に従う。

（ａ）店頭市場商品は、管理会社が管理事務代行会社と協議の上、適切とみなす取引業者から受領する

気配に基づき管理会社の誠実な裁量により評価される。

（ｂ）短期金融市場商品および銀行預金は、取得価額に経過利息を加えた額で評価される。

（ｃ）特定可能な市場価額のない資産および負債を含むその他一切の資産および負債は、管理事務代行

会社と協議の上、管理会社の誠実な裁量により評価される。

 

（ロ）純資産価額の算定の一時停止

受託会社は（管理会社と協議の上）、以下に掲げる状況において、いずれかのサブ・ファンドの純資

産価額または受益証券１口当たり純資産価格の決定、ならびに／またはいずれかのサブ・ファンドの受

益証券の発行および／もしくは買戻しを停止することができる。

（ａ）当該サブ・ファンドの信託財産中の投資対象の相当部分が当該時に相場付けされ、上場され、取

引されもしくは取扱いされている主要な市場または取引所であるいずれかの市場または取引所

が閉鎖している期間（通常の休日を除く。）または取引が相当程度に制限されもしくは停止して

いる期間

（ｂ）緊急事態により受託会社によるまたは受託会社のための当該サブ・ファンドの信託財産内の投

資対象の現実的な処分が妨げられている期間

（ｃ）当該サブ・ファンドについて指定されるいずれかのシリーズ会社の純資産価額の計算または当

該シリーズ会社の投資対象を買い戻す権利もしくは買い戻させる権利が停止している期間

（ｄ）当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の価格またはいずれかの市場もしくは取引所の現行
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価格を算定するのに通常使用している通信手段が故障している期間

（ｅ）当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の換金または支払いに伴うまたはその可能性のある

金銭の送金を行うことができない期間

（ｆ）管理会社に対して当該サブ・ファンドの信託財産を構成する資産の相当な割合を清算させまた

は当該サブ・ファンドを終了させる事由の発生

（ｇ）管轄を有するいずれかの司法当局または監督当局により命令された場合

受託会社は、上記の停止が発生した場合、当該停止から７日以内に関係するサブ・ファンドの受益者

全員が書面により通知を受けることを確保し、また停止が解除された場合、その旨を当該サブ・ファン

ドの受益者全員に通知するものとする。

 

（２）【保管】

海外において販売される受益証券については、受益証券の確認書が受益者の責任において保管される。

日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、販売会社の名義で保管され、日本の投資者に対しては、

販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。

 

（３）【信託期間】

「第一部　ファンド情報、第２　管理及び運営、３　資産管理等の概要、（５）その他、（イ）トラストまた

はサブ・ファンドの終了」の項に定める規定に従い早期に終了する場合を除き、サブ・ファンドは償還日

に終了する予定である。償還日とは、2014年１月10日または「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状

況、２　投資方針、（１）投資方針、サブ・ファンド」の項において定める方法により管理会社が決定する

これよりも早い日をいう。

 

（４）【計算期間】

サブ・ファンドの計算期間は、各年の10月31日に終了する。

 

（５）【その他】

（イ）トラストまたはサブ・ファンドの終了

サブ・ファンドは、以下のいずれかの事項が最初に発生した場合に終了する。

（ａ）当該サブ・ファンドが違法となるか、または受託会社もしくは管理会社の意見において、当該

サブ・ファンドを継続させることが実行不能であり、経済的ではなく、得策ではなくもしくは当

該サブ・ファンドの受益者の利益に反する場合

（ｂ）英文目論見書の当該サブ・ファンドに関する補遺の条項により企図される日付または条件に

該当する場合

（ｃ）任意または強制的買戻しのいずれかを問わず当該サブ・ファンドのすべての発行済受益証券

が買い戻されている場合

（ｄ）当該サブ・ファンドの受益者がサブ・ファンド決議により決定した場合

（ｅ）信託証書の日付より開始しその149年後に満了する期間の最終日である場合

サブ・ファンドが終了した場合、受託会社は、当該サブ・ファンドの受益者全員に対して、速やかに当

該終了の通知を行う。

（ロ）信託証書の変更

信託証書に定める条項に従って、受託会社および管理会社は、関連するサブ・ファンドの受益者に対

して書面による通知（かかる通知はサブ・ファンド決議によって免除されることができる。）をした上

で、追補信託証書により、当該サブ・ファンドに関連する信託証書の規定を変更し、修正し、または追加

することができる。

管理会社および受託会社が、（ⅰ）受託会社がかかる修正、変更、削除、追加によっても関連するサブ

・ファンドの既存の受益者の利益を重要な点において損うことがなく、また当該サブ・ファンドの受益

者に対する管理会社または受託会社の責任は免除されないか、または（ⅱ）かかる修正、変更、削除、追

加が、会計上、法律上もしくは当局の要求（法律による強制を伴うものがどうかは問わない。）により必
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要であると判断することを書面で保証しない限り、かかる修正、変更、削除、追加を行うには当該サブ・

ファンドのサブ・ファンド決議による修正、変更、削除、追加にかかる承認を得ることを要するものとす

る。上記（ⅰ）または（ⅱ）の項に基づき行われる信託証書の変更は、変更が行われた後可能な限り速

やかに関連する受益者に対して通知される。信託証書の修正、変更、削除、追加は、受益者に対して保有す

る受益証券に関して追加の支払義務を課すものであってはならない。

（ハ）関係法人との契約の更改等に関する手続

管理事務代行契約

管理事務代行契約は、一方当事者から他方当事者に対し、90日前までに書面による通知をすることに

より終了することができる。

管理事務代行契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変

更することができる。

保管契約

保管契約は、一方当事者から他方当事者に対し、90日前までに書面による通知をすることにより終了

することができる。

保管契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ

とができる。

代行協会員契約

代行協会員契約は、一方当事者から他方当事者に対し、３か月以上前までに書面による通知をするこ

とにより終了することができる。

同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ

る。

受益証券販売・買戻契約

受益証券販売・買戻契約は、一方当事者から他方当事者に対し、３か月以上前までに書面による通知

をすることにより終了することができる。

同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ

る。

 

４【受益者の権利等】

（１）【受益者の権利等】

受益者が管理会社または受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券の名義人として登録

されていなければならない。

従って、販売会社に受益証券の保管を委託している日本の受益者は、受益証券の登録名義人でないため、

直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は、販売会社との間の外国証券取引口座約

款に基づき販売会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。受益証券の保管を販売会社

に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。

受益者の有する権利は次のとおりである。受益証券の買戻しおよびサブ・ファンドの終了に関する金額

の分配および支払はそれまでにサブ・ファンドのすべての債務を払い終えることに劣後する。

（ⅰ）分配請求権

受益者は、管理会社の決定したサブ・ファンドの分配金を、受益証券の口数に応じて請求する権利を

有する。

（ⅱ）買戻請求権

受益者は、受益証券の買戻しを信託証書の規定および本書の記載に従って請求することができる。

（ⅲ）残余財産分配請求権

サブ・ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残金財産の分配を請

求する権利を有する。

（ⅳ）受益者集会に関する権利

受託会社または管理会社は、以下に掲げる場合において、トラストまたは関連するサブ・ファンド

（場合による。）の受益者集会を、当該集会の招集通知に定める時間および場所において招集する。
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（ａ）信託証書の規定により要求される場合

（ｂ）管理会社または受託会社の書面による請求がある場合

（ｃ）（全受益者集会の場合）当該時点において発行済受益証券の合計10分の１以上の保有が登録さ

れている受益者の書面による請求がある場合

（ｄ）（いずれかのサブ・ファンドの受益者集会の場合）当該サブ・ファンドの当該時点において発

行済受益証券の合計10分の１以上の保有が登録されている受益者の書面による請求がある場合

集会は、トラストまたは関連するサブ・ファンドの受益者に対して中10日以上前の事前の通知により

招集されなければならない。通知は、集会の日時および場所ならびに当該集会で提案される決議の議題

を明記しなくてはならない。受益者決議、議決または定足数に関する計算は、関連する基準日（ただし、

当該基準日が評価日ではない場合、当該基準日の直前の評価日）の時点における純資産価額を参照して

行われる。いずれかの集会に関する基準日は、管理会社により決定される日（集会の招集通知に明記さ

れる集会の日から中14日以上前）とする。事故によるいずれかの受益者に対する通知の不到達または受

益者による通知の不受領は、集会の議事を無効にするものではない。受託会社または管理会社の授権さ

れた代理人は、集会に出席し発言する権利を有する。集会の定足数は、トラストまたはサブ・ファンド

（場合による。）の当該時点における発行済受益証券の保有者の単純過半数である。集会の議決に付さ

れる決議は、書面で行われる投票により決定され、当該決議がサブ・ファンド決議または受益者決議

（場合による。）の必要過半数により承認された場合、投票の結果は、集会の決議とみなされる。投票に

おいて、議決は本人または代理人により行使されることができる。
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（２）【為替管理上の取扱い】

受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はない。

 

（３）【本邦における代理人】

森・濱田松本法律事務所　東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

上記代理人は、管理会社から日本国内において、

（ⅰ）管理会社またはサブ・ファンドに対するケイマン諸島および日本の法律上の問題ならびに日本

証券業協会の規則の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権

限、および

（ⅱ）日本における受益証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点および見解の

相違に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限を委任されている。また財務省関東

財務局長に対する受益証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人および金融庁長

官に関する届出代理人は、

　　　　辯護士　　三　浦　　　健

　　　　東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

　　　　森・濱田松本法律事務所

　　　である。

 

（４）【裁判管轄等】

日本の投資者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は、下記の裁判所が有することを

管理会社は承認している。

東京地方裁判所　東京都千代田区霞が関一丁目１番４号

確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第３【ファンドの経理状況】

 

１【財務諸表】

 

ａ．ファンドの直近２会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認めら

れた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除

く。）。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則」第129条第５項ただし書の規定の適用によるものである。

 

ｂ．ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第

７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるケーピーエムジー　ケイマン諸島から監査証明に相当す

ると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当す

るもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。

 

ｃ．ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について平

成25年２月28日現在における株式会社三菱東京UFＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝92.51

円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、

四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。

 

 

EDINET提出書類

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

 43/180



（１）【貸借対照表】

 

シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10-11）

純資産計算書

2012年10月31日現在

 

  注   米ドル   千円

資産          

投資有価証券－取得原価     43,009,089.05   3,978,771 

投資有価証券－時価     42,390,648.71   3,921,559 

銀行預金     153,900.99   14,237 

資産合計     42,544,549.70   3,935,796 

           

負債          

未払管理会社報酬 4   7,495.27   693 

未払販売会社報酬 8   5,995.16   555 

未払管理事務代行会社報酬 5   2,248.16   208 

未払代行協会員報酬 7   750.05   69 

未払保管会社報酬 6   250.44   23 

その他未払費用 2.3   67,583.82   6,252 

負債合計     84,322.90   7,801 

          

純資産合計     42,460,226.80   3,927,996 

           

管理事務代行会社によって報告された

純資産合計に対する調整          

純資産合計

（管理事務代行会社による報告額）     42,486,136.08   3,930,392 

2012年10月26日から2012年10月31日までの

純資産の変動 11   (114,183.20)   (10,563)

将来経常的に発生する固定費 10   88,273.92   8,166 

純資産合計     42,460,226.80   3,927,996 

           

発行済受益証券口数     4,331,764.63口    

１口当たり純資産

（財務書類上の金額）     9.80   907円 

１口当たり純資産

（管理事務代行会社による報告額）     9.78   905円 

 
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10-11）

損益および純資産変動計算書

2012年10月31日に終了した会計年度

 

 

  注   米ドル   千円

収益          

投資有価証券に係る受取利息     294,204.40   27,217 

銀行利息     0.14   0 

収益合計     294,204.54   27,217 

           

           

費用          

販売会社報酬 8   106,455.26   9,848 

管理会社報酬 4   133,069.97   12,310 

管理事務代行会社報酬 5   39,918.13   3,693 

印刷および公告費用     19,337.46   1,789 

弁護士費用     24,953.87   2,308 

専門家費用     18,942.38   1,752 

代行協会員報酬 7   13,307.85   1,231 

保管会社報酬 6   4,436.04   410 

受託会社報酬 3   9,656.99   893 

保護預り手数料     3,258.17   301 

取引手数料     75.50   7 

その他費用 2.3   10,419.92   964 

費用合計     383,831.54   35,508 

          

投資純損失     (89,627.00)   (8,291)

           

投資有価証券に係る実現純損失     (36,334.71)   (3,361)

為替に係る実現純利益     (4,923.43)   (455)

投資純損失および当期実現純損失合計     (130,885.14)   (12,108)

           

投資有価証券に係る未実現純評価損     (107,522.19)   (9,947)

運用による純資産の純減少額     (238,407.33)   (22,055)

          

資本の変動：          

受益証券の買戻し     (1,154,186.28)   (106,774)

資本の純変動額     (1,154,186.28)   (106,774)

純資産、期首     43,852,820.41   4,056,824 

純資産、期末     42,460,226.80   3,927,996 

 

添付の注記は、本財務書類の一部である。
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シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10-11）

統計情報

 

発行済受益証券口数、期末：  

   

2011年10月31日 4,451,720.97口

   

　買戻受益証券 (119,956.33)口

   

2012年10月31日 4,331,764.63口

   

  米ドル   千円

純資産合計、期末：      

       

2011年10月31日 43,852,820.41   4,056,824 

2012年10月31日 42,460,226.80   3,927,996 

      

１口当たり純資産： 米ドル   円

       

2011年10月31日 9.85   911 

2012年10月31日 9.80   907 
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シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10-11）

財務書類に対する注記

2012年10月31日現在

 

注１．活動

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10-11）（以下「サブ・ファンド」という。）は、受託会
社および管理会社の間で締結された信託証書および追補信託証書に基づき設定および設立され

たサブ・ファンドである。

 

投資目的および方針

サブ・ファンドの投資目的は、サブ・ファンドに係る英文目論見書のAppendix XIII（以下「
Appendix」という。）に定義の通り、受益証券が債券満期日を越えて保有されることを条件とし
て、自己資本増加の可能性および米ドル建ての100パーセントの元本確保を、受益者に提供するこ
とである。

サブ・ファンドは、サブ・ファンドの投資期間（約３年）において、資源国通貨が米ドルに対

して上昇する可能性が高いと考える投資家に対して、自己資本増加を提供するとともに、米ドル

建ての100パーセントの元本確保という安全性を提供することを目指す。100パーセントの元本確
保は、債券満期日より前に買い戻されなかった受益証券に関して提供される見込みである。サブ

・ファンドの受益証券により、投資家は、投資期間を通じて米ドルに対するオーストラリア、ブラ

ジル、インドネシアおよび南アフリカの通貨の上昇に対して、これらの通貨のいずれについても

個別の下落リスクの影響を受けることなく、参加することができる。

サブ・ファンドは、受益証券の発行手取金の全額または実質的に全額を、シティグループ・

ファンディング・インクが発行し、シティグループ・インクが保証する一定の元本確保の債券

（以下「本債券」という。）に投資することにより、サブ・ファンドの投資目的の達成を目指す。

本債券のパフォーマンスは、サブ・ファンドの投資期間における米ドルに対するオーストラリ

ア、ブラジル、インドネシアおよび南アフリカの通貨の、均等に加重された正のリターン（該当す

る場合）に連動する。４通貨のいずれも最終条件決定日において米ドルに対して正のパフォーマ

ンスとならなかった場合であっても、本債券は、債券満期日にその元本金額の100パーセントで償
還される。

本債券は、シティグループ・ファンディング・インク（以下「発行会社」という。）により発

行される無担保非劣後債務証券のシリーズの一部を構成し、その支払いは、シティグループ・イ

ンクにより全額が無条件に保証される。本債券に伴う支払は、発行会社の他のすべての無担保か

つ非劣後の債務と同順位となり、本債券の期日が到来した際の支払いの保証は、シティグループ

・インクの他のすべての無担保かつ非劣後の債務と同順位とされる。したがって、投資家は、発行

会社およびシティグループ・インクの信用リスクにさらされている。2012年12月31日の東部標準
時(EST)午後11時58分(以下「合併効力発生時間」という。)より、シティグループ・インク(以下
「シティグループ」という。)の直接完全子会社であるシティグループ・ファンディング・イン
クは、シティグループに合併されている。この合併により、合併効力発生時間より、(ⅰ)シティグ
ループ・ファンディング・インクは消滅し、(ⅱ)過年度にシティグループ・ファンディング・イ
ンクの支払義務をすべて保証していたシティグループは、本債券を含めて、シティグループ・

ファンディング・インクの既存の未払債務をすべて引き受けた。金利や支払、及び／または引渡

日(もしあれば)あるいは満期日を含めて、かかるシティグループ・ファンディング・インクの債
務の条項に変更はなかった。この合併は、シティグループとその子会社の資本市場業務を集中さ

せるためのシティグループにおいて進行中の企業簡素化に関する取り組みの一環である。した
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がって、本書における「発行会社」とはシティグループと解釈され、合併効力発生時間以降、本債

券の保証会社は存在しないこととなる。

本債券が債券満期日前に償還される状況には、Appendixの「リスク要因－本債券に対する投資
－本債券は、本債券１口当たり0.01米ドルを下回る金額で早期に償還される場合がある。」の項
に記載された状況が含まれており、管理会社は、かかる償還日にサブ・ファンドの償還について

判断する可能性がある。

 

注２．重要な会計方針

2.1　財務書類の表示

本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則

に準拠して作成されている。

 

2.2　投資有価証券の評価

純資産額および受益証券１口当たり純資産価格の算定にあたり、管理事務代行会社は、以下の

評価方針および手続に従う。

（ａ）店頭市場商品は、管理会社が管理事務代行会社と協議の上、適切とみなす取引業者から入

手する気配に基づき管理会社の裁量において誠実に評価される。

（ｂ）短期金融市場商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えた額で評価される。

（ｃ）特定可能な市場価額のない資産および負債を含むその他すべての資産および負債は、管理

事務代行会社と協議の上、管理会社の裁量により誠実に評価される。

 

2.3　その他の手数料等

継続運用に関連して、将来経常的に発生することが判明している固定費に対する引当金は、注

記10に準拠して、サブ・ファンドの期間にわたって計上される。
 

開始日以降期末までの計上額合計 141,926.65米ドル

開始日以降に支払った固定費合計 74,342.83米ドル

期末の計上純額 67,583.82米ドル

 

その他費用はすべて、発生時に会計処理される。

 

2.4　受取利息

受取利息は、日次ベースで発生する。

 

2.5　外貨換算

米ドル以外の通貨で表示されている資産および負債は、会計年度末時点の実勢為替レートで換

算される。外貨建取引は取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。

 

注３．受託会社報酬

受託会社は、サブ・ファンドの信託財産より、2010年11月30日（以下「払込日」という。）（当
日を含まない。）から2014年１月10日（当日を含まない。）までの期間中、年間10,000米ドルの受
託会社報酬を受領する権利を有する。当該報酬は、四半期毎の後払いで支払われる。

 

注４．サブ・ファンド特別報酬及び管理会社報酬
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管理会社は、サブ・ファンドの報酬より、2010年11月30日（当日を含まない。）から債券満期日
（当日を含まない。）までの期間中、債券満期日または債券満期日より早期に本債券が発行会社

によって全額償還される日までのサブ・ファンドの期間における各暦日の発行済受益証券口数

を10米ドルに乗じた金額の年率0.67パーセントに相当する金額を受領する権利を有する（以下
「サブ・ファンド特別報酬」という。）。

管理会社は、サブ・ファンド特別報酬より、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または

債券満期日より早期に本債券が発行会社によって全額償還される日（当日を含まない。）までの

期間中、10米ドルに発行済受益証券口数を乗じた金額の年率0.3パーセントの管理会社報酬を受
領する権利を得る。当該報酬は、毎日計算されて計上され、毎月後払いで支払われる。

管理会社が受領するサブ・ファンド特別報酬の残額は、下記に詳述されている通り、サブ・

ファンドが負担する、あるいはサブ・ファンドに代わって負担する報酬及び費用に充当するため

に用いられる。

 

注５．管理事務代行会社報酬

管理事務代行会社は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または債券満期日より早期

に本債券が発行会社によって全額償還される日（当日を含まない。）までの期間中、10米ドルに
発行済受益証券口数を乗じた金額の年率0.09パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有
する。当該報酬は、毎日計算されて計上され、毎月後払いで支払われる。管理事務代行会社報酬は、

管理会社に支払われるサブ・ファンド特別報酬から充当される（Appendixに定義の通り）。
 

注６．保管会社報酬

保管会社は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または債券満期日より早期に本債券

が発行会社によって全額償還される日（当日を含まない。）までの期間中、10米ドルに発行済受
益証券口数を乗じた金額の年率0.01パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有する。当該
報酬は、毎日計算されて計上され、毎月後払いで支払われる。保管会社報酬は、管理会社に支払わ

れるサブ・ファンド特別報酬から充当される（Appendixに定義の通り）。
 

注７．代行協会員報酬

代行協会員は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または債券満期日より早期に本債

券が発行会社によって全額償還される日（当日を含まない。）までの期間中、10米ドルに発行済
受益証券口数を乗じた金額の年率0.03パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有する。当
該報酬は、毎日計算されて計上され、毎月後払いで支払われる。代行協会員報酬は、管理会社に支

払われるサブ・ファンド特別報酬から充当される（Appendixに定義の通り）。
 

注８．販売会社報酬

販売会社は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または債券満期日より早期に本債券

が発行会社によって全額償還される日（当日を含まない。）までの期間中、10米ドルに発行済受
益証券口数を乗じた金額の年率0.24パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有する。当該
報酬は、毎日計算されて計上され、毎月後払いで支払われる。販売会社報酬は、管理会社に支払わ

れるサブ・ファンド特別報酬から充当される（Appendixに定義の通り）。
 

注９．税金

9.1　ケイマン諸島

ケイマン諸島において収益または利益に課される税金はなく、またファンドは、ケイマン諸島

の総督から2008年11月４日からの50年間、現地の法人税、利益税および資本税がすべて免除とな
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る保証を受けている。したがって、法人税等引当金は本財務書類上に計上されていない。

 

9.2　その他の国々

サブ・ファンドは、他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を

課されることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受

益証券の購入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断する

ため、各自が市民権、住所および本籍を有する国の法律および税務の専門家に相談すべきである。

 

注10．将来経常的に発生する固定費

Appendixにある通り、サブ・ファンドは、その継続運用に関連し、サブ・ファンドの存続期間に
わたって将来経常的に発生することが判明している固定費に対する引当金を計上した。引当金の

計上額は合計約226,439.15米ドルである。週次の純資産額の計算上、管理事務代行会社は、英文目
論見書に記載の通り、これらの費用を計上する。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる

会計原則に準拠し、これらの費用は財務書類上に表示される純資産額から除外されている。管理

事務代行会社によって報告された純資産額と財務書類上の純資産額との調整は、純資産計算書に

含まれている。

2012年10月31日現在、将来経常的に発生する固定費に計上される金額は約88,273.92米ドルのみ
であった。
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注11．最終的な純資産額の公式の日付から期末までの純資産の変動

管理事務代行会社が公表した最終的な純資産額は2012年10月26日付のものであったが、期末は
2012年10月31日であった。最終的に公表された純資産額の日付から期末までのサブ・ファンドの
純資産の変動は、以下の通りである。

 

  2012年10月26日
米ドル

2012年10月31日
米ドル

変動
米ドル

投資有価証券－時価 42,390,648.71 42,390,648.71 0.00

銀行預金 263,611.54 153,900.99 (109,710.55)

負債 (168,124.17) (172,596.82) (4,472.65)

純資産 42,486,136.08 42,371,952.88 (114,183.20)

発行済受益証券口数 4,343,030.344口 4,331,764.634口  

１口当たり純資産 9.78 9.78 -
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シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10-11）

投資有価証券明細表

2012年10月31日現在

 

名目元本 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率
*

           

ミディアム・ターム・ノート   米ドル 米ドル ％

         

4,331,764,634 CITIGROUP FD INC FX LKD 10DEC13 S13 米ドル 43,009,089.05 42,390,648.71 99.84

           

ミディアム・ターム・ノート合計   43,009,089.05 42,390,648.71 99.84

         

投資有価証券合計   43,009,089.05 42,390,648.71 99.84

 
添付の注記は、本財務書類の一部である。

 
（＊）百分率で表示された純資産合計に対する時価の比率。

 
 
 

投資有価証券の分類

 

投資有価証券の国別および業種別分類

       

  国名 業種 比率(％)
＊

       

  米国    

    モーゲージおよびファンディング機関 99.84

      99.84

       

  投資有価証券合計   99.84

 
（＊）百分率で表示された純資産合計に対する時価の比率。

 
　　次へ
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　　次へ
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シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10-11）

純資産計算書

2011年10月31日現在

 

  注   米ドル   千円

資産          

投資有価証券－取得原価     44,200,107.71   4,088,952

投資有価証券－時価     43,689,189.56   4,041,687

銀行預金     221,947.54   20,532

その他資産     9,768.68   904

資産合計     43,920,905.78   4,063,123

           

負債          

未払管理会社報酬 4   7,318.00   677

未払販売会社報酬 8   5,854.00   542

未払管理事務代行会社報酬 5   2,195.33   203

未払代行協会員報酬 7   732.00   68

未払保管会社報酬 6   244.00   23

その他未払費用 2.3   51,742.04   4,787

負債合計     68,085.37   6,299

          

純資産合計     43,852,820.41   4,056,824

           

管理事務代行会社によって報告された

純資産合計に対する調整          

純資産合計

（管理事務代行会社による報告額）     43,809,172.61   4,052,787

2011年10月28日から2011年10月31日までの純資産
の変動 11   (98,343.72)   (9,098)

将来経常的に発生する固定費 10   169,330.62   15,665

将来経常的に発生する固定費、

期末現在未償却額 10   (27,339.10)   (2,529)

純資産合計     43,852,820.41   4,056,824

           

発行済受益証券口数     4,451,721口    

１口当たり純資産

（財務書類上の金額）     9.85   911円

１口当たり純資産

（管理事務代行会社による報告額）     9.84   910円

 
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10-11）

損益および純資産変動計算書

2010年10月11日(設立日)から2011年10月31日までの期間

 

  注   米ドル   千円

収益          

投資有価証券に係る受取利息     249,235.41   23,057

銀行利息     3,075.49   285

収益合計     252,310.90   23,341

           

           

費用          

販売会社報酬 8   98,058.00   9,071

管理会社報酬 4   122,577.00   11,340

管理事務代行会社報酬 5   36,773.33   3,402

印刷および公告費用     17,699.59   1,637

弁護士費用     22,840.29   2,113

専門家費用     17,337.97   1,604

代行協会員報酬 7   12,259.00   1,134

保管会社報酬 6   4,086.00   378

受託会社報酬 3   8,839.05   818

保護預り手数料     2,171.05   201

取引手数料     0.90   0

その他費用 2.3   72,101.53   6,670

費用合計     414,743.71   38,368

          

投資純損失     (162,432.81)   (15,027)

           

為替に係る実現純利益     8,961.71   829

投資損失および当期実現利益合計     (153,471.10)   (14,198)

           

投資有価証券に係る未実現評価損の

純変動額     (510,918.15)  
(47,265)

運用による純資産の純減少額     (664,389.25)   (61,463)

          

資本の変動：          

受益証券の販売     44,517,209.66   4,118,287

資本の純変動額     44,517,209.66   4,118,287

純資産、期首     0.00   0

純資産、期末     43,852,820.41   4,056,824

 

添付の注記は、本財務書類の一部である。
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シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10-11）

統計情報

 

発行済受益証券口数、期末：  

   

　販売受益証券 4,451,721口

   

2011年10月31日 4,451,721口

   

  米ドル   千円

純資産合計、期末：      

       

2011年10月31日 43,852,820.41   4,056,824

      

１口当たり純資産： 米ドル   円

       

2011年10月31日 9.85   911
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シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10-11）

財務書類に対する注記

2011年10月31日現在

 

注１．活動

米ドル建て資源国通貨連動ファンド（10-11）（以下「サブ・ファンド」という。）は、受託会
社および管理会社の間で締結された信託証書および追補信託証書に基づき設定および設立され

たサブ・ファンドである。

 

投資目的および方針

サブ・ファンドの投資目的は、サブ・ファンドに係る英文目論見書のAppendix XIII（以下「
Appendix」という。）に定義の通り、受益証券が債券満期日を越えて保有されることを条件とし
て、元本の成長の可能性および米ドル建ての100パーセントの元本確保を受益者に提供すること
である。

サブ・ファンドは、サブ・ファンドの投資期間（約３年）において、資源国通貨が米ドルに対

して上昇する可能性が高いと考える投資家に対して、元本の成長を提供するとともに、米ドル建

ての100パーセントの元本確保という安全性を提供することを目指す。100パーセントの元本確保
は、債券満期日より前に買い戻されなかった受益証券に関して提供される見込みである。サブ・

ファンドの受益証券により、投資家は、投資期間を通じて米ドルに対するオーストラリア、ブラジ

ル、インドネシアおよび南アフリカの通貨の上昇に対して、これらの通貨のいずれについても個

別の下落リスクの影響を受けることなく、参加することができる。

サブ・ファンドは、受益証券の発行手取金の全部または実質的に全部を、シティグループ・

ファンディング・インクが発行し、シティグループ・インクが保証する一定の元本確保の債券

（以下「本債券」という。）に投資することにより、サブ・ファンドの投資目的の達成を追及す

る。本債券のパフォーマンスは、サブ・ファンドの投資期間における米ドルに対するオーストラ

リア、ブラジル、インドネシアおよび南アフリカの通貨の、均等に加重された正のリターン（該当

する場合）に連動する。４通貨のいずれも最終条件決定日において米ドルに対して正のパフォー

マンスとならなかった場合であっても、本債券は、債券満期日にその元本金額の100パーセントに
より償還される。

本債券は、シティグループ・ファンディング・インク（以下「発行会社」という。）により発

行される無担保非劣後債務証券のシリーズの一部を成し、その支払いは、シティグループ・イン

クにより全額かつ無条件に保証される。本債券は、発行会社の他のすべての無担保かつ非劣後の

債務と同順位となり、本債券に基づき期日が到来した支払いの保証は、シティグループ・インク

の他のすべての無担保かつ非劣後の債務と同順位となる。したがって、投資家は、発行会社および

シティグループ・インクの信用リスクにさらされることとなる。

本債券が債券満期日前に償還される状況には、Appendixの「リスク要因－本債券に対する投資
－本債券は、本債券１口当たり0.01米ドルを下回る金額で早期に償還される場合がある。」の項
に記載された状況が含まれており、管理会社は、かかる償還日にサブ・ファンドの償還について

判断する可能性がある。
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注２．重要な会計方針

2.1　財務書類の表示

本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則

に準拠して作成されている。

 

2.2　投資有価証券の評価

純資産額および受益証券１口当たり純資産価格の算定にあたり、管理事務代行会社は、以下の

評価方針および手続に従う。

（ａ）店頭市場商品は、管理会社が管理事務代行会社と協議の上、適切とみなす取引業者から入

手する気配に基づき管理会社の裁量において誠実に評価される。

（ｂ）短期金融市場商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えた額で評価される。

（ｃ）特定可能な市場価額のない資産および負債を含むその他すべての資産および負債は、管理

事務代行会社と協議の上、管理会社の裁量により誠実に評価される。

 

2.3　その他の手数料等

純資産額の計算に際して、サブ・ファンドの設立および受益証券の募集に関する経費および費

用（以下「当初費用」という。）90,000米ドルは、注記10に従って2011年12月16日に費用計上さ
れる。

その他費用はすべて、発生時に会計処理される。

 

2.4　受取利息

受取利息は、日次ベースで発生する。

 

2.5　外貨換算

米ドル以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末時点の実勢為替レートで換算され

る。外貨建取引は取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。

 

注３．受託会社報酬

受託会社は、サブ・ファンドの信託財産から、2010年11月30日（以下「払込日」という。）（当
日を含まない。）から2014年１月10日（当日を含まない。）までの期間中、年間10,000米ドルの受
託会社報酬を受領する権利を有する。当該報酬は、四半期毎の後払いで支払われる。

 

注４．サブ・ファンド特別報酬及び管理会社報酬

管理会社は、サブ・ファンドの報酬から、2010年11月30日（当日を含まない。）から債券満期日
（当日を含まない。）までの期間中、10米ドルに債券満期日または債券満期日より前に本債券が
発行会社によって全額償還される日までのサブ・ファンドの期間における各暦日の発行済受益

証券口数を乗じた金額の年率0.67パーセントに相当する金額を受領する権利を有する（以下
「サブ・ファンド特別報酬」という。）。

管理会社は、サブ・ファンド特別報酬から、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または

債券満期日より前に本債券が発行会社によって全額償還される日（当日を含まない。）までの期

間中、10米ドルに発行済受益証券口数を乗じた金額の年率0.3パーセントの管理会社報酬を受領
する権利を得る。当該報酬は、毎日計算されて計上され、毎月後払いで支払われる。

管理会社が受領するサブ・ファンド特別報酬の残額は、下記に詳述されている通り、サブ・

ファンドが負担する、あるいはサブ・ファンドに代わって負担する報酬及び費用に充当するため

に用いられる。
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注５．管理事務代行会社報酬

管理事務代行会社は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または債券満期日より前に

本債券が発行会社によって全額償還される日（当日を含まない。）までの期間中、10米ドルに発
行済受益証券口数を乗じた金額の年率0.09パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有す
る。当該報酬は、毎日計算されて計上され、毎月後払いで支払われる。管理事務代行会社報酬は、管

理会社に支払われるサブ・ファンド特別報酬から充当される（Appendixに定義の通り）。
 

注６．保管会社報酬

保管会社は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または債券満期日より前に本債券が

発行会社によって全額償還される日（当日を含まない。）までの期間中、10米ドルに発行済受益
証券口数を乗じた金額の年率0.01パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有する。当該報
酬は、毎日計算されて計上され、毎月後払いで支払われる。保管会社報酬は、管理会社に支払われ

るサブ・ファンド特別報酬から充当される（Appendixに定義の通り）。
 

注７．代行協会員報酬

代行協会員は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または債券満期日より前に本債券

が発行会社によって全額償還される日（当日を含まない。）までの期間中、10米ドルに発行済受
益証券口数を乗じた金額の年率0.03パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有する。当該
報酬は、毎日計算されて計上され、毎月後払いで支払われる。代行協会員報酬は、管理会社に支払

われるサブ・ファンド特別報酬から充当される（Appendixに定義の通り）。
 

注８．販売会社報酬

販売会社は、払込日（当日を含まない。）から債券満期日または債券満期日より前に本債券が

発行会社によって全額償還される日（当日を含まない。）までの期間中、10米ドルに発行済受益
証券口数を乗じた金額の年率0.24パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有する。当該報
酬は、毎日計算されて計上され、毎月後払いで支払われる。販売会社報酬は、管理会社に支払われ

るサブ・ファンド特別報酬から充当される（Appendixに定義の通り）。
 

注９．税金

9.1　ケイマン諸島

ケイマン諸島において収益または利益に課される税金はなく、またトラストは、ケイマン諸島

の総督から2008年11月４日からの50年間、現地の法人税、利益税および資本税がすべて免除とな
る保証を受けている。したがって、法人税等引当金は本財務書類上に計上されていない。

 

9.2　その他の国々

サブ・ファンドは、他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を

課されることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受

益証券の購入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断する

ため、各自が市民権、住所および本籍を有する国の法律および税務の専門家に相談すべきである。

 

注10．将来経常的に発生する固定費

Appendixにある通り、サブ・ファンドは、サブ・ファンドの継続運用に関連し、サブ・ファンド
の期間にわたって将来経常的に発生することが判明している固定費に対する引当金を2011年12
月16日までに計上し、この将来経常的に発生する固定費に対する引当金は、払込日（Appendixに
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定義の通り）から最初の買戻日である2011年12月16日までの期間にわたって償却する必要があ
る。期末現在、将来経常的に発生する固定費の未償却額は27,339.10米ドルであった。毎日の純資産
額の計算上、管理事務代行会社は、英文目論見書に記載の通り、これらの費用を計上している。ル

クセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠し、これらの費用は財務書類上に表

示される純資産額から除外されている。管理事務代行会社によって報告された純資産額と財務書

類上の純資産額との調整は、純資産計算書に含まれている。

 

注11．最終的な純資産額の公式の日付から期末までの純資産の変動

管理事務代行会社が公表した最終的な純資産額は2011年10月28日付のものであったが、期末は
2011年10月31日であった。最終的に公表された純資産額の日付から期末までのサブ・ファンドの
純資産の変動は、以下の通りである。

 

 
2011年10月28日

米ドル
＊

2011年10月31日

米ドル
＊

変動

米ドル
＊

投資有価証券－時価 43,782,675.70 43,689,189.56 (93,486.14)

銀行預金 225,970.07 221,947.54 (4,022.53)

その他の資産 39,542.00 37,107.78 (2,434.22)

負債 (239,015.16) (237,415.99) 1,599.17

純資産 43,809,172.61 43,710,828.89 (98,343.72)

＊　原文では通貨の表示が省略されているが、サブ・ファンドは米ドル建てであり、当該箇所の通

貨が米ドルである旨の確認がとれているため、日本文の財務書類においては通貨を表示して

いる。

 
　　次へ
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（２）【損益計算書】

サブ•ファンドの損益計算書については、「１ 財務諸表、（１）貸借対照表」の項目に記載したサブ•ファンドの<

損益および純資産変動計算書>をご参照ください。

 

（３）【投資有価証券明細表等】

サブ•ファンドの投資有価証券明細表等については、「１ 財務諸表、（１）貸借対照表」の項目に記載したサブ•

ファンドの<投資有価証券明細表>をご参照ください。
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

  （平成25年２月末日現在）

 米ドル（Ⅳ．を除く。）
百万円

（Ⅳ．およびⅤ．を除く。）

Ⅰ. 資産総額 42,130,462.30 3,897,489,067

Ⅱ. 負債総額 139,784.99 12,931,509

Ⅲ. 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 41,990,677.31 3,884,557,558

Ⅳ. 発行済口数 4,279,591.437口

Ⅴ. １口当たり純資産価格（Ⅲ／
Ⅳ）

9.81 908
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第４【外国投資信託受益証券事務の概要】

 

（イ）受益証券の名義書換

サブ・ファンドの記名式受益証券の名義書換機関は次のとおりである。

取扱機関　　ＳＭＢＣ日興ルクセンブルク銀行株式会社

取扱場所　　ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグ　ロベルトシュトゥンパー通り ９Ａ

日本の受益者については、受益証券の保管を販売会社に委託している場合、その販売会社の責任で

必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。

名義書換の費用は受益者から徴収されない。

 

（ロ）受益者集会

受託会社または管理会社は、以下に掲げる場合において、トラストまたは関連するサブ・ファンド（場

合による。）の受益者集会を、当該集会の招集通知に定める時間および場所において招集する。

（ａ）信託証書の規定により要求される場合

（ｂ）管理会社または受託会社の書面による請求がある場合

（ｃ）（全受益者集会の場合）当該時点において発行済受益証券の合計10分の１以上の保有が登録され

ている受益者の書面による請求がある場合

（ｄ）（いずれかのサブ・ファンドの受益者集会の場合）当該サブ・ファンドの当該時点において発行

済受益証券の合計10分の１以上の保有が登録されている受益者の書面による請求がある場合

集会は、トラストまたは関連するサブ・ファンドの受益者に対して中10日以上前の事前の通知により招集さ

れなければならない。通知は、集会の日時および場所ならびに当該集会で提案される決議の議題を明記しなく

てはならない。受益者決議、議決または定足数に関する計算は、関連する基準日（ただし、当該基準日が評価日

ではない場合、当該基準日の直前の評価日）の時点における純資産価額を参照して行われる。いずれかの集会

に関する基準日は、管理会社により決定される日（集会の招集通知に明記される集会の日から中14日以上前）

とする。事故によるいずれかの受益者に対する通知の不到達または受益者による通知の不受領は、集会の議事

を無効にするものではない。受託会社または管理会社の授権された代理人は、集会に出席し発言する権利を有

する。集会の定足数は、時点におけるトラストまたはサブ・ファンド（場合による。）の当該時点における発行

済受益証券の保有者の単純過半数である。集会の議決に付される決議は、書面で行われる投票により決定され、

当該決議がサブ・ファンド決議または受益者決議（場合による。）の必要過半数により承認された場合、投票

の結果は、集会の決議とみなされる。投票において、議決は本人または代理人により行使されることができる。

 

（ハ）受益者に対する特典、譲渡制限

いかなる特典も、受益者に対して、付与されない。

受益証券の譲渡

以下に記載される規定および管理会社が決定するその他の条件に基づき、受益者は、管理会社および受託会

社の承諾を得た上、自らが保有する受益証券を管理会社が随時承認するいかなる書式の書面証書によっても譲

渡することができる。すべての譲渡証書は、譲渡人またはその代理人および譲受人またはその代理人の署名が

付されなければならない。

いずれかの譲渡に関して、管理会社または受託会社は、それぞれの絶対的な裁量により、譲受人に対して、管

理会社または受託会社が必要もしくは望ましいと判断するいかなる様式によるいかなる情報（関連する法域

または適用ある法域における制定法の規定、政府その他の要件もしくは規則または当該時に有効な管理会社も

しくは受託会社の方針の遵守を容易にするために管理会社または受託会社が要求する情報または文書を含

む。）も提供することを要求することができる。

受託会社および管理会社は、信託証書の規定に反するいかなる譲渡の確認、合意、名義書換または名義書換の

取次ぎも行わず、また受託会社または管理会社が譲受人の氏名を受益者名簿に記入するか、または受益者名簿

への記入を取次ぐまでは、譲渡の対象である受益証券に対するあらゆる権利に関して引き続き譲渡人を受益者

として扱う。

受託会社または管理会社のいずれも、関連する譲渡契約または申込契約における表明に依拠してその承諾を
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行うことにつき責任を有することはなく、またそれぞれ完全に保護される。

上記の規定に違反して譲渡されるいずれの受益証券も、以下の「強制買戻しおよび譲渡」の項に記載される

方法による強制的な買戻しまたは譲渡の対象となる。

強制買戻しおよび譲渡

受託会社は、いつでも影響を受ける受益者に対して事前の書面による通知を行うことにより、適用ある買戻

価格（送金費用の控除後）により、関連する買戻日において、当該受益者によって保有されるすべてのまたは

いずれかの受益証券を買い戻すことができる。かかる強制買戻しは、以下に掲げる状況において行われること

ができる。

（ａ）受益証券が、直接または実質的に以下の者によって所有されていると受託会社もしくは管理会社が

認識し、またはそのように認識することについて理由がある場合。

（ｉ）いずれかの国、政府、司法または財務当局の法律、規制または法的拘束力を有する要件に違反する

者

（ⅱ）関連するサブ・ファンドについて適格投資家でない者、または関連するサブ・ファンドに関する

適格投資家でない者の利益のために受益証券を取得した者

（ⅲ）受託会社または管理会社の意見において関連するサブ・ファンドの信託財産、受託会社または管

理会社が本来であれば負うはずのない納税責任を負い、または法律上、金銭上、規制上もしくは重

大な運営上、結果的に不利益を被ることになると受託会社または管理会社が判断する状況下にあ

る者

（ｂ）受益証券が、受益者に対して、前記「第一部　ファンド情報、第４　外国投資信託受益証券事務の概

要、（ハ）受益者に対する特典、譲渡制限」の項に要約される信託証書の適用ある規定に違反して

譲渡された場合。
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第二部【特別情報】

 

第１【管理会社の概況】

 

１【管理会社の概況】

（１）資本の額

　管理会社の資本金は、200万200香港ドル（約2,386万円）で、平成25年２月末日現在全額払込済である。な

お、１株100香港ドル(約1,193円)の記名式株式２万２株を発行済である。

　また、管理会社の純資産の額は、平成25年２月末日現在147,210,252香港ドル（約17億5,622万円）であっ

た。

　過去５年間における管理会社の資本金の増減は、以下のとおりである。

 

 平成20年12月末日から平成21年９月24日まで 資本金額：200香港ドル

 
平成21年９月25日

１株100香港ドルの記名式株式２万株を

追加して発行。

 平成21年９月25日から平成25年２月末日まで 資本金額：200万200香港ドル

 

（２）会社の機構

　管理会社が総会で異なる決定を下さない限り、取締役の人数は一名以上とし、最大人数はないものとす

る。

　取締役の資格として管理会社の株式を保有する必要はない。管理会社の株主でない取締役は総会または

いずれかの種類株式の保有者総会に出席して、発言する権利を有するものとする。

　管理会社の事業は取締役会が管理するものとする。取締役会は管理会社の設立および登録に関するすべ

ての費用を支払うものとする。取締役会は会社法（第32章）およびこれと一体をなすその他一切の法令

（以下「会社法」という。）または通常定款に従って管理会社によって総会で行使されるべき管理会社の

すべての権限を、通常定款に定める規則、会社法に定める規定および管理会社が総会で定めた上記の規則

および規定と矛盾しない規則に従って、行使することができる。ただし、管理会社が総会で定めた規則は、

かかる規則が定められていなければ有効な以前の取締役会の行為を無効化しないものとする。

　会社法に定める関係規定に従って、取締役会は香港等において管理会社の業務を管理する委員会、地方委

員会または機関を設置し、事業を行うために適当と判断する規則を定め、変更し、いずれかの者を上記の委

員会、地方委員会または機関の構成員に選任し、報酬を定めるほか、取締役会に帰属する権限または裁量権

を、上記の委員会、地方委員会または機関に委託し、上記の委員会、地方委員会または機関の構成員に欠員

を補充し、または欠員を補充することなく職務を務めることを認めることができる。上記の選任または委

託は取締役会が適当と判断する条件に基づくものとする。また取締役会は上記の要領で選任された者を解

任し、または委託を撤回し、もしくは変更することができるが、誠実に取引を行い、かつかかる撤回または

変更を通知されていない者は上記の規定による影響を受けないものとする。

　取締役会は随時管理会社の社印を押した委任状により、いずれかの者を、取締役会が適当と考える期間、

取締役会が適当と考える条件に基づき、取締役会が適当と考える目的のために、取締役会が適当と考える

権限および裁量権（再委託の権限を含む。）を授与した上で、管理会社の代理人または委託先に選任する

ことができる。上記の選任は、（取締役会が適当と判断する場合）取締役または上記の委員会もしくは地

方委員会の構成員またはいずれかの企業もしくは会社の取締役、名義人もしくは経営者または取締役会が

直接もしくは間接的に指名した人もしくは団体を受益者とし、また上記の委任状には上記の代理人と取引

を行う者を保護し、かつ便宜を図るために取締役会が適当と考える規定を織り込むことができる。

　取締役会は、随時取締役会が適当と考える期間、取締役会が適当と考える条件に基づき、取締役会が適当

と考える報酬により、一名以上の取締役を管理会社の業務執行取締役または共同業務執行取締役に選任

し、または管理会社の事業の管理、運営に携わる役職に就任させることができる。また取締役会は、随時

（取締役と管理会社との間で合意した契約に定める規定に従い）上記の取締役を解任し、他の取締役を後
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任に選任することができる。

　業務執行取締役または共同業務執行取締役には（業務執行取締役または共同業務執行取締役と管理会社

との間で合意した契約に定める規定に従い）管理会社のその他の取締役の辞任および解任に関する規定

と同じ規定が適用されるものとし、取締役ではなくなった場合、直ちに業務執行取締役または共同業務執

行取締役ではなくなるものとする。

　取締役会は業務執行取締役、共同業務執行取締役または管理会社の事業の管理、運営に携わるその他の役

職を務める取締役に、取締役会が適当と考える条件および制限に従い、定款に基づき行使され得る取締役

会が適当と考える権限を、取締役会自身の権限と併存し、または取締役会自身の権限を排除して授与し、委

託するとともに、随時かかる権限の一部または全部を撤回し、取消し、または変更することができる。

（ｉ）取締役会は、随時管理会社の支配人を選任して、報酬、手数料を支払い、または管理会社の利益

への参加権を授与し、またはそれらの混合による報酬を定め、管理会社の事業により支配人が

雇用した支配人の職員の費用を支払うことができる。

（ⅱ）支配人の選任は取締役会が決定した期間として、取締役会は適当と考える権限の一部または全

部を支配人に授与することができる。

（ⅲ）（ｉ）号および（ⅱ）号に関連して、取締役会は、その独自の裁量により、適当と判断する条件

（管理会社の事業を行うために副支配人またはその他の従業員を選任する支配人の権限を含

む。）に基づき支配人と契約を締結することができる。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

　シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、トラストの管理会社で

ある。管理会社は、信託証書に基づき、各サブ・ファンドの信託財産を構成する投資対象を運用する責任を有

する。

　管理会社は、管理会社が受託会社に対して当該委託が生ずる前または当該委託が生じた後合理的な期間内

に当該委託について通知することを条件に、受託会社の事前の書面による承認を得ることなく、管理会社が

決定する１以上の個人、団体または法人に対して、その権利、特典、権能、義務および裁量の全部または一部な

らびに信託証書に基づくそのいずれかの職務の履行を（関連するサブ・ファンドの費用で）委託する権能

および権限を有する。ただし、以下に掲げる事項をその条件とする。

（ａ）管理会社は、各委託先が信託証書の規定（適用ある範囲において）を遵守することを確保するため

に、あらゆる合理的な努力をする。

（ｂ）適用ある法律によって要求される限りにおいて、管理会社は、当該委託先の作為または不作為につ

いてかかる作為または不作為が管理会社自身のものであるかのように責任を負うが、その他当該委

託先またはその再委託先の行為を監督することを義務付けられず、かつ、かかる損失が管理会社の

現実の詐欺または故意の不履行の結果として発生した場合を除き、委託先または再委託先の作為ま

たは不作為を理由としてトラスト（いずれかのサブ・ファンドを含む。）が被った損失について一

切責任を負わない。

（ｃ）当該者との書面による合意は、個別的に受託会社に対してではなく、関連するサブ・ファンドの信

託財産のみに対して当該合意に基づく求償を制限する条項を含む。

　管理会社は、いかなる場合または理由においても、信託財産またはそのいずれか一部が被ったまたはその収

益について生じた損失または損害につき責任を負わない。ただし、かかる損失または損害が管理会社の現実

の詐欺または故意の不履行により生じたものである場合はこの限りではない。

　管理会社は、トラストに関する潜在的債権者との取引においても、当該債権者に対して支払義務を負うもし

くは将来その可能性がある債務、義務または負債を満足させるために、当該債権者が関連するサブ・ファン

ドの資産に対してのみ求償を有することを確保する。

　管理会社は、関連するサブ・ファンドの管理会社として負担しまたは当事者となった訴訟、訴訟手続、債務、

経費、請求、損害、費用（すべての合理的な弁護士費用、専門家費用およびその他の類似費用を含む。）または

要求の全部もしくは一部に対して、当該サブ・ファンドの信託財産より補償される。上記にかかわらず、

（ａ）管理会社は、あるサブ・ファンドの信託財産から、他のサブ・ファンドに関して被った債務に対し

て補償を受ける権利を有さない。

EDINET提出書類

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

 83/180



（ｂ）管理会社は、管理会社が被った訴訟、訴訟手続、債務、経費、請求、損害、費用または要求で、ケイマン

諸島の裁判所によって管理会社またはその関連会社およびこれらの取締役、役員もしくは従業員の

現実の詐欺または故意の不履行より生じたものであることが認定されたものに関しては、いかなる

補償も受けることができない。

　管理会社は、受託会社に対して90日前（または受託会社が合意するより短い期間）の書面による通知を行

うことにより退任することができる。管理会社が退任の意思を示した通知を行ってから60日以内に承継管理

者が任命されていない場合、すべてのサブ・ファンドが終了する。

　管理会社は、受託会社が信託証書に基づくその義務の重大な違反を行い、かつ（当該違反が治癒可能である

場合に）当該違反の治癒を要求する管理会社による通知の受領から30日以内にこれを是正しない場合、受託

会社に対して書面による通知を行うことにより、いつでも信託証書に基づくその任務から退く権利を有す

る。

　管理会社が退任するかまたは解任された場合であって、かつかかる退任または解任の後受託会社が決定す

る期間内にあらゆる点において管理会社に代わる者として相応しい者であると受託会社が決定する後任の

管理会社を受託会社が特定することができない場合、受託会社は、直ちに全受益者による集会を招集する。当

該受益者集会において、受益者は、受益者決議をもって管理会社の任務を受諾する意思のある他の者、団体ま

たは会社を受益者の望む後任の管理会社として指名することができ、受益者は、受託会社に対して、その旨を

書面により通知するものとする。当該通知後直ちに、受託会社は、追補信託証書により、望ましい後任の管理

会社を管理会社として選任する。受益者が管理会社の任務を受諾する意思のある他の者、団体または会社を

受益者の望む後任の管理会社として指名しなかった場合、受託会社は、トラストを終了させることができる。

　シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、香港で設立された会社

であり、シティグループ・インクの間接完全子会社であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホン

コン・ホールディングス・リミテッドの完全子会社である。香港法第571章の証券先物法（以下「SFO」とい

う。）第116条に従って、管理会社は、SFOの別紙５に定義されるタイプ４および９の規制対象活動に関して認

可を受けている。かかる規制対象活動は、証券および資産運用に関する助言を含む。

　管理会社の取締役は以下のとおりである。

　ジェレミー・デイビッド・コラード氏は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・アジア・リミテッ

ドのマネージング・ディレクターである。コラード氏は、シティグループのアジア・パシフィック・ストラ

クチャード商品デスクのストラクチャラーであり、アジア太平洋の資産家および機関投資向けの広範囲な株

式仕組商品の開発および締結に関与した。コラード氏は、2001年に地域的な株式デリバティブ顧問としてシ

ティグループ・グローバル・マーケッツ・アジア・リミテッドに入社し、2003年に現在のストラクチャリン

グ職に就いた。2001年のシティグループ入社以前、コラード氏は、リンクレイターズの金融市場およびデリバ

ティブの分野における弁護士であり、デリバティブ、ストラクチャード商品および金融市場規則に関する広

範囲な取引および顧問業務に従事した。コラード氏は、ブリストル大学の経済および政治理学士号を有し、英

国およびウェールズならびに香港で登録された事務弁護士（ソリシター）である。

　シリル・トルブレウィッチ氏は、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメントのアジ

ア・パシフィック地域の取締役兼アジア・パシフィック・マルチ・アセット・グループの長である。マルチ

・アセット・グループは、資産家、個人、企業および機関顧客に対する投資商品および投資ソリューションの

販売の考案、組成および手配を行う地域的投資ソリューションの基盤となる組織である。トルブレウィッチ

氏は、グループ長の職務に就くまで、アジアの機関顧客および販売パートナーに対する新商品戦略の指揮を

とり、受賞歴のある幅広いソリューション開発を監督していた。トルブレウィッチ氏は、2003年にロンドンの

シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドにマルチ・アセット・デリバティブ・ストラク

チャラーとして入社し、2007年にアジアに異動した。

　ソン・リ氏は、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメントのアジア・パシフィック

地域の取締役兼ポートフォリオ・マネジメント部門の長である。シティグループ・ファースト・インベスト

メント・マネジメントのアジア・パシフィック地域におけるリ氏の主な職務は、新規戦略および商品開発な

らびにシティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメントの様々なファンドが投資している

ポートフォリオの運用を日々監督することである。リ氏は、ウォール・ストリートおよびアジアにおいて18

年以上の投資経験を有する。シティグループに入社する前は、ニューヨークおよび最近では香港のアライア
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ンス・バーンスタイン・アセット・マネジメントにおいて、少数の主力商品で1,600億米ドルにのぼる運用

資産額を監督するブレンド・ソリューション・チームでシニア・ポートフォリオ・マネジャーを務めた。ア

ライアンス・バーンスタインに勤務する前は、ニューヨークのドイチェ・アセット・マネジメントおよびシ

ティ・グループ・アセット・マネジメントでポートフォリオ管理および研究に関する様々な職務に携わっ

ていた。

　管理会社は、平成25年２月末日現在、24本のファンドを運用している。

　管理会社が運用している24本のファンドは、以下のとおり、分類される。

 

 分類  内訳

 Ａ分類 通貨建別運用金額 米ドル建　　　　　　　　　　 444,191,081米ドル

豪ドル建　　　　　　　　　　　10,902,074豪ドル

円建　　　　　　　　　　　85,376,586,688円

 Ｂ分類 ファンドの種類

（基本的性格）

バミューダ籍・契約型・オープン・エンド型　１本

ケイマン籍・契約型・オープン・エンド型　　20本

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　３本
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３【管理会社の経理状況】

 

ａ．管理会社の直近２事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」

に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第129条第５項ただし書の規定を適用し

て管理会社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。

 

ｂ．上記財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定す

る外国監査法人等をいう。）であるケーピーエムジーから監査証明に相当すると認められる証明を受けて

おり、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当

該財務書類に添付されている。

 

ｃ．管理会社の原文の財務書類は香港ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な事項について

平成25年２月28日現在における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１香港ドル

＝11.93円）で換算された本邦通貨換算額が併記されている。なお、１円未満の金額は四捨五入されてい

る。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総額と一致しない場合がある。
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シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

2011年12月31日に終了した事業年度の財務書類

 

（１）【貸借対照表】

 
包括利益計算書
2011年12月31日に終了した事業年度
（表示：香港ドル）
 
 

 注記
2011年
＄

 
2011年
￥

 
2010年
＄

 
2010年
￥

売上高 ２ 119,074,421 1,420,557,843 118,990,690 1,419,558,932

         

その他の収益 ３ 323,717 3,861,944 434,249 5,180,591

         

その他の営業費用  (64,182,109) (765,692,560) (109,321,008) (1,304,199,625)

         

税引前利益 ４ 55,216,029 658,727,226 10,103,931 120,539,897

         

法人税 ５(a) 16,228,664 193,607,962 572,885 6,834,518

         

当期利益および包括利益合計  71,444,693 852,335,187 10,676,816 127,374,415

         
 
　10ページから28ページ（訳注：原文のページ）の注記は本財務書類の一部である。
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シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

2011年12月31日に終了した事業年度の財務書類

 
貸借対照表
2011年12月31日現在
（表示：香港ドル）
 

 注記
2011年
＄

 
2011年
￥

 
2010年
＄

 
2010年
￥

非流動資産         

繰延税金資産 ５(c) 18,140,110 216,411,512 1,911,446 22,803,551

         

流動資産         

現金および現金同等物 ７ 117,969,438 1,407,375,395 53,699,487 640,634,880

兄弟会社に対する債権 ８ 4,886 58,290 5,254 62,680

売掛金およびその他の債権 ９ 8,874,397 105,871,556 7,057,822 84,199,816

         

  126,848,721 1,513,305,242 60,762,563 724,897,377

         

流動負債         

買掛金および未払費用 10 3,843,957 45,858,407 4,772,535 56,936,343

兄弟会社に対する債務 ８ 25,103,373 299,483,240 13,304,666 158,724,665

         

  28,947,330 345,341,647 18,077,201 215,661,008

         

純流動資産  97,901,391 1,167,963,595 42,685,362 509,236,369

         

純資産  116,041,501 1,384,375,107 44,596,808 532,039,919

         
         

資本および剰余金         

株式資本 11(a) 2,000,200 23,862,386 2,000,200 23,862,386

剰余金  114,041,301 1,360,512,721 42,596,608 508,177,533

         

資本合計  116,041,501 1,384,375,107 44,596,808 532,039,919

         
 
　2012年４月30日に取締役会によって発行を承認、認可された。
 

 ） 

［署名］ ） 

 ）取締役

［署名］ ） 

 ） 

 
　10ページから28ページ（訳注：原文のページ）の注記は本財務書類の一部である。
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シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

2011年12月31日に終了した事業年度の財務書類

 
資本変動計算書
2011年12月31日に終了した事業年度
（表示：香港ドル）
 

 
株式資本

＄
 

剰余金

＄
 

合計

＄

2010年１月１日現在残高 2,000,200 31,919,792 33,919,992

      

当期利益および包括利益合計 －  10,676,816 10,676,816

      

2010年12月31日および2011年１月１日現在残高 2,000,200 42,596,608 44,596,808

      

当期利益および包括利益合計 －  71,444,693 71,444,693

      

2011年12月31日現在残高 2,000,200 114,041,301 116,041,501

      
 

 
株式資本

￥
 

剰余金

￥
 

合計

￥

2010年１月１日現在残高 23,862,386 380,803,119 404,665,505

      

当期利益および包括利益合計 －  127,374,415 127,374,415

      

2010年12月31日および2011年１月１日現在残高 23,862,386 508,177,533 532,039,919

      

当期利益および包括利益合計 －  852,335,187 852,335,187

      

2011年12月31日現在残高 23,862,386 1,360,512,721 1,384,375,107

      
 
　10ページから28ページ（訳注：原文のページ）の注記は本財務書類の一部である。
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シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

2011年12月31日に終了した事業年度の財務書類

 
キャッシュ・フロー計算書
2011年12月31日に終了した事業年度
（表示：香港ドル）
 

 注記
2011年
＄

 
2011年
￥

 
2010年
＄

 
2010年
￥

営業活動         

税引前利益  55,216,029 658,727,226 10,103,931 120,539,897

調整：         

受取利息 ３ (34,836) (415,593) (76,591) (913,731)

         

運転資本変動前営業利益  55,181,193 658,311,632 10,027,340 119,626,166

         

直接の親会社に対する債権の減少  －  －  12,318 146,954

兄弟会社に対する債権の減少／
(増加)

 368 4,390 (4,486) (53,518)

売掛金およびその他の債権の(増
加)／減少

 (1,816,575) (21,671,740) 18,435,055 219,930,206

買掛金および未払費用の減少  (928,578) (11,077,936) (18,148,860) (216,515,900)

兄弟会社に対する債務の増加／
(減少)

 11,798,707 140,758,575 (5,740,265) (68,481,361)

         

営業活動から生じた正味現金  64,235,115 766,324,922 4,581,102 54,652,547

         

投資活動         

利息受取額  34,836 415,593 76,591 913,731

         

投資活動から生じた正味現金  34,836 415,593 76,591 913,731

         

現金および現金同等物の純増加  64,269,951 766,740,515 4,657,693 55,566,277

         

１月１日現在の現金および現金同
等物

 53,699,487 640,634,880 49,041,794 585,068,602

         

12月31日現在の現金および現金同
等物

７ 117,969,438 1,407,375,395 53,699,487 640,634,880

         
 
　10ページから28ページ（訳注：原文のページ）の注記は本財務書類の一部である。
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シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

2011年12月31日に終了した事業年度の財務書類

 

財務書類に対する注記

（表示：香港ドル）

 

１　重要な会計方針

 

(a) 法令遵守の表明

 

　本財務書類は、該当するすべての香港財務報告基準（以下「ＨＫＦＲＳ」という。）に準拠して作成されてい

る。ＨＫＦＲＳとは、香港公認会計士協会（以下「ＨＫＩＣＰＡ」という。）が公表した該当するすべての個々

の香港財務報告基準、香港会計基準（以下「ＨＫＡＳ」という。）および解釈指針、香港で一般に公正妥当と認

められる会計原則ならびに香港会社法の要件を含む総称である。当社が適用した重要な会計方針の要約は、下記

に記載されている。

 

　ＨＫＩＣＰＡは、当社の当事業年度に初度適用される、特定の新規および改訂されたＨＫＦＲＳを公表してい

る。注記１(c)は、本財務書類に反映されている当事業年度及び過年度について、当社に関連する範囲において、

これらの変更の初度適用の結果生じる会計方針の変更に関する情報を記載している。

 

(b) 財務書類作成の基礎

 

　本財務書類の作成に用いている測定基準は、取得原価主義である。

 

　当社は、当社に関連する原資産および状況の経済的実質を反映する機能通貨として香港ドルを選択している。

 

　ＨＫＦＲＳに準拠した財務書類の作成において、経営陣は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費

用の報告金額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。見積りおよび関連する仮定は、

状況に応じて合理的であると考えられる過去の実績およびその他の様々な要因に基づいており、その結果は、他

の根拠からでは算定が容易でない資産および負債の帳簿価額について判断を下す際の根拠となっている。実際

の結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある。

 

　見積りおよび基礎となる仮定は、継続的に検証される。会計上の見積りの変更が特定の事業年度だけに影響を

与える場合は、見積りの変更が行われる事業年度に認識され、変更が当事業年度および将来の事業年度に影響を

与える場合は、変更が行われる事業年度および将来の事業年度に認識される。

 

(c) 会計方針の変更

 

　ＨＫＩＣＰＡは、当社の当事業年度に初度適用されるＨＫＦＲＳに対する多くの修正および１つの新規の解釈

指針を公表している。これらのうち、以下の変更が当社の財務書類に関連する。

 

－ＨＫＡＳ第24号（2009年改訂）　関連当事者についての開示

－ＨＫＦＲＳの改善（2010年）

 

　当社は、当事業年度において未発効の新基準または解釈指針を適用していない。
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　上記の変更の影響は以下の通りである。

 

　ＨＫＡＳ第24号（2009年改訂）により、関連当事者の定義が改訂されている。その結果、当社は、関連当事者の

特定について再評価を行い、改訂された定義が当事業年度及び過年度における当社の関連当事者についての開

示に重要な影響を及ぼさないと結論付けた。また、ＨＫＡＳ第24号（2009年改訂）により、政府関連事業体に関

する開示要件が修正されている。当社は政府関連事業体ではないため、この基準による当社への影響はない。

 

　ＨＫＦＲＳの改善（2010年）の包括的な基準により、ＨＫＦＲＳ第７号「金融商品：開示」の開示要件に多く

の修正が加えられた。注記12における当社の金融商品に関する開示は、修正後の開示要件に従っている。これら

の修正により、当事業年度および過年度の財務書類に認識された金額の分類、認識及び測定に重要な影響はな

い。

 

(d) 現金および現金同等物

 

　現金および現金同等物は、当座預金、手元現金、銀行およびその他の金融機関に対する要求払預金、ならびに取

得時点の満期が３か月以内であり、確定金額に容易に換金が可能で、かつ価格の変動リスクが小さい、短期で流

動性の高い投資から構成される。

 

(e) 収益の認識

 

　収益は、受け取った、または今後受け取る対価の公正価値で測定される。収益は、経済的便益が当社に流入し、収

益および費用（該当する場合）が信頼性をもって測定することができる可能性が高い場合に損益に認識され

る。

 

(ⅰ）受取報酬は、該当するサービスが提供された時点で認識される。

(ⅱ）受取利息は、実効金利法を用いて発生した時点で認識される。

 

(f) 引当金および偶発債務

 

　引当金は、当社に過去の事象の結果として発生した法的債務または推定債務があり、当該債務を決済するため

に経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつ信頼性の高い見積りが可能な場合に、時期または金額が不

確定の負債に関して認識される。貨幣の時間的価値が重要な場合、引当金は当該債務を決済するために予想され

る費用の現在価値で計上される。

 

　経済的便益の流出が必要となる可能性が低い、または信頼性をもって金額を見積ることができない場合、当該

債務は偶発債務として開示される。ただし、経済的便益の流出の可能性が僅少の場合を除く。発生可能性のある

債務で、その存在が将来の１つまたは複数の事象が発生する、あるいは発生しないことによってのみ確認される

場合もまた、偶発債務として開示される。ただし、経済的便益の流出の可能性が僅少の場合を除く。

 

(g) 売掛金およびその他の債権

 

　売掛金およびその他の債権は公正価値で当初認識され、その後、不良債権の減損引当金控除後の償却原価で計

上される。ただし、債権が定められた返済条件のない関連当事者に対する無金利融資である場合、または割引の

影響に重要性がない場合には、債権は不良債権の減損引当金控除後の取得原価で計上される。
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　不良債権に関する減損損失は、減損の客観的な証拠が存在する場合に認識され、当該金融資産の帳簿価額と、割

引の影響が重要である場合は当該資産の当初の実効金利で割り引いた見積将来キャッシュ・フローとの差額と

して測定される。

 

(h) 外貨換算

 

　期中の外貨建取引は、取引日現在の為替レートで香港ドルに換算される。外貨建の貨幣性資産および負債は、貸

借対照表日現在の為替レートで香港ドルに換算される。為替差損益は損益に認識される。

 

(i) 法人税

 

　当期法人税は、当期税金費用および繰延税金資産と繰延税金負債の変動で構成される。当期税金費用および繰

延税金資産と繰延税金負債の変動は損益に認識される。ただし、その他の包括利益に認識される、または資本に

直接認識される項目に関連する場合には、法人税のうちの該当する金額がそれぞれ、その他の包括利益に認識さ

れる、または資本に直接認識される。

 

　当期税金費用は、貸借対照表日現在の実効税率または実質的な実効税率を使用した、当期の課税所得に係る予

想未払税額および過年度の未払税金に対する調整額である。

 

　繰延税金資産および負債は、資産および負債の財務報告上の帳簿価額と課税基準の差額である、減算および加

算一時差異からそれぞれ発生する。繰延税金資産は、未使用の税務上の欠損金および未使用の税額控除からも発

生する。資産および負債の当初認識時から発生する差額を除き、すべての繰延税金負債は認識され、またすべて

の繰延税金資産は、当該資産が利用できる将来の課税所得の実現可能性が高い場合に限り、認識される。

 

　繰延税金の認識額は、当該資産および負債の帳簿価額の実現または決済において予想される方法に基づき、貸

借対照表日現在の実効税率または実質的な実効税率を使用して測定される。繰延税金資産および負債は割り引

かれない。

 

　当期税金残高および繰延税金残高ならびにその変動は、それぞれ個別に表示され、相殺されない。当社が当期税

金資産を当期税金負債と相殺する法的強制力のある権利を有する場合に限り、当期税金資産は当期税金負債と

相殺され、繰延税金資産は繰延税金負債と相殺される。相殺の原則は通常、同一の税務当局が同一の課税事業体

に課す法人税に対して適用される。

 

(j) 関連当事者

 

(a) 以下に該当する人物または当該人物の近親者は、当社に関連している。

 

(ⅰ) 当社に対して支配権または共同支配権を有している。

(ⅱ) 当社に重要な影響力を行使することができる。あるいは

(ⅲ) 当社または当社の親会社の主要な経営幹部の一員である。

 

(b) 以下の条件のいずれかが該当する事業体は、当社に関連している。

 

(ⅰ) 当該事業体が同じグループの一員である（すなわち、当社の親会社、子会社および兄弟会社）。
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(ⅱ) 一方の事業体が、もう一方の事業体の関連会社または合弁事業（あるいはもう一方の事業体が属している

グループの別の事業体の関連会社または合弁事業）である。

(ⅲ) ２つの事業体がいずれも同じ第三者の合弁事業である。

(ⅳ) 一方の事業体が第三者の事業体の合弁事業であり、もう一方の事業体がその第三者の事業体の関連会社で

ある。

(ⅴ) 当該事業体が当社または当社に関連する事業体のいずれかの従業員給付のための退職後給付制度である。

(ⅵ) 当該当事者が(a)で特定した人物の支配下または共同支配下にある。

(ⅶ) (a)(ⅰ)で特定した人物が当該事業体に重要な影響力を行使することができる、あるいは当該事業体（また

は当該事業体の親会社）の主要な経営幹部の一員である。

 

　ある人物の近親者とは、事業体との取引において、当該人物に影響を及ぼす、または影響を受けることが予想さ

れる親族のことである。
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(k) 金融商品

 

(ⅰ）当初認識

 

　金融商品は当初、公正価値で測定されるが、これは通常、取引価格と同額である。損益を通じて公正価値で測

定する金融資産または金融負債以外の金融資産または金融負債の場合、当該金融資産または金融負債の取得

または発行に直接帰属する取引費用が公正価値に加えられる。

 

　当社は、金融資産および金融負債を、当該商品の契約上の規定の当事者になった日に認識する。金融資産の

通常の売買は、取引日基準を用いて認識される。当該取引日から、金融資産または金融負債の公正価値の変動

から発生する損益が計上される。

 

(ⅱ）区分

 

その他の金融資産および負債

 

　金融資産および負債は当初、帰属する取引費用控除後の公正価値で認識される。当初認識の後、金融資産お

よび負債は、実効金利法を用いた償却原価で計上される。

 

(ⅲ）認識の中止

 

　金融資産は、当該金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が消滅した場合、あるいは当

該金融資産とともに所有に関する実質的にすべてのリスクおよび経済価値が譲渡された場合に、認識が中止

される。

 

　金融負債は、契約で特定された債務が免除、解消あるいは消滅した場合に、認識が中止される。

 

(ⅳ）相殺

 

　認識額を相殺する法的強制力のある権利があり、純額ベースでの決済、または資産の実現と負債の決済を同

時に行う意図がある場合、金融資産と金融負債は相殺され、その純額が貸借対照表に計上される。
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２　売上高

 

　当社の主たる事業は、投資運用サービスの提供である。

 

 
2011年
＄

2010年
＄

受取投資運用報酬 95,649,934 28,638,950

受取買戻報酬 5,742,781 48,899,511

受取特定報酬 17,886,470 40,785,861

受取パフォーマンス報酬 (204,764) 666,368

   

 119,074,421 118,990,690

 

　上記の受取報酬の性質については、注記13に開示されている。

 

３　その他の収益

 

 
2011年
＄

2010年
＄

兄弟会社の銀行における預金からの受取利息 34,836 76,591

為替差益 288,881 357,658

   

 323,717 434,249
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４　税引前利益

 

　税引前利益は、以下の借方計上／(貸方計上)後の金額で計上されている。

 

 
2011年
＄

2010年
＄

支払事務管理報酬 4,206,401 2,061,143

支払管理報酬 18,400,041 12,112,832

支払買戻報酬 5,742,781 48,490,757

支払販売促進報酬 9,383,323 24,035,430

支払特定報酬 8,503,147 16,750,431

支払サブ・マネージャー報酬 4,374,187 592,374

支払トレーラー報酬 10,905,933 4,313,147

監査報酬 452,891 310,577

弁護士報酬 412,273 (271,997)

   

 

　上記の関連当事者への支払報酬の一部の性質については注記13に開示されている。

 

５　法人税

 

(a) 損益に係る法人税は以下の通りである。

 

 
2011年
＄

2010年
＄

繰延税金利益 16,228,664 572,885

   

 

　2011年度および2010年度においては、税務上の繰越欠損金が課税所得を上回っていたため、当事業年度および

過年度の財務書類上で香港法人税に対する引当金は計上されなかった。
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(b) 法人税と適用税率で算定された会計上の利益の調整：

 

 
2011年
＄

2010年
＄

税引前利益 55,216,029 10,103,931

   
   

税率16.5％（2010年度：16.5％）での税引前利益に係
る想定税額

9,110,645 1,667,149

非課税所得の税効果 (5,748) (12,638)

当事業年度に利用された欠損金 (9,104,897) (1,654,511)

繰延税金資産として認識された過年度の欠損金の税効
果

(16,228,664) (572,885)

   

実際の法人税 (16,228,664) (572,885)

   

 

(c) 繰延税金資産認識額：

 

 
2011年
＄

2010年
＄

税務上の欠損金から発生する繰延税金：   

   

１月１日現在 1,911,446 1,338,561

包括利益計算書への貸方計上額 16,228,664 572,885

   

12月31日現在 18,140,110 1,911,446

   

 

　注記１(i)に記載の会計方針に従い、当社は、2010年12月31日現在の税務上の累積欠損金153,462,781香港ドル

に関して、当該欠損金を利用できる将来の課税所得が生じる可能性が低いため、繰延税金資産を認識していな

かった。将来の課税所得が生じる可能性が高いと経営陣が判断したため、当社は、2011年12月31日現在の税務上

の累積欠損金全額に関して繰延税金資産を認識した。現行の税制上、この税務上の欠損金は消滅しない。

 

６　取締役の報酬

 

　香港会社法第161条に準拠して開示される取締役の報酬は以下の通りである。

 

 
2011年
＄

2010年
＄

報酬 － －

その他の報酬 － －
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　特定の取締役に対して合計31,973,838香港ドル（2010年度：34,695,199香港ドル）の報酬が、当社の兄弟会社に

よって支払われた。取締役会は、開示目的のために当社に配賦すべき金額を数値化することは合理的に実行可能で

はないと考えている。主要な経営陣の報酬は取締役報酬のみで構成されている。

 

７　現金および現金同等物

 

　2011年12月31日および2010年12月31日現在、現金および現金同等物は、兄弟会社の銀行における預金を表してい

る。

 

８　グループ会社に対する債権債務

 

　グループ会社に対する債権債務は、無担保かつ無金利である。兄弟会社に対する債務には、投資運用サービスの提

供に関する以下の債務が含まれている。

 

 
2011年
＄

2010年
＄

未払販売促進報酬 297,903 573,675

   

 

　当該未払販売促進報酬は３か月以内に決済される見込みである。これ以外の金額は、要求に応じて返済される。

 

９　売掛金およびその他の債権

 

 
2011年
＄

2010年
＄

未収投資運用報酬 7,179,743 3,652,477

未収買戻報酬 － 266,725

未収特定報酬 297,903 1,486,523

未収パフォーマンス報酬 461,604 666,368

未収弁護士および専門家報酬 935,147 985,729

   

 8,874,397 7,057,822

   

 

　上記の未収報酬はすべて、当社が運用するファンドから支払われる。これらは無金利、無担保であり、３か月以内

に決済される見込みである。
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10　買掛金および未払費用

 

 
2011年
＄

2010年
＄

未払トレーラー報酬 2,096,631 2,137,438

未払サブ・マネージャー報酬 1,303,416 592,374

未払買戻報酬 － 266,725

未払特定報酬 － 912,848

その他 443,910 863,150

   

 3,843,957 4,772,535

   

 

　未払トレーラー報酬には、兄弟会社に対する債務が1,874,974香港ドル（2010年度：1,893,957香港ドル）含まれ

ていた。すべての買掛金および未払費用は、無利子、無担保であり、３か月以内に決済される見込みである。

 

11　株式資本

(a) 授権株式資本および発行済株式資本

 

 2011年 2010年

 株数
金額

＄
株数

金額

＄

授権株式資本：     

額面100香港ドルの普通株式 1,000,000100,000,0001,000,000100,000,000

     
     

発行済、全額払込済株式資本：     

額面100香港ドルの普通株式 20,002 2,000,200 20,002 2,000,200

     

 

　普通株式の株主には、折々に宣言される配当を受け取る権利があり、当社の株主総会において１株につき１議

決権を有する。すべての普通株式は、当社の残存資産に関して同等に位置づけられている。

 

(b) 資本管理

 

　資本管理における当社の主たる目的は、継続企業として存続する当社の能力を保護することである。当社はあ

る大規模なグループの一部であるため、当社の追加資本の源泉および余剰資金の分配に関する方針は、当該グ

ループの資本管理目的の影響も受けることがある。

 

　当社は、資本のすべての構成要素に、定められた返済条件のないグループ会社からの借入金を含めて「資本」

として定義している。他のグループ会社との売買取引によって生じる取引残高は、当社では資本としてみなされ

ていない。この基準において、2011年12月31日現在の資本金額は116,041,501香港ドル（2010年度：44,596,808

香港ドル）であった。
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　当社の資本構造は、当社が所属するグループの資本管理の方策に配慮して定期的に見直され、管理されている。

当社の資本構造の調整は、当社またはグループに影響を及ぼす経済環境の変化を考慮し、当社に対する取締役会

の忠実義務または香港会社法の要件と矛盾しない範囲で行われる。取締役会による当社の資本構造の見直しの

結果は、配当が宣言される場合に、配当水準を決定するための基準として使用される。

 

　香港証券先物法に基づき登録された認可企業として、当社は香港証券先物（金融資源）規則（以下「ＦＲＲ」

という。）の資本規制の対象にもなっている。流動資本の最低必要額は、100,000香港ドルとＦＲＲで定められた

必要流動資本のいずれか高い方である。当社は、ＦＲＲの要件を遵守していることを日次ベースでモニターして

いる。当事業年度中、当社は常にＦＲＲの要件を遵守していた。

 

12　金融商品

 

　信用リスク、流動性リスクおよび金利リスクならびに為替リスクに対するエクスポージャーは、当社の通常の営

業過程において生じる。これらのリスクは、下記の当社の財務管理方針および施策によって管理されている。

 

(a) 信用リスク

 

　当社の信用リスクは、主に兄弟会社の銀行における預金、売掛金およびグループ会社に対する債権に帰属する。

 

　信用リスクの最大エクスポージャーは、貸借対照表上の各金融資産の帳簿価額で表されている。

 

　経営陣は、グループ会社に預け入れている金融資産の不履行リスクは僅少であると考えている。

 

　経営陣は、信用方針を整備しており、これらの信用リスクのエクスポージャーを継続的にモニターしている。す

べての顧客について、財務体質に基づく信用評価が行われている。未決済の債権は、経営陣によって継続的にモ

ニターされている。

 

(b) 流動性リスク

 

　当社の方針により、短期および長期の流動性要件を満たすための十分な現金の維持を確保する目的で、現在の

流動性要件と予想される流動性要件をモニターしている。
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　金融負債の最も早い契約上の決済日の詳細は、注記８および10に開示されている。

 

(c) 金利リスク

 

　当社は、当社が現金および預金に係る銀行利息を得る範囲でのみ、金利リスクにさらされている。

 

　2011年12月31日現在、他のすべての変数を一定とした場合、今後12か月間における金利の23ベーシス・ポイン

トの引き上げ（2010年度：33ベーシス・ポイントの引き上げ／８ベーシス・ポイントの引き下げ）によって、

当社の税引前利益は約237,413香港ドル増加（2010年度：155,057香港ドル増加／37,590香港ドル減少）すると

予想されている。

 

　上記の2011年度の感応度分析は、貸借対照表日現在で金利の変動が生じており、かつ、貸借対照表日現在で金利

リスクのある当社保有の金融商品の再測定に当該金利を適用したと仮定した場合に生じると考えられる、当社

の税引前利益に対する通年計算による影響額を表している。感応度分析は、2010年度と同じ基準で実施されてい

る。

 

(d) 為替リスク

 

　為替リスクは、為替レートの変動が金融商品の価値に影響を与える可能性によって生じる。

 

　為替リスクのエクスポージャーを最小化するため、経営陣は、相殺が必要な外貨を直物レートで売買すること

により正味エクスポージャーが許容水準に保たれることを確認している。

 

(ⅰ) 為替リスクに対するエクスポージャー

 

　当社の機能通貨以外の通貨建である資産および負債の認識額から生じた為替リスクに対する、当社の貸借

対照表日現在のエクスポージャーの詳細は以下の表の通りである。

 

   2011年      2010年   

 
豪ドル
＄

 
日本円
＄

 
米ドル
＄

 
豪ドル
＄

 
日本円
＄

 
米ドル
＄

現金および現金同等物 118,032 5,074,245 12,437,253 521,896 1,245,799 13,410,529

兄弟会社に対する債権 －  －  －  －  －  533

売掛金およびその他の債権 16,670 4,712,657 3,373,986 1,486,341 900,121 3,685,631

買掛金および未払費用 －  －  (3,400,049) (1,179,573) －  (2,729,812)

兄弟会社に対する債務 －  (297,903) (24,311,100) －  (573,675) (12,126,379)

正味エクスポージャー 134,702 9,488,999 (11,899,910) 828,664 1,572,245 2,240,502

            

 

　香港ドルは米ドルに対するペッグ制が施行されているため、当社は米ドルと香港ドルの為替レート変動の

リスクは重要ではないと考えている。

 

(ⅱ) 感応度分析

 

　以下の表は、他のすべてのリスク変数を一定と仮定した場合に、貸借対照表日現在で当社が多額のエクス

ポージャーを有している為替レートが同日に変更された場合に生じると考えられる当社の税引前利益の瞬
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間的な変動を表している。

 

 2011年 2010年

 
為替レートの
上昇／（下落）

税引前利益への影響
＄

為替レートの
上昇／（下落）

税引前利益への影響
＄

豪ドル 6.26％ 8,431 2.41％ 19,939

 N/A N/A (5.1％) (42,252)

     

日本円 (4.45％) (421,898) (4.61％) (72,470)

     

 

　感応度分析では、為替レートの変動が、貸借対照表日現在で為替リスクのある当社保有の金融商品の再測定

に適用されたと仮定し、機能通貨以外の通貨建である内部取引による債権債務を含めている。感応度分析は、

2010年度と同じ基準で実施されている。

 

(e) 金融資産および負債の公正価値

 

　金融資産および負債の公正価値は、貸借対照表上の帳簿価額と大きな相違はないと考えられる。

 

13　重要な関連当事者取引

 

　本財務書類において別途開示されている取引の他、当社は、通常の営業過程において関連当事者と以下の取引を

行った。
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(a) 受取報酬および支払報酬

 

 注記
2011年
＄

2010年
＄

受取報酬    

受取投資運用報酬 (ⅱ) 95,649,934 28,638,950

受取買戻報酬 (ⅱ) 5,742,781 48,899,511

受取特定報酬 (ⅱ) 17,886,470 40,785,861

受取パフォーマンス報酬 (ⅱ) (204,764) 666,368

    

支払報酬    

支払買戻報酬 (ⅳ) (5,742,781) (48,490,757)

支払販売促進報酬 (ⅲ) (9,383,323) (24,035,430)

支払特定報酬 (ⅲ) (8,503,147) (16,750,431)

支払トレーラー報酬 (ⅴ) (10,905,933) (4,313,147)

支払サブ・マネージャー報酬 (ⅵ) (4,374,187) (592,374)

 

(ⅰ) 当社は以下のファンドの管理会社である。

 

－　米ドル建シティ・アジアン・バリュー＆モメンタム・ファンド（以下「ＣＡＶＡＭＦ」という。）

－　米ドル建シティ・マーケット・アロケーション・ファンド（以下「ＣＭＡＦ」という。）

－　米ドル建元本確保型ダウ・ジョーンズ工業株価平均連動ファンド早期償還条項なし（以下「ファンド・シ

リーズ１」という。）

－　米ドル建元本確保型ダウ・ジョーンズ工業株価平均連動ファンド早期償還条項あり（以下「ファンド・シ

リーズ２」という。）

－　豪ドル建元本確保型日経225連動ファンド早期償還条項なし（以下「ファンド・シリーズ４」という。）

－　円建／日経225連動ファンド(最安値参照/ノックイン型)早期償還条項あり（以下「ファンド・シリーズ

５」という。）

－　円建／日経225連動ファンド(最安値参照/ノックイン型)早期償還条項なし（以下「ファンド・シリーズ

６」という。）

－　円建条件付元本確保型中国Ａ株連動ファンド早期償還条項あり（以下「ファンド・シリーズ７」という。）

－　円建条件付元本確保型中国Ａ株連動ファンド早期償還条項なし（以下「ファンド・シリーズ８」という。）

－　円建条件付元本確保型日経225連動ファンド早期償還条項あり（以下「ファンド・シリーズ９」という。）

－　米ドル建て資源国通貨連動償還時元本確保型ファンド（以下「ファンド・シリーズ10」という。）

－　米ドル建てアジア通貨連動償還時元本確保型ファンド（以下「ファンド・シリーズ11」という。）

－　シティ・カントリー・セレクター 外貨建てシリーズ（米ドル建）（以下「ファンド・シリーズ12」とい

う。）

－　米ドル建て資源国通貨連動ファンド（以下「ファンド・シリーズ13」という。）

－　ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド（円建）（以下「ファンド・シリーズ14」という。）

－　ＣＦＩＭワールド・ＣＢ・ファンド（円建）（以下「ファンド・シリーズ15」という。）

－　ＣＦＩＭニュー・グロース・トライ・アセット・ファンド（円建）（以下「ファンド・シリーズ16」とい

う。）

－　シティＷＧＢＩプラス・ファンド（米ドル建）（以下「ファンド・シリーズ17」という。）
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－　チャイナ・セレクト・ファンド（米ドル建）（以下「ＣＳＦ」という。）

－　チャイナ・ストームライダーズ・ファンド（米ドル建）（以下「ＣＳＲＦ」という。）

－　シティＢＲＩＣコモディティ・ファンド（米ドル建）（以下「ＢＲＩＣ」という。）

－　チャイナ・バランス・ファンド（米ドル建）（以下「ＣＢＦ」という。）

－　シティ80％確保型ダイナミック・アロケーション・ファンド（米ドル建）（以下「ブラックロック」とい

う。）

－　日興プロテクティブ・ファンド・シリーズ－クラスＧおよびＨ（豪ドル建）、ならびにシティ・インベスト

メント・ファンド・シリーズ（バミューダ）－クラスＡ（米ドル建て）（以下総称して「ＮＰＦシリー

ズ」という。）

 

(ⅱ) 当社は、当社の管理下にあるファンドから、以下の報酬を受け取る権利を有している。

 

受取投資運用報酬

 

　ＣＡＶＡＭＦ、ＣＭＡＦ、シリーズ12、シリーズ14からシリーズ17、ＣＳＲＦ、ＣＳＦ、ＢＲＩＣおよびＣＢ

Ｆの受取投資運用報酬は、ファンドの純資産価額の年率0.18％から1.8％で計算される。

 

　シリーズ１から11、シリーズ13およびＮＰＦシリーズの受取投資運用報酬は、発行済受益証券の想定元本

の年率0.2％から0.4％で計算される。

 

受取買戻報酬

 

　当社は、受益者によるファンド受益証券の買戻時に買戻報酬を受け取る権利を有している。シリーズ１か

ら９およびＮＰＦシリーズの受取買戻報酬は、買戻期間により、買戻される受益証券の想定元本の1.85％

を上限として計算される。

 

受取特定報酬

 

　当社は、ファンドの運用に関する特定報酬を受け取る権利を有している。シリーズ５から９およびＮＰＦ

シリーズの受取特定報酬は、発行済受益証券の想定元本の年率0.64％から1.50％で計算される。

 

受取パフォーマンス報酬

 

　ＣＳＦについて、当社は、純資産価額が関連するパフォーマンス期間において覚書に定義されている最高

値を上回る場合に、１口当たり純資産価格の増加額の10％で計算されるパフォーマンス報酬を受け取る権

利を有している。

 

(ⅲ) 当社と、当社の兄弟会社であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・フィナンシャル・プロダクツ

・エルエルシー（以下「ＣＧＭＦＰ」という。）との間で締結された書面による契約に従い、シリーズ５

から９については、販売促進報酬がＣＧＭＦＰに支払われる。

 

ファンドの英文目論見書に従い、ＮＰＦシリーズについては、特定報酬がＡＩＧ－ＦＰポートフォリオ・

マネジメント・リミテッド（以下「ＡＩＧ－ＦＰ」という。）に支払われる。

 

支払販売促進報酬または支払特定報酬の計算方法は、受取特定報酬と同じである。
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(ⅳ) 当社とＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「ＳＮＳ」という。）との間で締結された書面による契約に従い、

シリーズ１から４については、買戻報酬がＳＮＳおよびＳＭＢＣニッコウ・バンク（ルクセンブルグ）エ

ス・エイに支払われる。買戻報酬の計算は当社の裁量による。

 

当社とＣＧＭＦＰとの間で締結された書面による契約に従い、シリーズ５から９については、買戻報酬が

ＣＧＭＦＰに支払われる。支払買戻報酬の計算方法は、受取買戻報酬と同じである。

 

ファンドの英文目論見書に従い、ＮＰＦシリーズについては、買戻報酬がＡＩＧ－ＦＰに支払われる。支払

買戻報酬の計算方法は、受取買戻報酬と同じである。

 

(ⅴ) 当社と販売会社との間で締結された販売契約に従い、ＣＡＶＡＭＦ、ＣＳＲＦおよびＣＳＦについては、ト

レーラー報酬が、当社の兄弟会社であるシティバンク(香港)リミテッドおよびシティバンク・エヌ・エイ

・シンガポールを含む、様々な販売会社に支払われる。トレーラー報酬は、当社と販売会社との間で合意さ

れた金額に基づいて請求される。2011年12月31日に終了した事業年度においてシティバンク(香港)リミ

テッドおよびシティバンク・エヌ・エイ・シンガポールに支払われた支払トレーラー報酬は、9,839,532

香港ドル（2010年度：3,788,216香港ドル）であった。

 

(ⅵ) 当社とＣＳＦおよびＣＢＦのサブ・マネージャーとの間で締結されたサブ・マネジメント契約に従い、サ

ブ・マネジメント報酬が、受取管理報酬純額の50％および（該当する場合には）受取パフォーマンス報酬

の50％で算定され、サブ・マネージャーに支払われる。

 

(b) 支払事務管理報酬

 

　当社は、当社に事務管理や技術的なサポートを提供している当社の兄弟会社であるシティグループ・グローバ

ル・マーケッツ・アジア・リミテッド（以下「ＣＧＭＡＬ」という。）に事務管理報酬を支払った。支払事務管

理報酬は、ＣＧＭＡＬで生じた費用に10％を加算した金額で請求された。2011年12月31日に終了した事業年度に

おけるＣＧＭＡＬへの支払事務管理報酬は、4,206,401香港ドル（2010年度：2,061,143香港ドル）であった。

 

(c) 支払管理報酬

 

　当社は、当社に付帯的な販売サポート・サービスを提供している兄弟会社に管理報酬を支払った。2011年12月

31日に終了した事業年度における支払管理報酬は、18,400,041香港ドル（2010年度：12,112,832香港ドル）で

あった。

 

14　直接の親会社および最終的な支配会社

 

　2011年12月31日現在、取締役会は、当社の直接の親会社は、香港で設立されたシティグループ・グローバル・マー

ケッツ・ホンコン・ホールディングス・リミテッドであるとみなしている。2011年12月31日現在の当社の最終的

な支配会社は、米国で設立されたシティグループ・インクであるとみなされる。同社は米国で一般に認められる会

計原則に基づき連結財務書類を作成しており、公共の使用のために利用可能である。

 

15　公表されているが2011年12月31日に終了した事業年度において未発効の修正、新基準および解釈指針の潜在的影

響
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　本財務書類の公表日までに、ＨＫＩＣＰＡは2011年12月31日に終了した事業年度において未発効で、本財務書類

に適用されていない、多くの修正および５つの新基準を公表した。

 

　当社は、これらの修正が初度適用の期間に及ぼす影響について評価中である。現在までのところ、これらの適用が

当社の経営成績および財政状態に重大な影響を及ぼす可能性は低いと判断されている。

 

 

　　次へ
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（２）【損益計算書】

 

管理会社の損益計算書については、「（１）貸借対照表」の項目に記載した管理会社の包括利益
計算書を御参照ください。
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４【利害関係人との取引制限】

利益相反

受託会社および管理会社の業務は、トラストに対するものに限られず、受託会社および管理会社は、その他

の者に対して、受託会社および管理会社が取り決める条件により類似のまたはその他のサービスを自由に提

供し、またこれにより支払われる報酬またはその他の金銭を、自らの利用および利益のために保持すること

ができる。管理会社は、管理会社がその他の者に類似のサービスを提供する過程において、またはその他の資

格におけるもしくは信託証書に基づくその義務を履行する過程におけるもの以外の何らかの方法によるそ

の業務の過程において、管理会社またはその従業員もしくは代理人の知るところとなった事実または事項に

関する通知により影響を受け、または受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負うことになるとはみな

されない。

適用ある法律および規制に定めるところに従い、信託証書のいかなる記載も、管理会社（または管理会社

が運用するファンドもしくは管理会社の関係者）が以下に掲げることを行うことを妨げるものではない。

（ａ）受益証券の保有者となり、また管理会社が信託証書の当事者でなかった場合に有するものと同

一の権利をもって受益証券の保有、処分またはその他取引を行うこと。

（ｂ）自らの計算において信託財産を構成するいずれかの投資対象と同一または類似の投資対象を

買付け、保有しおよび取引すること。ただし、受託会社が、管理会社（または管理会社が運用する

ファンドもしくは管理会社の関係者）から資産を買付けまたは管理会社（または管理会社が運

用するファンドもしくは管理会社の関係者）に対して信託財産を構成する資産を売付ける場

合、関連するサブ・ファンドは、公開市場で、同一の規模および同一の性質の取引が信頼性のあ

る相手方との間に行われる際に関連する市場において利用可能な最良の条件をもって取引を実

行した場合より劣位の条件には置かれないものとする。

（ｃ）（前項（ｂ）項に定めるところに従い）受託会社との間に金融取引、銀行取引もしくはその他

の取引またはいずれかの受益者または信託財産を構成する証券を有するいずれかの者との間に

当該取引を契約しもしくは締結すること、またはかかる契約もしくは取引に関与すること。管理

会社（または管理会社が運用するファンドもしくは管理会社の関係者）は、いかなる場合も受

益者および受託会社に対する管理会社の義務に基づき、関連する当事者間の関係のみを理由と

してかかる契約または取引に関して説明することを要求されないものとする。

（ｄ）管理会社のいずれかの取締役もしくはパートナーまたは当該取締役の関係者のいずれかの取

締役もしくはパートナーが利害関係を有すると管理会社が認識する信託財産に関して、受託会

社との間に、または受託会社のために取引を行うこと。ただし、当該利害関係の性質が最初に受

託会社に対して開示されることを条件とする。

 

５【その他】

（１）定款の変更

総会の特別決議により、管理会社の通常定款は変更することができる。

（２）事業譲渡または事業譲受

該当なし。

（３）出資の状況

該当なし。

（４）訴訟事件その他の重要事項

　本書提出前１年以内において、管理会社およびファンドに重要な影響を与えまたは与えることが

予想される事実はない。

　管理会社の会計年度は、12月末日に終了する１年である。

　管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によりいつでも解散することができ

る。
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第２【その他の関係法人の概況】

 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）CIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド

（「受託会社」）

（イ）資本金の額

平成25年２月末日現在、2,592万米ドル（約23億9,786万円）

（ロ）事業の内容

　CIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドは、ケイマン諸島の法律に

基づき設立され、また存続する会社である。受託会社は、世界有数の規模の銀行の一つであるカナダ帝

国商業銀行が91.67％の株式を保有している子会社であるCIBCファースト・カリビアン・インターナ

ショナル銀行の完全子会社である。1965年に設立された受託会社は、ケイマン諸島における有数の完

全に統合された銀行および信託会社の一つであり、銀行業、信託業および投資業のすべての分野の業

務を提供している。受託会社は、適式に設立され、有効に存続しており、ケイマン諸島の銀行および信

託会社法（2009年改正）の規定に基づく業務を引受けることについて認可を得ている。同社は、

ミューチュアル・ファンド法の規定に基づくミューチュアル・ファンドの管理者の免許も受けてい

る。

（２）ＳＭＢＣ日興ルクセンブルク銀行株式会社（「保管会社」、「管理事務代行会社」）

（イ）資本金の額

平成25年３月末日現在、9,015万4,448ユーロ（約109億6,729万円）

（注）ユーロの円換算額は、便宜上、平成25年２月28日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売

買相場の仲値（１ユーロ＝121.65円）による。以下同じ。

（ロ）事業の内容

　ＳＭＢＣ日興ルクセンブルク銀行株式会社は、1974年２月14日に株式会社（Société Anonyme）と

してルクセンブルグにおいて設立された。同社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の子会社である。

（３）シティグループ証券株式会社（「代行協会員」）

（イ）資本金の額

平成25年３月末日現在、963億700万円

（ロ）事業の内容

　金融商品取引法に基づく登録を受け、日本において金融商品取引業を行っている。同社の主たる業務

は、投資銀行業務、セールス・アンド・トレーディング業務、リサーチ業務である。同社はまた、外国投

資信託の日本における販売の取扱いを行っている。

（４）シティバンク銀行株式会社（「販売会社」）

（イ）資本金の額

平成25年12月末日現在、1,231億円

（ロ）事業の内容

　シティバンク銀行株式会社は、日本の法律に基づき設立された法人である。シティバンク銀行は、シ

ティグループの日本における中核事業の一角として、広く個人のお客様への銀行業務を提供する個人

金融部門と、法人のお客様にサービスを提供する法人金融部門の２つの部門にて銀行業務を展開して

いる。シティバンク銀行は、平成25年１月１日現在、38拠点にて業務を展開している。

EDINET提出書類

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

134/180



２【関係業務の概要】

（１）CIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド

　CIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドは、トラストの受託会社であ

る。

　受託会社は、以下に掲げる事項を条件として、法律または信託証書に基づき付与された権利、特典、機

能、職務、信託および裁量の全部または一部をいずれかの人、機関、団体または法人（管理会社を含むが

これに限られない。）に対して委託する機能を有する。

（ａ）受託会社は、管理会社に対して、当該委託が生ずる前または当該委託の発生後合理的期間内に当

該委託について通知するものとする。

（ｂ）受託会社は、各当該委託先が（適用ある限り）信託証書の規定を遵守することを確保するためそ

の合理的な努力のすべてを用いるものとする。

（ｃ）かかる者との間の書面による契約においては、同契約に基づく求償権が関連するサブ・ファンド

の信託財産のみに制限され受託会社の自己勘定の資産に及ばないように制限する旨の条項が含

まれているものとする。

 

　受託会社は、いずれの委託先または再委託先の行動を監督することを義務付けられておらず、また、当

該損失が受託会社の現実の詐欺または故意の不履行の結果発生した場合を除き、いずれかの委託先また

は再委託先の作為または不作為を理由として発生したトラスト（いずれかのサブ・ファンドを含む。）

の損失について一切責任を負うことはない。

　受託会社は、いかなる時においても、いかなる原因によるものであっても、あるサブ・ファンドの信託

財産もしくはその一部もしくはその収益について発生し、またはこれらが被った損失、損害、請求、経費

または費用に関して責任を負わない。ただし、かかる損失または損害が受託会社自身の現実の詐欺また

は故意の不履行によって生じた場合はこの限りではない。

　受託会社は、トラストに関する潜在的な債権者との間のいかなる取引においても、支払義務が生じ、か

つ当該債権者に対して支払われるべき負債、債務または責任を履行するために当該債権者が関連するサ

ブ・ファンドの資産のみに対して求償権を有することを確保する。

　受託会社は、受託会社に対して、当該サブ・ファンドの受託会社として提示され、発生しまたは被った

いかなる訴訟、手続、責任、経費、請求、損害、費用（一切の訴訟費用、専門家費用およびその他類似の費用

を含む。）のすべてまたはこれらのいずれかに対して、関連するサブ・ファンドの信託財産から補償を

受ける。上記にかかわらず、

（ａ）受託会社は、あるサブ・ファンドの信託財産から、その他のサブ・ファンドに関連して発生した

責任について補償を受ける権利を有さない。

（ｂ）ケイマン諸島の裁判所によって受託会社またはその関連会社およびこれらの取締役、役員または

従業員の現実の詐欺または故意の不履行の結果生じたものであると認定された受託会社が被っ

た訴訟、手続、責任、経費、請求、損害、費用または要求に関しては、受託会社が補償を受けることは

できない。

　受託会社は、管理会社および全受益者に90日以上前の事前の通知を行うことにより退任することがで

きる。かかる退任は、後任の受託会社の選任後にのみ効力を生ずる。受益者は、受益者決議による承認を

得た上で、いつでも受託会社を解任し、後任の受託会社を指定することができる。

 

（２）ＳＭＢＣ日興ルクセンブルク銀行株式会社

　受託会社は、トラストの管理事務代行会社および名義書換代理人としてＳＭＢＣ日興ルクセンブルク

銀行株式会社を選任した。管理事務代行契約の条項に基づき、管理事務代行会社は、とりわけ、トラスト

の一切の日常管理事務を遂行し、トラストに対して名義代理人の業務を提供しもしくはその提供を確保

し、受益証券の純資産価額ならびに申込価格および買戻価格を決定し、また各サブ・ファンドの計算書

類を維持する職務を履行する。

　管理事務代行会社は、関連するサブ・ファンドに関して管理事務代行契約に基づく管理事務代行会社

の義務の履行によって発生し、またはこれに関連する管理事務代行会社またはその株主、取締役、役員、
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使用人、従業員および代理人に対してなされ、もしくは提起され、またはこれらの者が被ったいずれかま

たは一切の訴訟、訴訟手続、請求、要求、債務、損失、損害、経費および費用（弁護士費用および専門家費用

ならびにこれらに合理的に発生し、またはこれらに類する費用を含む。）（管理事務代行会社の不履行、

不誠実、現実の詐欺または管理事務代行契約に基づく当該サブ・ファンドに関連する管理事務代行会社

の義務の履行における無思慮に起因するものを除く。）につき、当該サブ・ファンドの資産から補償を

受ける権利を有する。管理事務代行契約は、管理事務代行会社により、受託会社に対する90日以上前の事

前の書面による通知を行うことにより（その逆の場合も含む。）または当該契約に記載されるその他の

状況において終了することができる。

　受託会社は、各サブ・ファンドの資産の保管会社としてＳＭＢＣ日興ルクセンブルク銀行株式会社を

選任した。

　受託会社は、関連するサブ・ファンドに関していずれかの第三者が被る損失または損害（保管会社の

故意の不履行または過失に起因するものを除く。）につき保管会社に対して行われ得る一切の請求およ

び要求（かかる請求および要求より発生しもしくはこれに付帯する経費および費用を含む。）に対し

て、各サブ・ファンドの資産から保管会社を補償する。保管契約は、受託会社または保管会社のいずれか

により、相手方に対する90日以上前の事前の書面による通知を行うことによりまたは当該契約に記載さ

れるその他の状況において終了されることができる。

 

（３）シティグループ証券株式会社

　日本における代行協会員業務を行う。

 

（４）シティバンク銀行株式会社

　日本における受益証券の募集に関し、サブ・ファンドの受益証券の日本における販売・買戻業務を行

う。

 

３【資本関係】

提出者、代行協会員および日本における販売会社は、シティグループ・インクの子会社である。
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第３【投資信託制度の概要】

 

１．　ケイマン諸島における投資信託制度の概要

 

1.1 　ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独法は存在

しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内においてまたはケ

イマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行・信託会社法（2009年改訂）の下で規制されており、

ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の

業務提供者は、銀行・信託会社法（2009年改訂）、会社管理法（2003年改訂）または地域会社（管理）法

（2007年改訂）の下で規制されていた。

1.2 　ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くのユニッ

ト・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概して連合王国に

籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー（以下「設立計画推進者」という。）として設立

されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となっ

て、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシップを設定した。

1.3 　2012年6月30日現在、活動中の規制を受けているオープン・エンド型投資信託の数は10,871であった。

1.4 　ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会（マネー・ロンダリング）およびオフショア・バンキング監督者グ

ループ（銀行規制）のメンバーである。

 

２．　投資信託規制

 

2.1 　1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法（2012年改訂）（以下「ミュー

チュアル・ファンド法」という。）は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投

資信託管理者に対する規則を制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュア

ル・ファンド法のもとにおける規制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社

のマネージャーをも監督しており金融庁法（2011年改訂）（以下「金融庁法」という。）

により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁（以下「CIMA」という。）が、

ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。ミューチュアル・

ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。

2.2 　投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパート

ナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われて

おり、投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投

資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにす

る目的もしくは効果を有するものと定義されている。

2.3 　ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受

益権に関する投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社も

しくはジェネラル・パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマ

ン諸島外で設立され、ケイマン諸島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託であ

る。

 

３．　規制を受ける投資信託の三つの型
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3.1 　免許投資信託

　　　この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を記述した法定

の様式（MF3）による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268米ドルの手数料が納入

されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性を有した

健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方法で行われると考

えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受

託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有す

る機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投

資信託に適している（下記第3.2項参照）。

3.2 　管理投資信託

　　　この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を指定する。

同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細

を要約した法定様式（MF2およびMF2A）とともにCIMAに対して提出されなければならない。投資信託管理者

は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健

全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われること、および投

資信託がケイマン諸島において設立または設定されていない場合には、CIMAにより承認された国または領土

において設立または設定されていることを満たしていることが要求される。当初手数料および年間手数料は

4,268米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信託（もしくはいずれかの設立計画

推進者、その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー）がミューチュアル・ファンド法に違反し

ており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動している

ものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。

3.3 　登録投資信託（第4条3項投資信託）

(a) 規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。

(ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの

(ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの

(ⅲ)投資信託が（ミューチュアル・ファンド法で定義される）マスター・ファンドであり、下記のいずれ

かに該当するもの

(A) 一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または

(B) 受益権が公認の証券取引所に上場されているもの

(b) 上記の(ⅰ)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をCIMAに対し

て届け出なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。

上記の(iii)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託は、マスター・ファンドの

一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず（MF4様式）、かつ3,049米ドルの当初手数料およ

び年間手数料を支払わなければならない。

 

４．　投資信託の継続的要件

 

4.1 　いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否かの判断

を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発行しなければ

ならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的

なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変更、例えば、取締役、受託会社、

ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合には改訂目論見書を提出する義務を負って

いる。
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4.2 　すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月以内に監査済み

会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情

報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。

(a) 投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合

(b) 投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散

し、またはそうしようと意図している場合

(c) 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している

場合

(d) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合

(e) ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリ

ング防止規則（2010年改訂）または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している

場合

4.3 　すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときはこれを

CIMAに通知しなければならない。

4.4 　2006年12月27日に効力を生じた2006年投資信託（年次申告書）規則に従って、すべての規制投資信託は、投資

信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を含んだ正確で完全な申告

書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可することができる。申告書は、投資

信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出

されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査

人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提

出された申告書の正確性または完全性については法的義務を負わない。
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５．　投資信託管理者

 

5.1 　免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類

型がある。ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そ

のいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のす

べてを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしく

は受託会社または投資信託の取締役を提供することを含むものとし、管理と定義される。

5.2 　いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、か

つ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、マネージャーまたは

役員として適格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければ

ならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およ

びその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。

かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、

最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課

されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有してい

るか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有

さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。

5.3 　投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、上記第

3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。

5.4 　制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為する

ことができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型

は、ケイマンに投資信託・マネジャーの会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に

関連した一連のファミリー・投資信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件として

関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者

は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資

信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファンド

法第4(3)条（上記第3.3項参照）に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・

ファンド法第4(4)条（上記第2.3項参照）に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受け

なければならない。

5.5 　投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か

月以内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程

で投資信託管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当する

と疑う理由があるときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。

(a) 投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合

(b) 投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権

者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようと意

図している場合

(c) 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している

場合

(d) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合

(e) ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリ

ング防止規則（2010年改訂）または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している

場合
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5.6 　CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを

提供することを要求することもできる。

5.7 　投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更について

はCIMAの承認が必要である。

5.8 　非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488

米ドルであり（管理する投資信託の数による。）、また、制限的投資信託管理者の支払う当

初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間

手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり（管理する投資信託の数による。）、ま

た、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
 

６．　ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

 

　　　ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。

 

6.1 　免除会社

(a) 最も一般的な投資信託の手段は、会社法（2012年改訂）に従って通常額面株式を発行する（無額面株式

の発行も認められる）伝統的有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除

会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。

(b) 設立手続には、会社の基本憲章の制定（会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、および内

部統制条項を記載した基本定款および定款）、基本定款の記名者による署名を行い、これをその記名者の

簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提出することを含

む。

(c) 存続期限のある/存続期間限定会社　－　存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上（例え

ば米国）非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能である。

(d) 投資信託がいったん登録された場合、会社法（2012年改訂）の下での主な必要要件は、以下のとおり要約

される。

(ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。

(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを会

社登記官に提出しなければならない。

(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならない。

(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することがで

きる。

(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。

(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明する

ために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。

(e) 会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモン・ロー上

の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなければならない。

(f) 会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。

(g) 額面株式または無額面株式の発行が認められる（ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方を発

行することはできない。）。

(h) いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。

(i) 株式の買戻しも認められる。

(j) 収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償還ま
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たは買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業の過程で支

払時期が到来する債務を支払うことができる（すなわち、支払能力を維持する）ことを条件とする。

(k) 会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から分配

金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務を支払

うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。

(l) 免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマン諸島

の当局が与える本約定の期間は20年間である。

(m) 会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、所定の期

間内に会社登記官に報告しなければならない。

(n) 免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなければな

らない。

6.2 　免除ユニット・トラスト

(a) ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れられや

すく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。

(b) ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する受託

者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。

(c) ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行・信託会社法（2009年改訂）に基づき信託会社

として免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人

受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受ける。

(d) ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法の相当

程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法（2011年改訂）は、英国の1925年受託者法を

実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、（受益者である）投資者の利益の

ために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、信託資

産の持分比率に応じて権利を有する。

(e) 受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および責任の詳

細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。

(f) 大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書およびケイマ

ン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を（限られた一定の場合を除き）受益者としない

旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。

(g) 免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得すること

ができる。

(h) ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。

(i) 免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。

6.3 　免除リミテッド・パートナーシップ

(a) 免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルにおいて一般的に用い

られる。

(b) リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似している。そ

れは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基

礎を置き、今日では他の法域（特に米国）のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面を組み込んでい

るケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法（2012年改訂）である。

(c) 免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラル・

パートナー（その一人はケイマン諸島の居住者であるか、同島において登録されているかまたは同島で
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設立されたものでなければならない。）およびリミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド

・パートナーシップ法（2012年改訂）により登録されることによって形成される。登録はジェネラル・

パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うこと

によって有効となる。

(d) ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシップの

業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態（例えば、リミテッド・パートナーが業務の

運営に積極的に参加する場合）がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機

能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。

(e) ジェネラル・パートナーは、誠意をもってパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負って

いる。また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法（2011年改訂）の下での、ジェネラ

ル・パートナーシップの法理が適用される。

(f) 免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。

(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。

(ⅱ)出資額および譲渡の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を登録事務所に維持する。

(ⅲ)リミテッド・パートナーによるリミテッド・パートナーシップの権利に対する担保設定の詳細を示

す担保記録簿を登録事務所に維持する。

(g) リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業務と財

務状況について完全な情報を求める権利を有する。

(h) リミテッド・パートナーシップの権利は、パートナーシップを解散せずに買い戻すことができる。ただ

し、パートナーシップが支払不能にならないことを条件とする。パートナーシップが支払不能となったと

きは、上記買い戻しは6か月以内に取り消しすることができる。

(i) 免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定を得

ることができる。

(j) 免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パート

ナーシップ登記官に対して通知しなければならない。

(k) 免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定申告書

を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。

 

７．　ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁（CIMA）による規制

と監督

 

7.1 　CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定

する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。

7.2 　規制投資信託の運営者（すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・

パートナー）は、上記1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守さ

れていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰

金および所定の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき

500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。

7.3 　ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違

反して事業を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、

CIMAは、その者に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求

できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。

7.4 　何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン
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諸島ドルの罰金に処せられる。

7.5 　第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招く

ものであることを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供し

てはならない。この規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に

処せられる。

7.6 　投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に

違反して事業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、

CIMAは、（高等裁判所の管轄下にある）グランドコート（以下「グランドコート」とい

う。）に投資信託の投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請するこ

とができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。

7.7 　CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいず

れかの行為またはすべての行為を行うことができる。

(a) 規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合

(b) 規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとしてい

る場合、または自発的にその事業を解散する場合

(c) 免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おう

としている場合

(d) 規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合

(e) 規制投資信託の取締役、マネージャーまたは役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か

つ正当な者ではない場合

7.8 　第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させる

ために、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不

履行の理由を確認するものとする。

(a) CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること

(b) 会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること

(c) 所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと

(d) CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出すること

7.9 　第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。

(a) 第4(1)(b)条（管理投資信託）または第4(3)条（第4(3)条投資信託）に基づき投資信託について有効な

投資信託の許可または登録を取り消すこと

(b) 投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、それらの

条件を改定し、撤廃すること

(c) 投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること

(d) 事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること

(e) 投資信託の事務を支配する者を選任すること

7.10　CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護

するために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように

命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申請することができる。

7.11　CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合

は、CIMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信

託の投資者に対して知らせるものとする。

7.12　第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選
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任されるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。

7.13　第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために

運営者を排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。

7.14　第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。

7.15　第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うも

のとする。

(a) CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。

(b) 選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄につい

ての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告をCIMAに対

して行う。

(c) 第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をCIMAに

対して提供する。

7.16　第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守

しない場合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行して

いない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。

7.17　投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執る

ことができる。

(a) CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること

(b) 投資信託が会社の場合、会社法（2012年改訂）の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律

の規定に従い解散されるように申し立てること

(c) 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため受託

会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること

(d) 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令を求

めてグランドコートに申し立てること

(e) また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適切と考える

行為をとることができる。

7.18　CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために

必要と考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように

命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。

7.19　規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第

7.9(a)項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものと

みなす。

7.20　グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所

は受託会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることがで

きる。

7.21　CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行

うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解

したときは、第4(1)(b)条（管理投資信託）または第4(3)条（第4(3)条投資信託）に基づき

投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
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８．　投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

 

8.1 　CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間

内にCIMAに対し提出するように指示することができる。

8.2 　免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者

は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資

信託管理者が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑

に処せられる。

8.3 　ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると信じ

る合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法による義務

を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。

8.4 　何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に

処せられる。

8.5 　第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである

ことを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規定に違

反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。

8.6 　CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者の資産

を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グランドコート

はかかる命令を認める権限を有する。

(a) ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ

(b) 同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。

8.7 　CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付さ

れるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。

8.8 　CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措

置をとることができる。

(a) 免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合

(b) 免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の

債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしよう

と意図している場合

(c) 免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまたはそ

のように意図している場合

(d) 免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。

(e) 免許投資信託管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者が、各々の地位に就くに

は適正かつ正当な者ではない場合

(f) 上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うには適

正かつ正当な者ではない場合

8.9 　CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払

うために、CIMAは、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をな

し、かつ確認するものとする。

(a) 免許投資信託管理者の以下の不履行

(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信託に関

し所定の年間手数料を支払うこと

(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
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(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること

(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと

(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること

(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること

(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと

(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること

(b) CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること

(c) CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任すること

(d) CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること

8.10　第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りで

ある。

(a) 投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること

(b) その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消すこ

と

(c) 管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること

(d) 管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること

(e) 投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること

8.11　CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管

理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者

の利益を保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行う

ことができる。

8.12　第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選

任されるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金

額となる。

8.13　第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管

理者の債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために（管財人、清算人を除

く）他の者を排除して投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有す

る。

8.14　第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる

権限をも含む。

8.15　第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者

は、以下の行為を行うものとする。

(a) CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して提供

する。

(b) 選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理について実行

する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に関する推奨

をCIMAに対して行う。

(c) 第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をCIMAに

対して提供する。

8.16　第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、

(a) 第8.15項の義務に従わない場合、または

(b) 満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選任を取り
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消しこれに替えて他の者を選任することができる。

8.17　免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の

措置を執ることができる。

(a) CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること

(b) 投資信託管理者が会社の場合、会社法（2012年改訂）の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社

が法律の規定に従い解散されるように申し立てること

(c) CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為をとるこ

とができる。

8.18　CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者

の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置を

とるように命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。

8.19　CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理

者の免許を取り消すことができる。

(a) CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてしまっ

ているという要件を満たした場合

(b) 免許の保有者が、解散、または清算に付された場合

8.20　免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合

で、CIMAが第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシッ

プは解散されたものとみなされる。

8.21　投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行・信

託会社法（2009年改訂）によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の

程度はミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
 

９．　ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

 

9.1 　下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送

達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。

(a) 規制投資信託

(b) 免許投資信託管理者

(c) 規制投資信託であった人物、または

(d) 免許投資信託管理者であった人物

9.2 　解散のための申請に関する書類および9.1(a)項から9.1(d)項に規定された人物またはそれ

ぞれの債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。

9.3 　CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。

(a) 9.1(a)項から9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること

(b) 仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること

(c) 当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること

9.4 　執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファ

ンド法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行わ

れようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官

はCIMAまたは警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以

下のことを授権する令状を発行することができる。

(a) 必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
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(b) それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること

(c) 必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をすること

(d) ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われようと

していることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること

(e) ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われようと

していることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実際的でない

場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと

9.5 　CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、

写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが

持ち去られた場所に返還すべきものとする。

9.6 　何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならな

い。この規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。

 

10．　CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

 

10.1　ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を開示すること

ができる。

(a) ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。

(b) 投資信託に関する事柄

(c) 投資信託管理者に関する事柄

ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実行する過程で

取得したもので次のいずれかの場合に限られる。

(a) CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合

(b) 例えば秘密関係（保護）法（2009年改訂）、犯罪収益に関する法律（2008年）または薬物濫用法（2010

年改訂）等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可

された場合

(c) 開示される情報が投資者の身元を開示することなく（当該開示が許される場合を除く）、要約または統

計的なものである場合

(d) ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当該当

局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている当局が更な

る開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とする。

(e) 投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命もしく

は職務に関連する法的手続を目的とする場合

 

11．　ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務

 

11.1　過失による誤った事実表明

　　　販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売

書類の内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、

例えば（場合に応じ）ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を

課している。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責

任を負うことが受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可能にするで

あろう。
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11.2　意図的不実表明

　　　事実の不実表明（約束、予想、または意見の表明でなくとも）に関しては、不法行為の民事責

任も生じうる。この分脈においては「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらま

たは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一

般的に解されている。

11.3　契約法（1996年改訂）

(a) 契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に（意図的に）行われていれば責任が生じたであろう場合に

は、契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実

であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの

限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与えるも

のである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認することを裁

判所に対して認めている。

(b) 一般的に、関連契約はファンド自身（または受託会社）とのものであるため、ファンド（または受託会

社）は、次にそのマネージャー、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアドバイザーに

対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。

11.4　欺罔に対する訴訟提起

(a) 損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し（契約上でなく不法行為上の民事請求権）、以下

を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。

(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。

(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。

(b) 「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて

注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。だます意図があったことまたは不実の

表明が投資者が受益権を購入するよう誘引された唯一の原因であったことを証明する必要はない。

(c) 情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れなかっ

たために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の表明が

あったときは、不実の表明となりうる。

(d) 表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でなく

なったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうから、欺

罔による請求権を発生せしめうる。

(e) 事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現によっ

ては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。

11.5　契約上の債務

(a) 販売書類もファンド（または受託会社）と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もしそれ

が不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、設立計画

推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。

(b) 一般的事柄としては、当該契約はファンド（または受託会社）そのものと締結するので、ファンドは取締

役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっても、申込者

が請求する相手方当事者は、ファンド（または受託会社）である。

11.6　隠された利益および利益相反

　　　ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者

との間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されてい

るときはこの限りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属す
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る。

 

12．　ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

 

12.1　刑法（2010年改訂）第257条

　　　会社の役員（もしくはかかる者として行為しようとする者）が株主または債権者を会社の事

項について欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、

欺罔的であるような声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問

われるとともに7年間の拘禁刑に処せられる。

12.2　刑法（2010年改訂）第247条、第248条

(a) 欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪に問わ

れるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。

(b) 他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共に10

年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取得したも

のとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可能にすること

を含む。

(c) 両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、欺罔を用

いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。

12.3　秘密関係（保護）法（2009年改訂）第5(3)条

　　　秘密情報を保有している者で、これを許可なく個人的利益のためまたは他の者のため使用す

る者は、罪に問われるとともに4年間の拘禁刑に処せられ、さらに1万ケイマン諸島ドルの罰

金および発生した利益に相当する罰金を課される。

 

13．　清　算

 

13.1　会　社

　　　会社の清算（解散）は、会社法（2012年改訂）、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠

する。清算は、自発的なもの（すなわち、株主の議決に従うもの）、または債権者、出資者

（すなわち、株主）または会社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的

な解散は、後に裁判所の監督の下になされることになることもある。CIMAも、投資信託また

は投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する（参照：上記

第7.17(b)項および第8.17(b)項）。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配

される。

13.2　ユニット・トラスト

　　　ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解

散すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。（参照：第7.17(c)項）

剰余資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って分配される。

13.3　リミテッド・パートナーシップ

　　　免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法（2012

年改訂）およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させる

べしとの命令（参照：第7.17(d)項）を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余

資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定に従って分配される。

　　　ジェネラル・パートナーは解散後、パートナーシップを解散する法的責任を負っている。

13.4　税　金
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　　　ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン

諸島の投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との

間でも二重課税防止条約を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パー

トナーシップは、将来の課税に対して誓約書を取得することができる（上記第6.1(l)項、第

6.2(g).7項および第6.3(i)項参照）。
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14．　一般投資家向け投資信託（日本）規則（2007年改正）

 

14.1　一般投資家向け投資信託（日本）規則（2007年改正）（一般投資家向け投資信託（日本）

規則（2012年改正）により改正済。）（以下、総称して「本規則」という。）は、日本で公衆

に向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本

規則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4条

(1)(a)項に基づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売さ

れることが予定されている信託、会社またはパートナーシップである投資信託をいう。日本

国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在

し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資

信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向け投資信

託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択（当該

選択は撤回不能である）をすることができる。

14.2　CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適

用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行

わねばならない。

14.3　本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけてい

る。具体的には証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の

純資産価額および証券の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行

条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査

人の任命などが含まれる。

14.4　一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて

管理事務代行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。

14.5　一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそ

れ以前の日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければ

ならない。年次報告書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛

り込まなければならない。

14.6　また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資

家向け投資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般

投資家向け投資信託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限お

よび設立文書を遵守していること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような

運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本

規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナー

シップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は会社の取

締役をいう。

14.7　管理事務代行会社

(a) 本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めている。

かかる職務には下記の事項が含まれる。

(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の発

行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること

(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公表さ

れるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価格が
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計算されるようにすること

(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保する

こと

(ⅳ)本規則、会社法（2012年改訂）およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信

託の運営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること

(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること

(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家名

簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること

(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づけ

られた投資家名簿が確実に管理されるようにすること

(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当該

投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること

(b) 本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投資制

限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投資信託

の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の業務また

は投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の運営者に書面で報

告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。

(c) 管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、および

一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知し

なければならない。

(d) 管理事務代行会社はケイマン諸島または別表3の領域で設立され、または適法に事業を営んでいる者にそ

の職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任務の履行

に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出る

とともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。「別表3の領域」と

は、マネー・ロンダリング防止規則（2010年改訂）の別表3に記載するリストに含まれている法域をい

う。

14.8　保管会社

(a) 一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、別表3の領域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受け

ている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託

は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知しなけ

ればならない。

(b) 本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する書類

を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契約により規

定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および運営者の指示

を実行することを定めている。

(c) 保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取りおよび

充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収益の送金、当

該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する写しおよび情報

を請求する権利を有する。

(d) 保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的な技

量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1か月前まで

に書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを提供する副保
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管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベルで監督し、各副

保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に調査しなければなら

ない。

14.9　投資顧問会社

(a) 一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、別表3の領域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、

または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、「投

資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供する目的で、一般投

資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事業体をいう。かかる事業

体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイ

マン諸島の証券投資業法（2011年改正）の別表2第3項に規定される活動が含まれる。

(b) 投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者に当該

変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用する各一

般投資家向け投資信託の運営者（すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パート

ナー）の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面でCIMAに通知す

ることが要求される。

(c) 本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつとして

投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務には下記

の事項が含まれる。

(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約

に従って確実に充当されるようにすること

(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に送

金されるようにすること

(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実

に充当されるようにすること

(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載される

当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること

(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必要

な情報および指示を合理的な時に提供すること

(d) 本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問業務を

行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資制限が適用

されている。

(e) 投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・トラ

ストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。

(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空売

りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空

売りを行ってはならない。

(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託の

純資産の10％を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、

(A) 特殊事情（一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集

団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。）において、12か月を超えない期間に限

り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、

(B) 1 　当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
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不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、

2 　投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家

向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判

断する場合、

本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。

(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社（投資会社を除く。）

の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50％を超えることになる場合、当該会社の議

決権付株式を取得してはならない。

(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得直後

に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の

15％を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資対

象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当該

投資対象の取得を制限されないものとする。

(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の資

産の適切な運用に違反する取引（投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益

を図る取引を含むが、これらに限られない。）を行ってはならない。

(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。

(f) 一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のために引

受けてはならない業務を以下の通り定めている。

(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社（投資会社を除く。）の株式総数

が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50％を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式

を取得してはならない。

(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。

(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の資

産の適切な運用に違反する取引（当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社も

しくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。）を行ってはならない。

(g) 上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧問会社

が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまた

はその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象を取得することを妨

げないことを明記している。

(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームである

場合

(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体のグ

ループの一部を構成している場合

(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する特別

目的事業体である場合

(h) 投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にその他

の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社が履行する

業務に関して責任を負う。

14.10　財務報告

(a) 本規則パートVIは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託は、各

会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、ミューチュア
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ル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務諸表については当

該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足りる。

(b) 投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、目論

見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。

(c) 本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めている。

14.11　監　査

(a) 一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1か月前

までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を変更する場合

は事前にCIMAの承認を得なければならない。

(b) 一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報告書

を公表または配付してはならない。

(c) 監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監査報告

書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。

(d) 監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければなら

ない。

14.12　目論見書

(a) 本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4条(1)および第4条(6)に従ってCIMAに届け出られる

一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に重大な変更が

あった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書は当該投資信託の登

記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所において無料で入手す

ることができなければならない。

(b) ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の目論

見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。

(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登記

上の住所

(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日（存続期間に関する制限の有無を表示する）

(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述

(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日

(ⅴ)監査人の氏名および住所

(ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重

大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所

(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細（該当する場

合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む）

(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細（通貨、議決権、清算または解散の状況、券面、名簿

への記録等に関する詳細を含む）

(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述

(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件

(ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状

況

(ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明

(ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投

資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に
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関する記述

(ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明

(ⅹⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定（取引の頻度を含

む）に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明

(ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびそ

の他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計

算に関する情報

(ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関

する説明

(ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も

しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合（または登録し、もしくは免許を取得

する予定である場合）、その旨の記述

(ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細

(ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則

(ⅹⅹⅰ)以下の記述

「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンス

または信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあ

たり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意

見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」

(ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社（管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主た

る営業所の住所または両方の住所を含む）

(ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社（下記事項を含む）

(A) 保管会社および副保管会社（該当する場合）の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住

所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所

(B) 保管会社および副保管会社の主たる事業活動

(ⅹⅹⅳ)投資顧問会社（下記事項を含む）

(A) 投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしく

は主たる営業所の住所または両方の住所

(B) 投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定

(C) ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第４【参考情報】

 

当該会計年度中、サブ・ファンドについては、以下の書類が関東財務局長に提出されている。

 

2012年４月27日　有価証券報告書（第１期）

2012年７月31日　半期報告書（第２期中）

 

 

第５【その他】

 

該当事項なし。
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≪別紙Ａ　定義≫

 

文脈上別異に解すべき場合を除き、本書において、以下の用語は、それぞれ以下に定める意義を有する。

 

管理事務代行契約 受託会社、管理会社および管理事務代行会社の間の2008年

11月19日付で締結された管理事務代行契約をいう。

 

管理事務代行会社 トラストの管理事務代行会社としてのＳＭＢＣ日興ルク

センブルク銀行株式会社をいう。

 

代行協会員 管理会社の日本における代行協会員としてのシティグ

ループ証券株式会社をいう。

 

代行協会員契約 管理会社と代行協会員との間の2010年10月15日付で締結

された契約をいう。

 

申込書 管理会社または管理事務代行会社より入手可能な受益証

券の申込みの様式をいう。

 

実質保有者 いずれかの受益証券に関して、当該受益証券の実質的な保

有者をいう。

 

営業日 東京、ロンドン、ニューヨーク、香港、ルクセンブルグおよ

びサンパウロで商業銀行が通常の銀行業務を行っている

日（土曜日、日曜日または公休日を除く。）および／また

は管理会社が（その絶対裁量において）随時書面により

指定するその他の日をいう。

 

計算代理人 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、２　投資方

針、（１）投資方針、本債券」の項において定義されると

ころによる。

 

計算金額 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、２　投資方

針、（１）投資方針、本債券」の項において定義されると

ころによる。

 

払込日 2010年11月30日をいう。

 

保管会社 各サブ・ファンドの資産の保管会社としてのＳＭＢＣ日

興ルクセンブルク銀行株式会社をいう。

 

保管契約 受託会社および保管会社の間の2008年11月19日付で締結

された保管契約をいう。
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販売会社 日本における受益証券またはその実質的権利の販売会社

としてのシティバンク銀行株式会社をいう。

 

ユーロ 1992年２月７日にマーストリヒトで締結された欧州連合

条約に従って単一通貨を採用している欧州連合の加盟国

の共通通貨をいう。

 

適格投資家 （ｉ）米国の居住者、米国において設立されもしくは存続

するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立さ

れもしくは米国において存続する法人、信託もしくはその

他の主体、（ⅱ）ケイマン諸島に所在または居住する者ま

たは法人（慈善信託もしくは慈善権限の対象者またはケ

イマン諸島の免除もしくは非居住会社を除く。）、（ⅲ）

適用ある法律に違反することなく受益証券の申込みまた

は保有を行うことができない者、法人または団体、または

（ⅳ）上記（ｉ）から（ⅲ）に記載される者、法人もしく

は団体の保管会社、名義人もしくは受託会社、のいずれに

も該当しない者、法人または団体または管理会社がサブ・

ファンドに関して随時決定し、受託会社に通知するその他

の者、法人もしくは団体をいう。

 

金融商品取引法 日本の金融商品取引法（昭和23年法律第25号、改正済）を

いう。

 

最終条件決定日 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、２　投資方

針、（１）投資方針、本債券」の項において定義されると

ころによる。

 

固定費引当金 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、４　手数料

等及び税金、（４）その他の手数料等、①設立費用」の項

において定められる意味を有する。

 

外国通貨 いずれかのサブ・ファンドに関して、当該サブ・ファンド

の基準通貨以外の通貨をいう。

 

基準通貨 米ドルをいう。

 

当初費用 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、４　手数料

等及び税金、（４）その他の手数料等、①設立費用」の項

において定義される意味を有する。

 

当初条件決定日 2010年12月１日をいう。
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当初申込期間 2010年11月４日から2010年11月26日までの期間をいう。

 

当初為替水準（ⅰ） 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、２　投資方

針、（１）投資方針、サブ・ファンド」の項において定義

されるところによる。

 

投資対象 人、団体（法人格の有無を問わない。）、ファンド、信託、世

界中の国、州もしくは地域の政府もしくは政府機関によっ

て発行されたあらゆる種類の株、株式、パートナーシップ

持分、債券、負債、優先株、ワラント、転換社債、貸株、投資信

託の受益証券もしくは副受益証券、株式もしくはストック

・オプションもしくは先物取引、通貨スワップ、金利ス

ワップ、レポ取引、譲渡性預金証書、約束手形、為替手形、も

しくはあらゆる種類の有価証券、もしくは上記の者に対し

てなされるローン（もしくはローン・パーティシペー

ション）、またはミューチュアル・ファンドもしくは類似

のスキームへの参加、および、全額もしくは一部払込済ま

たは未払いであるかを問わず、不動産または管理会社が随

時書面により指定するその他の投資対象もしくはその派

生商品をいう。

 

発行会社 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、２　投資方

針、（１）投資方針、本債券」の項において定義されると

ころによる。

 

管理会社 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネ

ジメント・リミテッドをいう。

 

純資産価額 サブ・ファンドの純資産価額をいう。

 

受益証券１口当たり純資産価格 純資産価額を計算時における発行済受益証券の口数で除

した額をいう。

 

債券満期日 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、２　投資方

針、（１）投資方針、本債券」の項において定義されると

ころによる。

 

債券買取日 営業日であり、かつその日に関してシティグループ証券株

式会社が本債券に関して買呼値を提示する日および／ま

たは管理会社が（その絶対裁量において）随時書面によ

り指定する本債券を買い取ることが可能な日であるその

他の日をいう。
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本債券 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、２　投資方

針、（１）投資方針、サブ・ファンド」の項において定義

されるところによる。

 

英文目論見書 2008年11月付のトラストに関する英文目論見書（随時修

正または補足される。）をいう。

 

連動率 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、２　投資方

針、（１）投資方針、サブ・ファンド」の項において定義

されるところによる。

 

支払日 東京、ロンドン、ニューヨーク、香港、ルクセンブルグおよ

びサンパウロで商業銀行および外国為替市場が支払いに

ついて決済し、かつ一般的な営業（外国為替および外国預

金の取扱いを含む。）を行っている日をいう。

 

償還金額 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、２　投資方

針、（１）投資方針、本債券」の項において記載されると

ころにより計算される金額をいう。

 

買戻申込日 いずれかの買戻日に関して、当該買戻日の３営業日前の日

をいう。

 

買戻日 （ⅰ）2011年12月16日（当日を含む。）から2013年11月22

日（当日を含む。）までの毎金曜日（かかる日が債券買取

日ではない場合、買戻日は債券買取日である直後の日とな

る。）および（ⅱ）債券満期日（当日を含む。）から2014

年１月19日（当日を含む。）までの毎営業日をいう。

 

買戻通知 管理会社または管理事務代行会社より入手可能な様式に

よる受益者がその保有する受益証券に関して提出する買

戻通知をいう。

 

買戻価格 各サブ・ファンドに関して、当該サブ・ファンドの受益証

券１口当たりの買戻価格をいい、信託証書に基づき、当該

サブ・ファンドに関する関連する英文目論見書補遺に要

約される方法で計算される。

 

シリーズ会社 管理会社または受託会社の趣意により設立され、いずれか

のサブ・ファンドを参照して指名される有限責任の子会

社をいう。
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サブ・ファンド 信託証書、受託会社および管理会社の間で2010年10月11日

に締結された追補信託証書に基づき設定および設立され

たトラストのサブ・ファンドである米ドル建て資源国通

貨連動ファンド（10－11）をいう。

 

サブ・ファンド決議 いずれかのサブ・ファンドに関して、（ａ）当該サブ・

ファンドの発行済受益証券の単純過半数を保有し、関連す

る決議について議決権を行使する権利を有する者が書面

により承認した決議、または（ｂ）当該サブ・ファンドの

受益者集会において、当該集会に関する基準日において、

本人または代理人が出席し、議決権を有しかつ当該集会で

議決権を行使する受益者であって、当該サブ・ファンドの

受益証券の単純過半数を保有する者により可決された決

議をいう。

 

指定債券額面金額 0.01米ドルをいう。

 

償還日 2014年１月10日または「第一部　ファンド情報、第１　ファ

ンドの状況、２　投資方針、（１）投資方針、サブ・ファン

ド」の項において定める方法により管理会社が決定する

これよりも早い日をいう。

 

トラスト ケイマン諸島の法律に基づき設立されたオープン・エン

ド型のアンブレラ型ユニット・トラストであるシティ・

インベストメント・トラスト（ケイマン）をいう。

 

信託証書 受託会社および管理会社の間の2008年10月21日付で締結

されたトラストの設立に関する信託証書（随時追補され

る。）をいう。

 

受託会社 CIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマ

ン）リミテッドをいう。

 

信託財産 各サブ・ファンドに関して、当該サブ・ファンドの信託に

よって受託会社が保有する100米ドルの当初資産および以

下の金額の合計をいう。

 （ａ）当該サブ・ファンドの受益証券の発行手取金

 （ｂ）信託証書に定められるとおり、当該サブ・ファンド

の信託によって受託会社またはその代理人が保有

し、または保有しているとみなされる一切の現金お

よびその他の資産
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 また、かかる用語が一般的に用いられる場合、「信託財

産」とは、すべてのサブ・ファンドに総じて適用する信託

財産をいうものとする。

 

投資先通貨 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、２　投資方

針、（１）投資方針、サブ・ファンド」の項において定義

されるところによる。

 

受益証券 サブ・ファンドの受益証券をいう。

 

受益者 当該時点での受益証券の登録保有者をいい、受益証券の保

有者として共同して登録されるすべての者を含む。

 

受益者決議 （ａ）すべてのサブ・ファンドの発行済受益証券の純資

産価額の単純過半数を保有する者が書面で承認した決議

（当該決議により、各受益者は、すべてのサブ・ファンド

の純資産価額の総額に対して当該受益者が保有するすべ

てのサブ・ファンドの受益証券の純資産価額の総額の比

率に基づき比例按分して計算される議決権を受領するも

のとする。）、または（ｂ）受益者集会において、当該集会

に関する基準日に、本人または代理人が出席しており、議

決権を有しかつ当該集会で議決権を行使する受益者で、す

べてのサブ・ファンドの受益証券の純資産価額の単純過

半数を保有する者により可決された決議をいう。

 

未使用引当金 「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、３　投資リ

スク、（１）リスク要因、受益証券１口当たり純資産価

格」の項において定義された意味を有する。

 

米国 アメリカ合衆国の、その属領および領土をいう。

 

評価日 毎金曜日（かかる日のいずれかが営業日ではない場合、評

価日は翌営業日とする。）および／または管理会社が随時

書面により指定するいずれかその他の日をいう。
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（訳文）

独立監査人の監査報告書

 
受益者各位

 
私どもは、添付のシティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－米ドル建て資源国通貨連動

ファンド(10-11)（以下「サブ・ファンド」という。）の財務書類、すなわち、2012年10月31日現在の
投資有価証券明細表を含む純資産計算書、同日に終了した会計年度における損益および純資産変動

計算書、ならびに重要な会計方針の要約およびその他の説明情報から成る注記の監査を行った。

 
財務書類に関する管理会社の責任

 
管理会社には、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠してこれらの

財務書類を作成し適正に表示する責任、および、不正や誤謬による重要な虚偽の表示のない財務書類

を作成することに関連し管理会社が必要と考える内部統制に対する責任がある。

 
監査人の責任

 
私どもの責任は、私どもの監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することである。私

どもは、国際監査基準に準拠して監査を行った。当該基準は、財務書類に重要な虚偽の表示がないか

どうかについての合理的な保証を得るために、私どもが倫理規定に従い、監査を計画し実施すること

を求めている。

 
監査は、財務書類上の金額および開示内容に関する監査証拠を得るための手続の実施を含んでいる。

不正や誤謬による財務書類の重要な虚偽の表示のリスク評価を含む、選択された手続は私どもの判

断による。これらのリスク評価を行うにあたり、私どもは、事業体による財務書類の作成および適正

な表示に関する内部統制を考慮に入れるが、これは状況に照らして適切である監査手続を策定する

ためであって、事業体の内部統制の有効性についての意見を表明することが目的ではない。監査は、

管理会社が採用した会計方針の適切性および管理会社によって行われた会計上の見積りの合理性に

ついての評価も含め全体としての財務書類の表示を評価することを含んでいる。

 
私どもは、私どもが入手した監査証拠が、私どもの監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適

切であると判断している。

 
意見

 
私どもは、これらの財務書類が、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準

拠して、サブ・ファンドの2012年10月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した会計年度の運用
成績を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
ケーピーエムジー

 
2013年４月18日
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Independent Auditors' Report to the Unitholders

 

We have audited the accompanying financial statements of Citi Investment Trust (Cayman) -

Commodity Rich Currencies Linked Fund (USD) (10-11) (the “Series Trust”), which comprise

the statement of net assets including the schedule of investments as at October 31, 2012,

the statement of operations and changes in net assets for the year then ended, and notes,

comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

 

Management’s Responsibility for the Financial Statements 

 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial

statements in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg, and

for such internal control relevant as management determines is necessary to enable the

preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to

fraud or error.

 

Auditors’ Responsibility

 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our

audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those

standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to

obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material

misstatement.

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and

disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment,

including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements,

whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal

control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial

statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances,

but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's

internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting

polices used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as

evaluating the overall presentation of the financial statements.

 

EDINET提出書類

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

167/180



Independent Auditors' Report to the Unitholders (continued)

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide

a basis for our audit opinion.

 

Opinion

 

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the

financial position of the Series Trust as at October 31, 2012 and its financial performance

for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles in

Luxembourg.

 

KPMG

 

April 18, 2013

 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人

が別途保管している。
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（訳文）

独立監査人の監査報告書

 
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

（香港で設立された有限責任会社）

の株主各位

 
 
財務書類に関する報告

 
私どもは、５ページから28ページ（訳注：原文のページ）に記載されたシティグループ・
ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド（以下「会社」という。）の財務書

類、すなわち、2011年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した事業年度における包括利益計算
書、資本変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針の要約およびそ

の他の注記の監査を行った。

 
財務書類に関する取締役の責任

 
会社の取締役は、香港公認会計士協会が発行した香港財務報告基準および香港会社法に準拠し

て、真実かつ公正な概観を与える財務書類を作成する責任、および不正によるものか誤謬による

ものかに関わらず、重要な虚偽記載を含まない財務書類を作成する上で取締役が必要と考える内

部統制に対する責任がある。

さらに、取締役はまた、当該財務書類が、香港証券先物（記録の保存）規則に基づき保存された

記録に準拠し、かつ香港証券先物（会計および監査）規則の要件を充足していることを確保する

責任も負っている。

 
監査人の責任

 
私どもの責任は、私どもの監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することであ

る。当報告書は香港会社法第141条に準拠し、集団としての株主に対してのみ作成されるものであ
り、また前記の段落に記載されたその他の事項に関して株主に報告するものであり、その他の目

的で使用してはならない。私どもは当報告書の内容に関して他のいかなる人物に対する責任も負

わず、かつ責務も引き受けない。

 
私どもは、香港監査基準に準拠し、また香港公認会計士協会が発行した実務指針第820号「登録
会社および仲介業者の関連会社の監査」を参照して、私どもの監査を行った。これらの基準は、財

務書類に重要な虚偽の表示がないかどうか、また当該財務書類が香港証券先物（記録の保存）規

則に基づき保存された記録に準拠し、かつ香港証券先物（会計および監査）規則の要件を充足し

ているかどうかについての合理的な保証を得るために、私どもが倫理規定に従い、監査を計画し

実施することを求めている。
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監査は、財務書類上の金額および開示内容に関する監査証拠を得るための手続の実施を含んで

いる。不正や誤謬による財務書類の重要な虚偽の表示のリスク評価を含む、選択された手続は、監

査人の判断による。監査人はこれらのリスク評価を行うにあたり、状況に即して適切な監査手続

を計画するために、会社が真実かつ公正な概観を与える財務書類を作成することに関連する内部

統制について検討しているが、その検討は、会社の内部統制の有効性について意見を表明するこ

とを意図して行ったものではない。監査は、取締役が採用した会計方針の適切性、取締役によって

行われた会計上の見積りの合理性についての評価も含め全体としての財務書類の表示を評価す

ることを含んでいる。

 
私どもは、私どもが入手した監査証拠が、私どもの監査意見表明のための基礎を得るのに十分

かつ適切であると判断している。

 
意見

 
私どもは、当該財務書類が、香港財務報告基準に準拠して、2011年12月31日現在の会社の財政状
態、および同日に終了した事業年度における会社の損益およびキャッシュ・フローを真実かつ適

正に表示しており、また香港会社法に準拠して適正に作成されているものと認める。

 
香港証券先物法の香港証券先物（記録の保存）規則および香港証券先物（会計および監査）規

則に基づいた法定事項に関する報告

 
私どもは、当該財務書類が、香港証券先物（記録の保存）規則に基づき保存された記録に準拠

し、かつ香港証券先物（会計および監査）規則の要件を充足しているものと認める。

 
 
ケーピーエムジー

 
公認会計士

香港、セントラル

チャターロード10
プリンスビル８階

2012年４月30日
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Independent auditor's report to the shareholder of
Citigroup First Investment Management Limited
(Incorporated in Hong Kong with limited liability) 

 

Report on the financial statements

 

We have audited the financial statements of Citigroup First Investment Management Limited (“the

company”) set out on pages 5 to 28, which comprise the balance sheet as at 31 December 2011, the

statement of comprehensive income, the statement of changes in equity and the cash flow statement for

the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory

information.

 

Directors' responsibility for the financial statements

 

The directors of the company are responsible for the preparation of financial statements that give a

true and fair view in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards issued by the Hong Kong

Institute of Certified Public Accountants and the Hong Kong Companies Ordinance and for such internal

control as the directors determine is necessary to enable the preparation of financial statements that

are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 

In addition, the directors also have a responsibility to ensure that the financial statements are in

accordance with the records kept under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules

and satisfy the requirements of the Hong Kong Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules.

 

Auditor's responsibility

 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. This

report is made solely to you, as a body, in accordance with section 141 of the Hong Kong Companies

Ordinance, and to report to you on the other matters set out in the preceding paragraph, and for no

other purpose. We do not assume responsibility towards or accept liability to any other person for the

contents of this report.

 

We conducted our audit in accordance with Hong Kong Standards on Auditing and with reference to

Practice Note 820“The Audit of Licensed Corporations and Associated Entities of Intermediaries”

issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we

comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about

whether the financial statements are free from material misstatement, and whether the financial

statements are in accordance with the records kept under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping

of Records) Rules and satisfy the requirements of the Hong Kong Securities and Futures (Accounts and

Audit) Rules.
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Independent auditor's report to the shareholder of 
Citigroup First Investment Management Limited (continued)
(Incorporated in Hong Kong with limited liability) 

 

Report on the financial statements (continued)

 

Auditor's responsibility (continued)

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 

the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the 

assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the 

entity's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design 

audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 

opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the 

appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the

directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 

for our audit opinion.

 

Opinion

 

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the state of the company's 

affairs as at 31 December 2011 and of its profit and cash flows for the year then ended in accordance 

with Hong Kong Financial Reporting Standards and have been properly prepared in accordance with the 

Hong Kong Companies Ordinance.

 

Report on matters under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and Hong Kong 

Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules of the Hong Kong Securities and Futures Ordinance

 

In our opinion, the financial statements are in accordance with the records kept under the Hong Kong 

Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and satisfy the requirements of the Hong Kong 

Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules.

 

 

KPMG

 

Certified Public Accountants

 

8th Floor, Prince's Building

10 Chater Road

Central, Hong Kong

30 APR 2012

 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提

出代理人が別途保管している。
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（訳文）

独立監査人の監査報告書

 
米ドル建て資源国通貨連動ファンド(10-11)の受益者各位
 
私どもは、添付のシティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－米ドル建て資源国通貨連動

ファンド(10-11)（以下「サブ・ファンド」という。）の財務書類、すなわち、2011年10月31日現在の
投資有価証券明細表を含む純資産計算書、2010年10月11日（設立日）より2011年10月31日までの期
間における損益および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約およびその他の説明情報

から成る注記の監査を行った。

 
財務書類に関する管理会社の責任

 
管理会社には、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠してこれらの

財務書類を作成し適正に表示する責任、および、不正や誤謬による重要な虚偽の表示のない財務書類

を作成することに関連し管理会社が必要と考える内部統制に対する責任がある。

 
監査人の責任

 
私どもの責任は、私どもの監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することである。私

どもは、国際監査基準に準拠して監査を行った。当該基準は、財務書類に重要な虚偽の表示がないか

どうかについての合理的な保証を得るために、私どもが倫理規定に従い、監査を計画し実施すること

を求めている。

 
監査は、財務書類上の金額および開示内容に関する監査証拠を得るための手続の実施を含んでいる。

不正や誤謬による財務書類の重要な虚偽の表示のリスク評価を含む、選択された手続は私どもの判

断による。これらのリスク評価を行うにあたり、私どもは、事業体による財務書類の作成および適正

な表示に関する内部統制を考慮に入れるが、これは状況に照らして適切である監査手続を策定する

ためであって、事業体の内部統制の有効性についての意見を表明することが目的ではない。監査は、

管理会社が採用した会計方針の適切性および管理会社によって行われた会計上の見積りの合理性に

ついての評価も含め全体としての財務書類の表示を評価することを含んでいる。

 
私どもは、私どもが入手した監査証拠が、私どもの監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適

切であると判断している。

 
意見

 
私どもは、これらの財務書類が、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準

拠して、サブ・ファンドの2011年10月31日現在の財政状態ならびに2010年10月11日（運用開始日）
から2011年10月31日までの期間の運用成績を、すべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

 
ケーピーエムジー

 
2012年４月25日
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Independent Auditors' Report to the Unitholders 

 

We have audited the accompanying financial statements of Citi Investment Trust (Cayman) - 

Commodity Rich Currencies Linked Fund (USD) (10-11) (the “Series Trust”), which comprise the 

statement of net assets including the schedule of investments as at October 31, 2011, the 

statement of operations and changes in net assets for the period from October 11, 2010 (Date of 

commencement of operations) to October 31, 2011, and notes, comprising a summary of significant 

accounting policies and other explanatory information.

 

Management's Responsibility for the Financial Statements

 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements

in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg, and for such internal 

control relevant as management determines is necessary to enable the preparation of financial 

statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 

Auditors' Responsibility

 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We 

conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards 

require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain 

reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 

disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, 

including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, 

whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control 

relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order 

to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 

expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also 

includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the 

financial statements.

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 

basis for our audit opinion.

 

Opinion 

 

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial 

position of the Series Trust as at October 31, 2011 and its financial performance for the period 

from October 11, 2010 (Date of commencement of operations) to October 31, 2011 in accordance with
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generally accepted accounting principles in Luxembourg. 

 

KPMG

 

April 25, 2012

 

 

 
 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人

が別途保管している。
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（訳文）

独立監査人の監査報告書

 

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

（香港で設立された有限責任会社）

の株主各位

 

 

財務書類に関する報告

 

私どもは、５ページから30ページ（訳注：原文のページ）に記載されたシティグループ・
ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド（以下「会社」という。）の財務書
類、すなわち、2010年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した事業年度における包括利益計算
書、資本変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針の要約およびそ
の他の注記の監査を行った。

 

財務書類に関する取締役の責任

 

会社の取締役は、香港公認会計士協会が発行した香港財務報告基準および香港会社法に準拠し
て、真実かつ公正な概観を与える財務書類を作成する責任、および不正によるものか誤謬による
ものかに関わらず、重要な虚偽記載を含まない財務書類を作成する上で取締役が必要と考える内
部統制に対する責任がある。

さらに、取締役はまた、当該財務書類が、香港証券先物（記録の保存）規則に基づき保存された
記録に準拠し、かつ香港証券先物（会計および監査）規則の要件を充足していることを確保する
責任も負っている。

 

監査人の責任

 

私どもの責任は、私どもの監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することであ
る。当報告書は香港会社法第141条に準拠し、株主個人または集団としての株主に対してのみ作成
されるものであり、また前記の段落に記載されたその他の事項に関して株主に報告するものであ
り、その他の目的で使用してはならない。私どもは当報告書の内容に関して他のいかなる人物に
対する責任も負わず、かつ責務も引き受けない。
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私どもは、香港監査基準に準拠し、また香港公認会計士協会が発行した実務指針第820号「登録
会社および仲介業者の関連会社の監査」を参照して、私どもの監査を行った。これらの基準は、財
務書類に重要な虚偽の表示がないかどうか、また当該財務書類が香港証券先物（記録の保存）規
則に基づき保存された記録に準拠し、かつ香港証券先物（会計および監査）規則の要件を充足し
ているかどうかについての合理的な保証を得るために、私どもが倫理規定に従い、監査を計画し
実施することを求めている。

 

監査は、財務書類上の金額および開示内容に関する監査証拠を得るための手続の実施を含んで
いる。不正や誤謬による財務書類の重要な虚偽の表示のリスク評価を含む、選択された手続は、監
査人の判断による。監査人はこれらのリスク評価を行うにあたり、状況に即して適切な監査手続
を計画するために、会社が真実かつ公正な概観を与える財務書類を作成することに関連する内部
統制について検討しているが、その検討は、会社の内部統制の有効性について意見を表明するこ
とを意図して行ったものではない。監査は、取締役が採用した会計方針の適切性、取締役によって
行われた会計上の見積りの合理性についての評価も含め全体としての財務書類の表示を評価す
ることを含んでいる。

 

私どもは、私どもが入手した監査証拠が、私どもの監査意見表明のための基礎を得るのに十分
かつ適切であると判断している。

 

意見

 

私どもは、当該財務書類が、香港財務報告基準に準拠して、2010年12月31日現在の会社の業務状
況、および同日に終了した事業年度における会社キャッシュ・フローを真実かつ適正に表示して
おり、また香港会社法に準拠して適正に作成されているものと認める。

 

香港証券先物法の香港証券先物（記録の保存）規則および香港証券先物（会計および監査）規
則に基づいた法定事項に関する報告

 

私どもは、会社の財務書類が、香港証券先物（記録の保存）規則に基づき保存された記録に準
拠し、かつ香港証券先物（会計および監査）規則の要件を充足しているものと認める。

 

 

ケーピーエムジー

 

公認会計士

香港、セントラル

チャターロード10
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プリンスビル８階

2011年４月29日

 

 

 

　　次へ
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Independent auditor's report to the shareholder of

Citigroup First Investment Management Limited
(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

 

Report on the financial statements

 

We have audited the financial statements of Citigroup First Investment Management Limited (the “

company”) set out on pages 5 to 30, which comprise the balance sheet as at 31 December 2010, the

statement of comprehensive income, the statement of changes in equity and the cash flow statement for

the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory

information.

 

Directors' responsibility for the financial statements

 

The directors of the company are responsible for the preparation of financial statements that give a

true and fair view in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards issued by the Hong Kong

Institute of Certified Public Accountants and the Hong Kong Companies Ordinance and for such internal

control as the directors determine is necessary to enable the preparation of financial statements that

are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 

In addition, the directors also have a responsibility to ensure that the financial statements are in

accordance with the records kept under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules

and satisfy the requirements of the Hong Kong Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules.

 

Auditor's responsibility

 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.　This

report is made solely to you, as a body, in accordance with section 141 of the Hong Kong Companies

Ordinance, and to report to you on the other matters set out in the preceding paragraph, and for no

other purpose.　We do not assume responsibility towards or accept liability to any other person for the

contents of this report.

 

We conducted our audit in accordance with Hong Kong Standards on Auditing and with reference to

Practice Note 820 “The Audit of Licensed Corporations and Associated Entities of Intermediaries”

issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants.　Those standards require that we

comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to

whether the financial statements are free from material misstatement, and whether the financial

statements are in accordance with the records kept under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping

of Records) Rules and satisfy the requirements of the Hong Kong Securities and Futures (Accounts and

Audit) Rules.

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in

the financial statements.　The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the

assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or

error.　In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the

entity's preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion

on the effectiveness of the entity's internal control.　An audit also includes evaluating the

appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the

directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
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for our audit opinion.

 

Opinion

 

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the state of the company's

affairs as at 31 December 2010 and of its cash flows for the year then ended in accordance with Hong

Kong Financial Reporting Standards and have been properly prepared in accordance with the Hong Kong

Companies Ordinance.

 

Report on matters under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and Hong Kong

Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules of the Hong Kong Securities and Futures Ordinance
 

In our opinion, the company's financial statements are in accordance with the records kept under the

Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and satisfy the requirements of the Hong

Kong Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules.

 

 

KPMG

 

Certified Public Accountants

 

8th Floor, Prince's Building

10 Chater Road

Central, Hong Kong

29 APR 2011

 

 

 
 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提

出代理人が別途保管している。
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